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提供　株式会社商船三井

【船名　KOHYQHSAN】
DATA
船の種類1バルクキャリア（ぱ獺貨物船）

竣　　工1200i年6月
全　　長＝289M
型　　幅；45M
総トン数187，49欲
載貨重量トンニ172，564t

【写真下の船首部分…Ax－Bow〔斧型船首〕】

上部船首部分の斧型設計により、波浪
の高い場合、船舶が直接受ける波浪抵
抗を改善し、船舶推進効率を向上させ
る。

［圏置［1．．、．

lLO海事統合条約
日本船主協会副会長新租海運株式会社代表取締役社長【】鷲見嘉一

1

□羅睡謡菰1．

E融　⊥　6穿　　　　呪

1．バラスト水問題、条約化に向けて一歩前進
一国際海事機関（IMO）第48回海洋環境保護委員会（MEPC）の概要一

2．日韓両国船主協会の緊密な関係維持を確認
一第10回日韓船主協会会談の模様について一

3．lLO海事統合条約の採択へ一歩前進
一ILO海事統合条約第2回HLTWG会合について一
4．アジア船員雇用者グループの積極的な活動に期待を表明

一アジア船主フォーラム船員委員会第8回中間会合の模様について一

7「　■　　　　　　引「

1．港湾の早期正常化を期待
一米国西岸港湾労使紛争について一

2．海運関係分野の一層の規制緩和を要望
一一国交大臣・石原規制改革大臣宛てに19項目を要望一

3．税制で国際競争力強化を図る諸外国
一欧米諸国の税制改革（税制強化策）について一

4，スーパー中枢港湾選定へ
一スーパー中枢港湾選定委員会（第一回）の開催について一

5，海賊および船舶に対する武装強盗に関する報告
　（2002年第3四半期）
一国際商業会議所（℃C）国際海事局〔1MB）編集一

社会科教材用ビデオ「海運の工夫・技術シリーズ」第4作が完成

一海の大動脈・内航海運一
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続パナマという国
川崎汽船株式会社船長（現船員災害防止協会）【】湯川君平

34
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三洋海運㈱営業部営業課長【】岩田一彦
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海運日誌（10月）37
船留だより　　　38

海運統計
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囲み記事

・パンフレット「SHIPPING　NOW2002E］本の海運」の刊行について　29
・覚ぜい斉1」の密輸入で貨物の擬装がより巧妙に　　　　　　　　　31
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　1LO（国際労働機関）の海事関係条約を統合し

一つの新しい条約にしょうとする大作業が始ま

っている。

　lLDは、官、労、使により構成される国際機関

で、1919年に設立以来、1996年までの77年間に海

事関係だけで69の条約・勧告などを採択してお

り、具体的には、これら、既存の条約等の中で

有効と思われる30の条約、1の議定書、23の勧

告を一纒めにし、現在の社会情勢に対応した新

たな条約を作ろうというものである。

　これは、海上安全、海洋環境に加えて、海難

事故の原因の相当部分がヒューマンファクター

にあるといわれているところがら、船員労働問

題についても新たな国際的に統一された枠組み

を構築する必要があるとの認識の下、船員の資

格についてはSTCW条約で対応したが、こうし

た安全・環境・船員資格などIMO（国際海事機

関）マターに、更に労働時問、船内居住条件な

どILOマターも力口えた新たな国際秩序を形成し

ようという試みである。

　言葉を換えて言えば、現在、IMOのSOLAS

条約、MARPOL条約、　STOW条約は世界の大

多数の国によって批准されているが、同様にこ

の統合条約が広く世界の国々で批准され、ポー

トステートコントロール等により実効性も担保

できるものにしようというもので、既に1976年

・
轡

に採択された包括的条約であるILQ147号条約

（商船の最低基準に関する条約）で統合につい

て一部前例をみているものを全てに広げようと

するものである。

　他方、IMO関係の条約は、安全や環境にかか

る技術的基準を統一的に決めようとするもので、

統一されることにさぽど抵抗がない事項を扱っ

ているが、ILO条約は、労働条件、雇用条件など、

当該国の経済や、生活水準、文化と密接にかか

わり、国ことに異なる政策対応を含む問題を扱

うため、先ずは国の主権は尊重されるべきであ

ろう。その上で統一化に向けた各国の合意形成

となれば、技術的基準の統一にはない困難を伴

うことも容易に想像できる。従って、批准促進

のためには全体を強制批准するのではなく、選

択批准や実質的同等性の導入などのフレキシビ

リティーを大幅に認めることも必要となろう。

　グ［コーパル化した海運界で安全、環境のみな

らず船員労働面についてもISO、　PSC体制のよ

うな新しいメカニズムで担保される国際的な秩

序作りの試みが2005年の条約採択に向けて着実

に進捗するとみられている。

　21世紀の海運界のチャレンジとして来年が最

大の］」場になると予想されるので、当協会も日

本船主の立場をしっかり主張するため、この作

業に積極的に関与していかなければならない。

せんぎょうNoひ2002懸1
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国際会議レポート

バラスト水問題、条約化に向けて一歩前進
　　国際海事機関（IMO）第48回海洋環境保護委員会（MEPC）の概要

　国際海事機関（IMO）のバラスト水管理条約策

定の中間会合および第48回海洋環境保護委員会

（MEPC48）が9月30日から10月11日まで間、ロ

ンドンのIMO本部で開催された。

　2003年採択予定のバラスト水管理条約は、バ

ラスト水の処理方法やバラスト水の交換海域な

ど条約の一部が審議され採択に向けての前進が

うかがえたものの重要な部分についての審議は

不十分な状況にある。

　一方、今年6月に開催された第7回IMOばら

積液体・ガス小委員会（BLG　7）（本誌2002年7月

号P．15参照）で最終的な決着がつかなかった有

害液体物質の汚染分類の見直しは今回も結論に

至らず、来年6月に開催予定のMEPC49に持ち

越されることとなった。その他、船舶の解撤問

題等が主要議題として審議された。

1，バラスト水管理条約

〔の　審議の内容

　今年3月に開催されたMEPC47では、バラスト

水中に含まれるどのような水生生物を規制の対

象にするかの議論で大半の時間が費やされ、バ

ラスト水の処理基準、バラスト水の交換海域な

どは十分に審議されなかった（本誌2002年4月

号P．2参照）。しかし、採択目標の2003年秋ま

で一年を切ったこともあり、今回の中間会合お

よびMEPC48では、バラスト水管理の条約策定

に向けて、以下の点が審議されたが、いずれも

最終的な結論を得るには至らなかった。

i＞バラスト水の処理方法

　　現在のバラスト水の処理方法は、洋上での

　バラスト水交換が大半を占めている。一．・方で

　多くの研究機関がバラスト水中に含まれる水

　生生物を機械的に不活性化するなどの処理装

　置を開発中である。そのようなバラスト水交

　換と機械的処理を併せて〔表一1〕に示す4

　種類の処理方法が認識された。

ii）船舶の分類と適用される処理方法

　　バラスト水の処理装置が開発段階であるこ

　とから、船舶を建造された時期別に分類し、
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〔表一1〕 〔表一2〕

a

b

C

d

処理方法

バラスト水交換
（シーケンシャル方式）

バラスト水交換
（フロースルー方式）

処理装置による処理
（短期的バラスト水

管理基準に基づく〉

処理装置による処理
（長期的バラスト水

管理基準に基づく）

処理方法の詳細

タンク毎にバラスト水を容量の95％
交換する方法

バラスト水が逃水してあるタンクに、
更にポンピングにより3倍量の海水
を送水しマンホール等より溢水させ、
港内で張水したバラスト水を入れ替
える方式

処理装置によD水中生物を殺滅、不
活性化させる。

短期的に研究開発が可能なレベルを
考慮して水生生物の大きさ、バラス
ト水中に含まれる濃度を処理の基準
の対象とし、詳細は今後検討される

処理装置によD水中生物を殺滅、不
活性化させる。

水生生物の大きさ、バラスト水中に
含まれる濃度の処理基準は短期的基
準よD厳しいものとなる

各船ごとに処理方法が検討された。〔表一2〕

　　その結果、既に就航している船舶（現存船）

に対してはバラスト水を洋上で交換すること、

これから建造される船舶（新船〉に対しては、

建造される時期ごとに処理装置を段階的に装

備して処理することを基本にバラスト水を処

理することとされた。

　　例えば、条約が2004年に発効した場合、2008

年に建造される船舶は「中間的な船舶」に分

類され、バラスト水の処理方法は〔表一1〕

のa、bに示されるバラスト水交換、または

　dの処理装置による処理が求められる。（表一

　2参照）

　　一方、2015年以降、または条約発効から5

年後以降に建造される船舶には処理装置によ

　る処理が規定され、バラスト水の交換による

処理は認めうれなくなるなどの手法である。

　　新船の場合には、バラスト水の処理装置を

設置して処理しなければならないとされたが、

処理装置の性能、バラスト水交換の実施の確

　実性を考慮して処理方法は船主が選択できる

　こととすべきであり今後議論の必要がある。

iii）バラスト水交換海域

　　バラスト水を交換する場合、船主、運航者

船舶の分類 建　造　時　期
〔表一1〕に示す

?摯菇@
新　　船 2015年以降、または条約発効か

轤T年後以降に建造される船舶

d

中間的な
D　　舶

2DD5年以降、または条約発効か
轤P年後以降に建造される船舶

a、b、　d
ｩら選択

現存船 新船、中間的な船舶以外の船舶 a、b、　c、　d

ｩら選択

｝

の立場を考．沖すると、特定の海域ではなく、

あらゆる海域で交換が行える方が実効的であ

る。しかし、日本で1張毒したバラスト水を寄

港地の近海で交換したのでは水生生物の移動

の防止には繋がらない。その為にバラスト水

　を交換する海域を限定する必要がある。

　　日本はバラスト水の交換は、あらゆる陸岸

から200海里以上離れた海域で行う事を前提と

　し、荒天などで200海里以上離れた海域での交

換が不可能な場合は200海里内の海域での交換

　を認める提案を行った。しかし、200海里以内

　の海域で交換を行うことはバラスト水に含ま

　れる水生生物の移動を最小限に留めることが

　出来ないという理由で米国をはじめ各国が反

　対し、陸岸から200海里以上離れた海域でバラ

　スト水交換を行うという意見が主流を占めた。

　　また、200海塁以遠の海域で交換が不可能な

　場合には200海里以内でも陸岸から50海里、12

　海里など一定の距離を隔てた海域でバラスト

水の交換を行うなどの要件が検討された。

iv）地域規制

　　バラスト水管理条約は、各国ごとの規制の

　乱立を防ぎ、統一的な規制が行われることが

　目的の一つである。しかし、米国を中心に条

　約の規制に加え、沿岸国の海洋環境を保護す

　るという理由で独自に地域規制を策定する提

　案がなされた。この提案に豪州等の諸国が賛

　同し、多勢に押し切られる形で大筋が合意さ

　れたが地域規制を導入する場合に満たさなけ

せんきょうNの2002麟3
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ればならない条件などを検討する必要がある。

v）PSCの方法（Samplingの実施について）

　寄港国には、船舶が条約を遵守しているか

　どうかを検査するPort　State　Control（PSC）と

　呼ばれる権限がある。バラスト水管理条約に

　もPSCの条項が盛り込まれており、その方法

　が検討された。条約案ではPSCの方法は、承

　認されたバラスト水の処理装置の設置、その

　運転の記録、バラスト水交換の記録類の検査

　に加えバラスト水の成分を分析し（Sampling）、

　船舶が適切な処理を実施したかを確かめるこ

　との是非が審議された。

　　日本のほか数力国が、Samplingをしたバラ

　スト水の分析手法が確立されていないため、

　一方的に判定される別れがありPSCの手法と

　して妥当ではないと指摘した。それに対しブ

　ラジル、米国等が処理基準を満足していない

　バラスト水を港内で排出することは本条約の

　主旨に反すると主張し、次回の会合で引き続

　き審議することとなった。

〔2｝船舶運航面からの検討事項

　今回の中間会合およびMEPC48では条約の一．・

部分が検討されたに過ぎず数多くの検討事項が

残っている。条約が商船の通常の運航を妨げず、

実効的な内容となるために次のような事項に対

し更に検討する必要性が認識され、今後引き続

き検討されることとなった。

i）バラスト水交換に関する船舶の遅延

　　バラスト水交換のために予定の航路から大

　きく迂回したり、停船が必要となることが懸

　念される。これに対し、国際海運会議所（ICS）

　がバラスト水交換のために通常の運航が妨げ

　られるのは実効的ではない旨を発言し、迂回

　等をしてまでも交換の必要がない旨の条項が

　起草された。

iDバラスト水処理免除規定

　　日本や韓国の問を航行するような船舶に対

　しては、処理に要する時間を考慮しバラスト

　水処理の免除規定が必要である。これに関し

　て、ICSから600～1000海里以下の航海（東京

　湾から沖縄および台湾付近までの距離に相当）

　に従事する船舶にはバラスト水の処理を免除

　するなどの免除規定が必要との意見が出され

　た。

　　また、海洋環境がほぼ同じでバラスト水国

　理の必要がないと思われる海域（地中海、東

　シナ海、北海等）を検討する提案がノルウェ

　一から提出されていた。

　　いずれも深く審議する時間が無く次回の会

　合にて検討されることとなった。

iii）未処理バラスト水の排出

　　バラスト水交換、装置による処理などバラ

　スト水の処理が規定されても、荒天や処理装

　置の故障などの不可抗力により、バラスト水

　の処理が出来ない場合が予想される。そのよ

　うな場合、未処理のバラスト水を港内で排出

　することが認められるべきであるが、悪用防

　止にも留意した規定の検討が必要である。

iv）ガイドラインの検討

　　バラスト水の交換を安全に実施するための

　指針などのガイドラインが必要である。その

　構成について検討がなされたが、時間的な制

　約によりガイドラインに盛り込む内容が審議

　されたにとどまり、ICSを中心に今後さらに検

　討が行われることとなった。

（3）条約採択に向けての今後の展望

　前回のMEPC47では、バラスト水の交換水域

の検討など重要な部分の検討がされず2003年の

条約採択を危ぶむ声も聞かれた。しかし、今回

の中間会合およびMEPC48ではバラスト水の処

4奪せんきょうN卯2002



　　理基準やバラスト交換を行う水域の検討など、

　　　条約の骨子となる部分が検討され、わずかなが

　　　ら条約策定に向けての前進がうかがえた。

　　　　しかし、航海距離が短い場合のバラスト水蜜

　　　理の免除規定や未処理のバラスト水の港内での

　　　排出の是非など船主、運航者にとって重要なポ

　　　イントの検討はほとんど行われていない。

　　　　条約の姿がおぼろげながら見えてきた感があ

　　　るが、最も重要かつルール作りが困難な部分の

　　　大半が検討されていない。また、採択目標の2QQ3

　　　年まで残された時間が少なくなってきたことか

一　　ら、条約の体裁を整えることを優先する懸念が

　　　ある。

　　　　また、会合へは船主、運航者の立場で条約の

　　　内容を検討する参加者が少ないのが現状である

　　　が、当1協会はバラスト水の管理が円滑に実行さ

　　　れ水生生物の移動のリスクを最小限にするもの

　　　となるよう引き続き積極的に船主意見を反映し

　　　ていくこととしている。

2．有害液体物質の汚染分類の見直し

（1｝IBCコードの汚染分類

　パラフィン、ベンゼンなどの化学薬品（有害

液体物質）は「危険化学薬品の撤積運送のための

船舶構造及び設備に関する国際規則」（IBC　Code）

上で、その物質の毒性、水溶性、凝固性などの

数種類の特性を指標とし評価が行われ、それぞ

れの評価結果を総合して汚染分類が「A」、「B」、

「C」、「D」、「無害」の5段階に分類されてい

る。また、汚染分類毎に有害液体物質を排出で

きる海域、濃度などの条件がMARPOL条約附属

書1に定められている。

　国連の海洋汚染専門家会議（GESAMP）は有害

液体物質の毒性等の再評価を継続的に行ってき

たが、再評価が最終段階に至ったことを機会に

汚染分類を現行の5分類から「X」、「Y」、「Z」

と区分する3分類などの新たな分類方法に見直

すかが検討されてきた。

〔2〕汚染分類変更の問題点

　今年6月に開催された第7回　ばら積み液体

及びガス小委員会（BLG　7）では、汚染物質の分

類方法について日本や米国等が支持する現行の

「A」、「B」、「C」、「D」、「無害」の5分類方式

から、オランダ等の欧州諸国が支持する「X」、

「Y」．、「Z」の3分類方式に見直すことの是非

が審議された。

　わが国は、①現行の5分類方式で運用上の不

便さがないこと、②3分類方式に汚染分類が変

更された場合、一部の有害液体物質の洗浄水の

排出要件が緩和され、海洋環境保護の概念に反

するという理由から現行5分類方式を主張した。

　一方、オランダなどは3分類方式を支持する

理由として、①5分類方式より3分類方式は分

類方式が簡潔であること②5分類方式では無

害と評価される有害液体物質が存在するがそも

そも有害液体物質に無害という概念はない、な

どを挙げ検討されたが、最終決定に至らず今回

のMEPC48に持ち越された。（本誌2002年7月号

P．15参照）

〔3）審議の模様

　今回のMEPC48では5分類を支持する日本、東

南アジア諸国と、3分類を支持する欧州諸国の

問で5分類方式の「無害」の区分の扱いを巡り

意見が分かれた。現行規定で「無害」に区分さ

れる物質を積んだ後のタンク洗浄水の排出は制

限されていない。東京湾、瀬戸内海の中で有害

液体物質の輸送を行っている小型ケミカルタン

カーは、3分類方式が採用されると…旦湾外に

出て洗浄水を排出することとなり運航に大きな

影響が出る。このような理由を基に日本、東南

せんきょうNoり200205
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アジア諸国は「無害」の区分を残す5分類を支

持した。

　これに対し、欧州諸国は「無害」と区分され

る物質はタンク内の残留物の量が1タンクあた

り100リットル以下にしなければならない等の規

定がかからないことから、その物質が大量に排

出されれば海岸等を汚すことになるため12海里

以遠での排出、あるいは陸上受け入れ施設への

陸揚げを主張し議論が紛糾した。

㈲　汚染分類の見直し妥協案

　日本は「無害」物質の区分を残す一方、北海、

バルト海、地中海などの特定の海域において糖

蜜等の現行「無害」と区分されている物質のタ

ンク洗浄水にも1タンクあたり100リットルの排

出規制などを課し、欧州諸国が懸念する海洋汚

染の防止を狙った妥協案を提案した。（表一3）

この妥協案に欧州諸国はある程度の理解を示し

たものの、日本が提案した妥協案の「Z」に属す

る物質の中でその毒性等から「Y」類に分類さ

れるべきものがあるという理由で合意には至ら

ず、今後さらに来年3月に開催の小委員会、6

月の海洋環境保護委員会に結論が持ち越された。

〔5）今後の問題点

　現行の汚染分類の「無害」の区分がなくなる

〔表一3〕

現行の区分 A B　　　C D 無害

X Y Z 無害妥　5分類支持派
ｦ案　3分類支持派

X Y Z

と、内航ケミカルタンカーの運航面で、タンク

の洗浄水を湾外に出て排出しなければならず、

大きな影響が出ることが予想される。日本では

大型ケミカルタンカーが着桟出来るバースが少

なく、ケミカル類を輸入する場合の多くは、外

航の大型ケミカルタンカーで横浜、神戸まで輸

送し錨地にて小型のケミカルタンカーに積荷を

積み替えて日本各地へ輸送している。（日本では

横浜、神戸の錨地でのみケミカル類の他船への

積み替えが許可されている）

　同様に日本各地から運ばれたケミカル類は横

浜、神戸で大型ケミカルタンカーに積み替えら

れ輸出される。よって内航の小型ケミカルタン

カーへの運航影響は、外航のケミカルタンカー

の運航にも影響を及ぼす恐れがある。

　長期的に安定したルールがケミカル類の安定　　＿．

輸送には不可欠である。汚染分類の見直しに関

する議論が長期化することは、ケミカルタンカ

ーの建造計画、配船計画等に影響を及ぼすこと

が懸念される。そのような点を考慮し当協会は

汚染分類の変更に伴う影響が最小限となり、か

つ海洋環境が保護されるように船主の意見を反

映していくこととしている。

3，シップ・リサイクリング・

　　ワーキング・グループ

　IMOでは、本年3月のMEPC47において、2003

年ll月のIMO総会での採択に向けて、船舶llサ

イクルに係る技術ガイドラインおよびIMO総会

決議案を作成することが合意され、今次会合で

設置されたワーキング・グループ（WG＞では、

MEPC47後に設置されたコレスポンデンス・グル

ープ（CG）が準備したIMOガイドライン案を中

心に検討が行われた。（本誌2002年4月号P．2

参照）

　IMOガイドライン案は、　ICS、ボルテック国際

海運協議会（BIMCO）等から成るIndustly　Work－

ing　Groupが作成した行動規範（lndustly　Code

of　Practice）をベースとし、その中で船舶の建造

から解撤ヤードへの最終航海までの船舶のライ

フサイクルを通じた各関係者への奨励策が示さ
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れている。今次WGでは、ガイドライン案の項

目毎に検討を行い』、文言の修正等時問を要する

場合には、別途休憩時聞中にDra団ng　Group（DG）

を設置し、WGに修正文案を提出するという形式

がとられた。

　ガイドライン中、船主への影響が最も大きい

と思われる既存船のインベントリーリストの作

成および最終航海前のリサイクル船舶の準備に

ついては、わが国より既存船のリストに関し構

造・設備機器に含まれる物質の特定が困難であ

り対応に限界がある旨指摘を行ったところWG

の参加者の問では総じてわが国と同じ認識であ

った。また、船舶の解撤ヤードへの最終航海前

の有害物質の除去についても、わが国より最終

航海における安全性を担保する観点から、詳細

な検討を行う必要がある旨指摘したところ各国

の賛同が得られ、結果として解撤ヤードへの最

終航海の安全性を確保する必要がある旨の文章

がガイドライン案に追加されることとなった。

当協会も積極的にDGに参加するなど船主の意

見反映に努め、燃料タンクのガスフリーの奨励

が削除されるなど一部意見が反映された部分も

あった。修正された箇所については、今次WG

では再度確認・検討する時間がなかったことか

らMEPC48後に設置するCGにて検討を行うこ

ととなった。

　また、WGではいくつかの作業を小委員会等に

委託することが合意された。船舶に含まれる危

険物質のリストの作成については、「設計・設備

（Design　and　Equipment）ノ」・委員会」、および「ば

ら積み・液体・ガス（Bulk，　Liquid　and　Gases）小

委員会」に作業を委託することとし、解撤船の

最終航海とPSC（Port　State　Control）に係る問題

の検証作業を「旗国実施（Flag　States　Implement）

小委員会」に委託することとなった。これら小

委員会での検討結果はMEPC49　（2003年7月）

で審議される予定である。さらに、インドより

“船主→ブローカー→キャッシュバイヤー→船

舶解撤ヤード”といった解撤売船の流れの中で

所有権の移動が不明確になっているとの指摘が

あり、これについては法的検証が必要なことか

らMEPC48後に設置するCGで問題点を明確にし

た上で「IMO法律委員会」に検討を委託するこ

とが決定した。

　総会決議案については、ガイドライン案が最

終的な形にならない限り夏なる進展はないとの

意見が多数を占め、議論に多くの時間は費やさ

れず、CGにて再度検討を行っていくこととなっ

た。

　今後のスケジュールとしては、来年6月の

MEPC49での最終化に向けて、CGにおいてIMO

ガイドライン案および総会決議案の更なる検討

を行う予定である。当協会としても、関係委員

会にて協議し、シップリサイクル連絡協議会等

の関係者とも相談の上、実行性・実効性のある

ガイドラインの策定に向けCGの作業に対し種々

意見反映に努めることとしている。

　　　　日韓両国船主協会の緊密な関係維持を確認

　　　　一三10回日韓船主協会会談の模様について一

　題記会談が、2002年10月7日に京都で当協会

の主催によって開催された。当協会からは崎長

会長はじめ11名が、韓国船協からはHyun会長は

じめ9名が出席した。（出席者は資料2参照）

　会談では、低迷を続ける海運市況、両国の海

運政策・税制の現状、米国テロ事件後の海事保

せんぎようN卯2002§7
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安強化策等につき、率直かつ建設的な意見交換

が行われ、今後も緊密な関係を維持していくこ

とが確認された。

　また、．次回以降の会議日程・開催地について

【資料1】

は、追って定めるまでオープンにしておくこと

が合意された。

　会談で採択された共同声明は資料1の通りで

ある。　　　　　　　　　　　　　以　上

灘10回日韓船主協会会談

　　共　同　声　明

1．日本船主協会（JSA）と韓国船主協会（KSA）は、2QO2年10月7日、京都で第1G回日韓船主協会会

談を開催した。これは2000年の第9回会談（於：韓国・ソウル）に続くもので、友好的な雰囲気の

下、率直かつ建設的な意見交換が行われた。会談の出席者は添付の通りであった。

2．会談では、両協会の関係を強化することが話し合われたほか、世界海運業界の現状と展望につい

て意見交換が行われた。出席者は、両国海運業界の持続的かつ健全な発展によって高品質な輸送サ

ービスを継続的に提供していくため、相互信頼と協力関係をより強固なものとしていくことを合意

　した。

3．両協会は、定期船・不定期船・タンカー各部門における現在の市況低迷に強い懸念を表明した。

特に、旺盛な荷動きが市況修復につながっていないコンテナ市場の異例な状況が憂慮され、現在の

危機的な財政状況を正常化するため、両協会のメンバーが最大限の努力をする必要があることが確

　認、された。

4．海運政策については、将来のトン数税制導入に向けた検討など最近の状況が報告され、両国海運

　業界の国際競争力維持に不可欠なより優れた政策の導入に向け、自国政府への働きかけを継続して

　いくことを確認した。

5．2001年9月の米国でのテロ事件後に実施もしくは検討中の保安強化策については、最大限の協力

　を行う用意があることを認識した。同時に、そうした対策は、円滑かつ効率的な物流の促進に寄与

　する方向で策定される必要があり、かつ、追加の費用や義務が海運業界のみに課されるべきではな

　い点が強調された。

6．皿CW95に基づいて行われる旗国の海技免状裏書発給の遅延問題についても意見交換が行われた。

　両協会は、状況は改善したように見受けられるものの、今後も状況注視を継続することに合意した。

7．船舶からの温室効果ガス排出やバラスト水管理など環境問題については、より緊密な情報交換と

　協力を通じ、取り組みを継続していくことを確認した。

8．ITFベンチマークの凍結問題については、例えば「アジア船員雇用者グループ」などの場を通じ、

　アジア船主の声を一つにしてより大きな影響力を行使するため、相互の．協力を一層進めることを確

　黒した。同グループの準備会合は、20Q2年9月、香港・日本・韓国・シンガポールの船主．協会によ

　って開催されている。

9．IMOをはじめとする国際機関で検討されているバルクキャリアの安全対策については、過去の事

　上例を正確に勘案した効果的な対応が重要であり、特に既存船への対策強化については、合理的か

　つ実際的で費用対効果ある対策が必要との理解を得るため、両協会は自国政府との議論を進めるこ

　とに含意した。

10．船社問協定に対する独禁法適用除外制度については、その役割を再確認し、同制度の重要性につ

　いて一層の理解を得るための努力を続けることに合意した。

U．両協会は、より一層緊密な関係を維持することを確認し、事務局間の入材交流プログラムを継続

　することとした。

12．次回の会議日程・開催地については、追って定めるまでオープンにしておくこととした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

（
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【資料2】

（日本側）

第10回日韓船主協会会談　出席者

氏　　　名
mame 船協役職名

iSA　Tltle

会　　社　　役　　職　　名

@Company　Tit［e

焙　　長　　保　　英 会　　　　長 川崎汽船　社長

草　　刈　　隆　　郎 畠1」　会　　長 日本郵船　社長

鈴　木　邦　雄 副　　会　　長 商船三井　社長

松　　永　　宏　　之 副　　会　　長 新日本石油タンカー　社長

鷲　　見　　嘉　　一 副　　会　　艮 新和海運社長

太　　田　　健　　夫 常　任　理　事 飯野海運　社長

福　島　義　章 理　　事　　長 JSA

大　滝　光　一 会　長　秘　書 川崎汽船　経営企画グルーブ政策担当部長

園　田　裕　一 国際企画室長 JSA

山　上　寛　之 国際企画室 JSA

笠　　原　　永　　子 国際企画室 JSA

（韓国側）

氏　　　名@Name 船協役職名
iSA　T「tle

会　　社　　役　　職　　名
@　　　Company　Titie

玄　永　源

xung　Won　HYUN
Chairman Oh臼irman，日yundai　Merohant　Marine　Co、、　Ltd、

Doo　Cha∩CHANG Senior　Vioe　Chairman President＆O．　E．0．．　KSS　LIne　Ltd，

Jin　Ba［g　LEE Vice　Charrman（Rep．） Exeoutive　Vice　President、　Korea　Line　Corporation

Jin　Won　CHIANG Vice　Chairrnan O、E．0．＆President、　Pan　Ocean　Shゆping　Co．、　Ltd．

Seun琶Gwon　LEE Vlce　Chalrman Preslder㍉t＆C．　E．0．、　SK　Shゆp狛gCo．、　Ltd．

Won　Pyo　CHOl Vice　Chヨirman Ohief　Senior　Exeout「ve　V．　P，＆C，　E．0、、　Hani「n　Shipping　Co．，　Ltd．

Youn　Jae　LEE Vioe　Chairman Chairman、　Heung’A　ShipPing　Co、，　Ltd．

Chan　Jae　PARK Secretary　General KSA

Bongiee　JOH SeniQr　Manager KSA

　ILO海事統合条約第2回三者構成ハイレベルワ

ーキンググループ会合（HLr－WG）は2002年10月

14日から18日の5日間ILO本部（ジュネーブ）に

て行われた。この会議には政府代表48力国、船

主代表22力国および船員代表28力国総勢約170名

が参加し、わが国からは、寺西国土交通省労働

環境課長、井出本全日本海員組合長、当．脇会辻

本常務理事、赤塚欧州事務局長、井上船員対策

室副部長他が出席した。

〔D　これまでの経緯

　　ILO（国際労働機関）では1920年から96年ま

　でに39の海事条約と1議定書、条約に付随す

せんきょうハb〃2002㊤9
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　る勧告29を採択しているが、条約を批准する

　国が少ない等、国際的な実効を伴っていない

　のが現状である。こうした状況下、201り1年1

　月の第29回合同海事委員会（JMC）（本誌2001

　年2月号P．11参照）において未発効もしくは

不要となったものを除く30条約、1議定書お

　よび23勧告（資料1参照）について統合した

　一つの条約・勧告をつくり批准の拡大と実効

　のあるものにする方向で労使が合意し．作業

　を進めることとなった。その後、昨年12月に

　第1回HI∫IWGが開催され、海事統合条約策

　定について政府、船主、および船員グループ

　で原則的に合意し（本誌2002年1月号P．16参

　照〉、次いで今回の会議で具体的な構造造りに

　入ったものである。

（2）主な審議

　　今回、海事統合条約の構成についてはレベ

　ルlA雨cles（総則）、レベル2Regulatlons（権

　利／原則に係わる法律）、レベル3Code　PartA

　（施行細則）およびレベル4CQde　PartB（ガイ

　ドライン）との4層構成とすることが確認さ

　れた。（レベル1からレベル．3までは強制要件

　とし、レベル4は非強制要件とすることで一

　応の合意が形成された。（資料2参照）

　　また、旗国が自国船に対して、適正な労働

　条件および居住条件を満たしているとする証

　書の発給は、新条約の執行に有効であるとの

　意見が多勢をしめたが、発給の方法や検査な

　ど各論についてはまとまっていない。

　　新条約の改正手続きについて、Code　Part　A

　およびCode　Part　Bについては簡単な改正手続

　きで、各国の国会での法改正がなくても出来

　るように配慮が必要との意見が多勢をしめた。

　適用範囲については、内航や沿岸航海に従事

　する船舶に適用するかどうか論議がなされた

　が今回合意にいたっていない。

　　批准国の拡大については、新条約では詳細

　部分についてフレキシブルな対応が必要であ

　り、ILO第147号条約で採用された実質的同等

　性概念の利用、MARPOL条約のような付属書

　の選択的批准などの導入が必要との方向で検

　討が進められている。

（3＞今後のすすめ方

　　2003年2月3日から7日まで開催予定の第

　2回サブワーキンググループ会合に先立ち条

　約一・次草案およびコメンタリー文書が1月15

　日までにILO事務局より配信され、同会合にお

　いては草案文書で遣漏している要素はないか、

　また批准／実施上の障害となる問題点の特定、

　これまでに提案された各種の選択肢のどれを

　選ぶかの検討と起草作業への助言および第3回

　HLrWGに向けての事務局作成2次草案の作

　成作業に必要なガイダンスを行うこととした。

　今回の会議ではドラフトとして、予備草案的

な文書が配布された。これは、2002年6月開催

の第1回サブグループ会合で明らかにされた条

約構造案に沿って既存の条約文をベースに規定

を並び替えたもので、審議促進のために新条約

の構成と内容の実例を掲示するためにつくられ

たもので、これ自体審議の対象になったわけで　　．一

はなかった。

　しかし、一年前の第1回HLWTGで海事統合

条約は必要との労使見解が初めて政府グループ

に表明されて今回早くも予備草案が提出される

とは当時は誰も考えていなかったようである。

2004年海事準備総会への条約草案上程に向けて

の進捗は思いのほか早く進んでいるという印象

が強い。次回の第2回サブワーキンググループ

および6月の第3回HI∫r－WGでこの海事統合条

約の山場を迎えることになりそうで、当協会と

してもこれに的確に対応する必要がある。
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lLQ海事統合条約の対象となる条約等一覧表

条　　約（30）

　1920年の最低年齢（海上）条約（第7号）〔1924年批准。第138号条約批准に伴い2000年廃棄〕

　1920年の失業補償（海難）条約（第8号）〔1955年批准〕

　1920年の海員紹介条約（第9号）〔1922年批准〕

　1921年の年少者体格検査（海上）条約（第16号）〔1924年批准〕

　1926年の海員の雇入契約条約（第22号）〔1955年批准〕

　1926年の海員送還条約（第23号）

　1936年の職員海技免状条約（第53号）

　1936年の船舶所有者責任（傷病海員）条約（第55号）

　1936年の疾病保険（海上）条約（第56号）

　1936年の最低年齢（海上）改正条約（第58号）〔1955年批准。第138号条約批准に伴い2000年廃棄〕

　1946年の食料及び賄（船舶乗組員）条約（第68号）

　1946年の船舶料理士資格証明条約（第69号）〔1975年批准〕

　1946年の船員年金条約（第71号）

　1946年の健康検査（船員）条約（第73号）〔1955年批准〕

　1946年の有能海員証明条約（第74号）

　王949年の有給休暇（船員〉条約（第91・号）

　1949年の船員設備条約（改正）（第92号）

　1958年の船員の身分証明書条約（第108号）

　1970年の船員設備（補足規定）条約（第133号）

　1970年の災害防止（船員〉条約（第134号）〔1978年批准〕

　1976年の雇用継続（船員）条約（第145号）

　1976年の船員年次有給休暇条約（第146号）

　1976年の商船（最低基準）条約（第147号）〔1983年批准〕

　1987年の船員福祉条約（第163号）

　1987年の健康の保護及び医療（船員）条約（第164号）

　1987年の社会保障（船員）条約（第165号）

　1987年の船員送還条約（改正）（第166号）

　1996年の労働監督（船員）条約（第178号）

　1996年の船員の紹介及び職業紹介条約（第179号）

　1996年の船員の労働時間及び定員条約（第180号）：未発効

議定書（の
　商船における最低基準に関する条約の議定書

勧　　告（23）

　1920年の国内海員法典勧告（第9号）

　1920年の失業保険（海員〉勧告（第10号）

　1926年の送還（船長及見習）勧告（第27号＞

　1936年の港に於ける海員福利勧告（第48号）

　1946年の寝具、食事道具等給与（乗組員）勧告（第78号）
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1958年の船内医療箱勧告（第105号）

1958年の海上医療助言勧告（第1G6号）

1958年の船員雇入（外国船舶）勧告（第107号）

1958年の社会的条件及び安全（船員）勧告（第王08号）

1970年の職業訓練（船員）勧告（第137号）

1970年の船員厚生勧告（第138号）

1970年の船員雇用（技術的発展）勧告（第139号）

1970年頃船員設備（空気調節装置）勧告（第140号）

1970年の船員設備（騒音規制）勧告（第141号）

1970年の災害防止（船員）勧告（第142号）

1976年の年少船員の保護勧告（第ユ53号）

1976年の二等継続（船員）勧告（第154号）

1976年目商船（基準の改善）勧告（第155号）

1987年の船員福祉勧告（第173号）

1987年の船員送還勧告（第174号）

1996年の労働監督（船員）勧告（第185日置

1996年の船員の募集及び職業紹介勧告（第186号＞

1996年の船員の賃金、労働時間及び船舶の定員勧告（第187号）

注　〔〕内の批准年は日本の批准年を表す

【資料2】ILO海事統合条約の構成図

強
制

非
強
制

レベル1

　　　　　　　　　　　　ARTIGLES
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CODE　PARTAIV
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》レベル4
i
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、

実質的同等性
@　　　＆

@　　選択
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　　　　アジア船員雇用者グループの積極的な活動に期待を表明

　　　　　アジア船主フォーラム船員委員会第8回中間会合の模様について一

　アジア船主フォーラム（ASF）船員委員会の第

8回中間会合が、去る10月25日大連において中

国船主協会の主催で開催された。

　会合には、9力国の船主協会から35名が出席

し、またオブザーバーとして中国の船員学校の

代表が参加し、Li　Shanmin議長（中国船主協会、

COSCO　Manning　Corp，　Managing　Director）の下、

共通議題について有効かつ活発な意見交換が行

われた。日本からは、商船三井　鏡執行役員、

川崎汽船　新井経営企画グループ課長ならびに

事務局より宇野船員対策室課長が出席した。

　会合の前日（10月24日）には、ISF（国際海運

連盟）とASFによる共同セミナーが開催され、

ILO統合条約、訂CW95条約などの最近の状況に

つい．てISF側から参加したML　D．　Dearsley（ISF

事務局次長）の説明を受け、その後これらの問

題を中心に幅広い議論を行った。このセミナー

は、前年第7回中間会合に引き続き、ISFとの意

見交換を目的として本委員会の招聰により開催

された。

【資料】

　翌日の本会議では、JSAが主催して9月6日に

東京で開催されたアジア船員雇用者グループの

準備会合についての報告がなされ、アジアの声

をまとめ、国際的な動きに対して影響力を持つ

という、当グループの積極的な活動が本委員会

に歓迎されると共に、今後のグループの活動に

対する大きな期待が示された。また、ILO統合条

約にアジアの意見を反映するために統合条約案

の議論へ積極的に参加し、広範な批准を達成す

るためにアジアの船主の立場からみた問題点と

解決策の検討を各国政府と協調して進めていく

こととした。

　その他、STCW95条約の施行状況やquality　stan－

dardの問題、　securityに関連して船員の身分証明

の問題、米国のビザの問題およびアジア人船員

の教育訓練についての検討を行い、当委員会と

しての意見を別紙の共同宣言〔資料参照〕とし

て採択した。

　なお、次回の第9回中間会合は、来年秋にベ

トナム・ハノイにおいて開催される予定である。

アジア船主フォーラム船員委員会第8回中間会合

　　　　2002年10月24－26日切＝大連

　　　　　　　　　共同宣言

　アジア船主フォーラム（ASF）船員委員会第8回中間会合が、2002年10月25日（金曜日）、大運におい

て開催された。この会合は中国船主協会（CSA）の主催によるものである。

　本会合には中国、香港、日本、韓国、台湾およびASEAN船主協会（FASA）の構成メンバーである

インドネシア、マレーシア、フィリピンおよびベトナムの代表が出席した。また委員会は、中国の各

海事大学等からのオブザーバーを歓迎した。

　中間会合の前日である2002年10月24日に、ASF船員委員会の招聰により、国際海運連盟（正SF）がASF

と合同でセミナーを開催した。

ぜんきようNoり2002013



N匿WsNEWSl’1二眠W5駐鵬羅§繋響§

　会含は、ILOの活動の進捗状況やアジアの海運業界にとって重要な他の問題について、アジア海運業

界の一層の理解を促進するために、合同セミナーが大いに役立つことに合意した。

　会合は、ILO統合条約検討の進捗状況について議論し、　ISF及びILO　High　Level　Tripa而te　Working

Group（HU’WG）並びに同SUB－WGのメンバーの多大な作業に対して感謝の意を表明した。会合は

統合条約草案がまもなく提起されることに留意し、この新しい条約に適切かつ代表的なアジアの意見

が考慮されるよう、ASFメンバー船協に対して統合条約案の議論に参加するよう奨励した。会合は、

ASFメンバー帰塁に対し、改定条約案の重要性についての共通認識を自国の政府と共に持ち、広範な

批准を達成するために条約の柔軟性（Flexibility）について言及するように求めた。

　訂CW95条約の施行について、再度話し合われ、会合は、条約に合致する制度への適合を維持するた

め、関係者による継続的な努力の必要性を認識し、ASFメンバー船医に対し、自国政府を支援するよ

うに求めた。代表団は、外国の免状の基準を確認し承認するための承認手続きの導入を含め、罰℃W

95条約で要求された急激な変更の国内対応に向け、アジア諸国の政府が相当な進展を成し遂げたこと

に喜びをもって留意した。

　会合は、特に米国といった寄港国が安全対策として船員の身元確認を厳しく行うことの必要性を認

める一方で、船員の上陸および外国領域への入域の権利保護を訴えることについての重要性に関して

合意した。代表団は、この重要な問題がILO及びIMGから早期に提起されるべきであることを求めた。

会合はバイオメトリックスを用いた身分証明書について提案されている要求、物流上の影響及び旗国

に課されることとなる費用に関し、未決定である米国の国内法への懸念を表明した。

　会合は2002年12月に開催予定のIMO　MSC76に　IMO　WGから提案されるShip　Securi↑y　Planについ

て留意し、新たな規則の実現について懸念を表明した。

　会合はJSAが2GO2年9．月6日に東京でアジア船員雇用者グループの準備会合を開催したことに留意

した。同会合には、香港、日本、韓国、シンガポールの各国船協が出席し、アジア船員雇用者グルー

プ（ASEG）設立の可能性について議論した。最終議題は合意されなかったが、新グループがアジア地

域における船員問題の研究や影響について探求していくことが了解された。

　会合は日本や同会合に参加した他のASFメンバーによる準備会合開催といった積極的な活動を歓迎

するとともに、同グループ会合における目的や議事に関する早期合意を期待した。

　会合は第7回中間会合以降のASFメンバー船協による船員訓練についての大いなる努力について喜

びをもって注視した。また、アジア船員の訓練と雇用についての船員教育機関と船主との問の協調に

ついて歓迎した。会合は、こうした協調はアジアの船員の継続的な供給や雇用の促進につ砂て支援す

るものであると認識した。会合は、付加価値の高い（船員を供給するという）概念がアジアの船員の

開発と訓練に導入されるべきことを勧告した。ASF、　AM顕「込Pとアジア地域の海事教育訓練機関（MErs）

で実施される地域的な努力は、当直のための最低訓練要件、上級職員の訓練記録基準の開発、上級職

員に要求される思考能力向上に関する観念の探求といった部分に、焦点を当てて行くこととなる。

　また、アジアの船員教育機関の学生に関する統計を含め、現在実乗船している船員の年齢構成及び

人数についての調査をASFが実施すべきことが勧告された。更に会合は、アジア人船員の積極的なイ

メージ強化のために、より効果的な対応がASF及びメンバー軍議によって図られるべきであることを
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勧告した。

　ASF船員委員会は、自主的かつ非営利を目的とした組織である。船員委員会の主たる目的は、共通

の船員訓練基準を確保維持し、アジア人船員の安定雇用と採用を促進するとともに、配乗と訓練に関

する新しい国際的な海事法制および条約について監視、検討し意見を開陳することにある。

　ベトナム船主協会（VSA）は、2003年秋ハノイにおける第9回中間会合開催についての委員会からの

要請を受け、この申し出を喜んで引受けた。委員会は、大逗において第8回中間会合を主催した中国

船主協会の尽力に感謝の意を表明した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

内外情報

　米国西岸の港湾労使の問では、2002年5月以

降、7月で期限が切れる労働協約の改訂交渉が

行われてきたが、IT技術導入による荷役効率化

問題を巡って対立が激化し、労組側（ILWU：ln－

ternaUonal　Longshore　andWarehouse　Union≡国

際港湾倉庫労働組合）が荷役のスローダウン戦

術に出たため、9月27日、使用者側（PMA：Pa－

cific　Marl廿me　Association＝太平洋海事．協会）が

港湾施設の封鎖で対抗する事態となった。

　その後、封鎖による経済への影響を憂慮した

ブッシュ大統領が、港湾封鎖の解除と職場復帰

を命じるタフト・ハートレー法を10月8日に発

動したため、10月9日夕方から約10転ぶりで荷

役が再開された。

　しかしながら、特にコンテナターミナルでは

国土交通大臣

扇　　　千　景　殿

港湾封鎖による滞船が顕著なものとなり、日系

企業の現地工場における生産や、クリスマス商

戦向け製品の輸送に大きな影響が出た。

　このため、北米就航母樹はコンテナ輸送の正

常化に全力を挙げ、当協会もわが国政府に対し、

事態正常化に向けた配慮を求め、10月24日に国

土交通大臣宛要望書〔資料〕を提出した。

　一方、日本の産業界でも、今回の労使紛争が

日米両国の貿易・経済に与える影響への懸念が

強まったことから、10月21・22日に東京で開催

された日米財界人会議の共同声明に紛争の速や

かな解決を期待する声明が添付された。

　当協会は、今後も交渉の動きを注視していく

こととしている。　　　　以．上

　　　　　　　　　　　　　米国西岸の港湾労使紛争問題について

拝啓　　時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

　平素は当協会の活動に格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

船主（国）第2号

　2002年10月24日

社団法人　日本船主協会

　会長　暗長保英
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　さて、米国西岸の港湾労使紛争に伴う港湾施設封鎖は、米国Taft－Hardey法の発動により、現地時間

10月9日目（日本時間10日午前）に解除され、荷役が再開されております。

　しかしながら、特にコンテナターミナルにおける滞船解消については、正常化までなお時間を要す

る見込みで、日本時間10月22日現在、現地ではわが国定航3社関係のコンテナ船（含むアライアンス

分）だけでも約30隻が着岸を待っており、日系企業の現地工場における生産や、クリスマス商戦向け

製品の輸送に大きな影響が出ております。

　現在、海運業界としては滞船・滞貨の解消に全力を挙げておりますが、配船スケジュール正常化の

ために他港揚げを余儀なくされた貨物の滞貨解消を促進するためには、外国船による米国国内輸送を

禁止している同国Jones　Act（1920年商船法嗣27条）の一時的な適用免除が有効と考えますので、わが

国政府から米国政府に対し、同免除の実現をご要望下さるようお願い申し上げます。

　また、今回の労使紛争による日米両国の貿易・経済に与える悪影響につき日本の産業界としての懸

念が高まっており、10月22日に採択された日米財界人会議の共1司声明には、紛争の可及的速やかな解

決を期待する声明が添付されました。さらに日本経団連は、米国政府に対し事態正常化に向けての努

力を要請する書簡を準備中です。

　当協会と致しましても、できる限りの努力をしてまいりますので、日本政府におかれましても、事

態の早期正常化のため、格段のご高配を賜りたく宜しくお願い申し上げます。　　　　　敬　具

　当協会は、平成14年10月31日、扇千景国土交

通大臣および石原伸晃行政改革担当・規制改革

担当大臣に対し、19項目からなる規制緩和要望

を提出した。これは、平成13年3月30日に閣議

決定された「規制改革推進3か年計画」の平成

14年度末改定への意見反映を目的としたもので

ある。

　政府における規制改革の推進については、平

成i2年度までは、行政改革推進本部の「規制改

革委員会」において調査審議されてきたが、平

成13年度以降は、同委員会の「規制改革につい

ての見解」（平成12年12月12日）を受け、平成13

年4月1日、内閣府に政令で設置された「総合

規制改革会議」において調査審議されることと

なっている。

　当協会は、政府の「規制緩和推進計画」がス

タートした平成7年より、国土交通大臣（当時

は運輸大臣）および政府の規制緩和推進母体に

対し、会員各社から要望のあった海運関係の規

制緩和要望を行っており、これまでに多くの項

目について改善措置が講じられてきている。

　特に多くの省庁にまたがる事項である港湾に

おける輸出入手続き等のワンストップサービス

について、平成15年度の出来るだけ早い時期に

運用開始することとされたなど、着実に成果が

実ってきている。

　しかし依然として措置されていないもの、も

しくは措置不十分のものもあるため、今回改め

て会員各社に意見照会し要望事項を取りまとめ

たものである。なお、日本経団連が各業界の規

制緩和要望を取りまとめ要望しているため、当

協会は、19項目のうち日本経団連経由での要望
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　　　が有効と思われる4項目については、日本経団　　　　今後も海運業の健全なる発展に向け、規制の

　　　連の規制緩和要望項目に盛り込んでもらってい　　　廃止・緩和が実現されるよう鋭意努力していく。

　　　る。

　　　【資料】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成玉4年10月31日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈹日本船主協会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海運関係規制緩和要望項目

　　　1．制度上改善すべき項目

　　　1．わが国港湾の効率的運営を実現し、国際競争力を改善するための全般的な見直し（円滑な国際物

　　　　流を可能とする観点から〉

　　　　①港湾関係諸税（とん税、特別とん税、船舶固定資産税）ならびに諸料金（入港料等）の適正化

　　　　　　船舶には、入港に際して、とん税、特別とん税、船舶固定資産税の港湾関係諸税、ならびに入

一．@　　港料等の港湾関係諸料金など様々な公租公課等の負担が課されており、これらの徴収の考え方を

　　　　　明確にした上で、諸外国のそれらと比べての負担水準の適正化を図ること。

　　　　②外冠埠頭公社の埠頭等貸付料の適正化

　　　　　　原価主義に基づく料金の妥当性の検証および荷動きの実態や公共埠頭料金との格差等を勘案し

　　　　　た、より弾力的で国際競争力のある料金設定とすること。

　　　　③港湾運送事業の更なる規制緩和

　　　　　　平成12年11月に施行された改正港湾運送事業法で対象とされた主要9港以外の規制緩和につい

　　　　　ても、特定港湾の指定拡大を含め、継続的な検討が必要である。

　　　　④港湾・輸出入手続き等の一層の簡素化

　　　　　　現在、港湾・輸出入手続に関係する各省庁により、港湾・輸出入手続のワンストップサービス

　　　　　実現に向けた作業が進められているところであるが、これら電子化を進める作業にあたっては、

　　　　　全ての申請手続きについて、ゼロベースで見直しを行うとともに、関係宮公庁によるデータの共

　　　　　有化を可能とするよう関連法制度の整備に努めるべきである。

　　　　　　即ち、全ての関連手続を対象として、申請の必要性が失われたもの、申請の巾で削除できる項

　　　　　目、さらに省庁問に共通する項目の標準化、統一化できるものを抽出した上で、申請手続を徹底

　　　　　的に劇減・簡素化するとともに、関係官公庁によるデータの共有化を図り、提出が義務付けられ

　　　　　ている各種統計資料を抜本的に見直すよう要望する。（具体的な要望項目は別紙参照）

2．船員保険の被保険者資格の見直し

　日本籍船を所有または裸用船することができなくなった事業主が雇用する船員は、原則として船員

法に規定する船員ではなくなるため、船員保険の被保険者資格を失う。現在は1年以内に当該事業主

が日本船を所有する旨の確約書を提出することにより資格継続を可能とする措置が講じられているこ

とは承知しているが、本特例は最長で2年半を限度としている。

　当方の要望は、特例によらない抜本的な解決である。解決方法としては、船員保険法の適用に係る

船員法上の船員の範囲の見直し、船員保険法の特別加入制度の創設、あるいは、有料の労務供給事業
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を船員職業安定法上で認め、同事業を営む事業主の雇用する船員については外国籍船に雇い入れされ

る場合も含めて船員保険の被保険者資格を付与する方法（船員職業紹介事業等の許可の要望とも関連

する）などが考えられる。

　関係当局より、日本籍船の有無にかかわらず雇用船員が船員保険の適用が受けられる方策について

検討を進める旨の意向が示されているが、未だ検討には至っていない。早急に船員保険の被保険者資

格の継続措置を実現すべきである。

3．船員職業紹介事業等の許可

　本年7月15日、「船員職業紹介等研究会」において「船員労務供給事業及び船員職業紹介事業に係る

規制改革のあり方に関する報告」が取りまとめられた。船員労務供給事業に係る規制改革については、

船員の雇用の安定と労働保護を図りつつ、民間における船員派遣事業の制度化を行う等船員労働力の

適正かつ円滑な移動の仕組みを作ることが適当との結論が得られている。

　ついてはこの結論、ならびにILO条約（179号〉採択の趣旨と陸上における労働者派遣事業、職業紹

介事業の自由化の現状を踏まえ、船員についての労務供給事業等についても自由化が図られるよう、

制度設計を早急に行い、速やかな実行をお願いしたい。

豆．実務上改善を要する項目

〈船舶無線関係＞

4．三級海上無線通信士認定講習に必要な実歴要件の緩和

　第三級海上無線通信士認定講習の受講には、第一・・級海上特殊無線技士の資格取得後3年の実歴が必

要とされている。しかしながら、現在の配乗形態では3年の実歴を取得するには5年間を要すること

からこの実歴を短縮する必要がある。

5．三級海上無線通信士認定講習のうち英語に係る講習時間の短縮

　三級海上無線通信士の認定を受けるには63時間の講習が課せられており、そのうち33下問が英語の

講習に費やされている。講習を受ける者は、海技士（航海／機関）の資格取得時にも英語を履修して

いることから、講習時間の軽減を要望しており、平成14年6月に総務省より10時問程度の短縮の方向

が示されているが、平成14年10月1日現在その具体的なスケジュール・内容は示されていない。第三

級海上無線通信士認定講習の英語に係る講習時間短縮を早期に実現する必要がある。

6．インマルサット船舶地球局の免許人指定の見直し

　無線局管理（インマルサット船舶地球局、海岸地球局）は同一・の免許．入が行うことが適切として、

船舶地球局の免許人はKDDIとなっている。しかしながら、船舶地球局はGMDSS設備として搭載が

義務付けられるものであり、運航管理者が当該設備を所有し、無線従事者の配置を含め実質的に管理

している。KDDIが免許人となり運航管理者と主官庁との間に入ることで手続きが煩雑となる面もある

ことから、義務船舶局に併設される船舶地球局の設備は、船舶局の一無線設備とし、船舶の運航管理

181…．1こ…せんぎょうNoり2002



半を免許人とするよう見直すべきである。

　なお、外国においてわが国と同様の制度を採用してい．る国があるとは聞いていないが、各国におけ

る制度の状況も参考として対処すべきである。

〈港湾・海務関係〉．

7．2万5千総トン以上の液化ガスタンカーに対する海上交通安全法に基づく東京湾、伊勢湾への夜

　間入出域制限の緩和について

　浦賀水道航路および伊良湖水道航路では航行安全指導によって夜間入出域が制限されており（日出

1時間前から日没までの間に航路に入る）、当該船舶の本邦バース着桟可能時間は、概ね日出から日．没

3時間前となっている。入湾について制限を撤廃することによって、バースにおける日出に合わせた

船舶の入港が可能となり、現在湾口付近で時間調整のために行われているドリフティング等による付

近航行船舶の安全航行に与える影響の緩和と物流の効率化につながる。また、本邦バース離桟可能時

間は概ね日出から日没となっており、荷役を終了し離桟後、当該航路に制限時間内に入れない場合、

当該港での錨泊等による滞船を余儀なくされ、船舶の効率的な運航を阻害する。

　バースの離着桟時間制限もあり該当船舶は限られていること、また、近年の船舶性能の向上（操縦

性、航海設備）、航行管制等による安全性の改善を考慮すると、上記規制撤廃による効果が大きく、早

急な撤廃が望まれる。

8．瀬戸内海における危険物積載船を除く巨大船への航行制限の緩和

　備讃瀬戸東、北、南航路および水島航路等においては、巨大船に対し昼間に航行するよう制限して

いる。浦賀水道航路や伊展張水道航路では夜間航行は制限されておらず、上記航路においても、航行

制限の見直しをするべきである。

　　　9．ねずみ族駆除免除検査証書の有効期間の延長

　　　　国際条約（International　Health　Regulation）では標記証書の有効期間を6ヵ月とし、さらに1ヵ月延

．　‘ @長の採用を各国政府の裁量に委ねている。わが国では当該ユヵ月延長を認めておらず、外国政府の発

　　　給した1ヵ月延長の証書も認めていない。当該証書は国際条約に基づき締約政府が発給するものであ

　　　り、有効性を認めるべきである。

10．マニラ港出港船に対する無線検疫の実施

　フィリピンは国内にコレラ汚染地域をもつ国に指定されており、同国出港後5日以内に日本に入港

する船舶は、無線検疫制度の適用を受けられず、検疫錨地において検疫を受けなければならない。1司

国マニラ港とわが国には定期コンテナ航路が開設されているが、本邦港湾まで概ね4日程度で到着す

るため検疫錨地において検疫を受けなければならず、コンテナ船の効率的運航を阻害する。フィリピ

ン同様中国も汚染地域に指定されているが無線検疫は適用されており、マニラ港出港船についても同

様の措置が必要。
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11．内航船舶（沿海船）の航行可能領域の拡大

　内航船舶の航行区域（沿海区域）は、一部規制緩和されているが、原則として離岸距離20海里以内

の水域とされている。しかしながら、本規制によると、地理的形状により、発着地問の最短距離を直

線航行できなくなること等から、航海距離が長くなり、その分多くの時間と燃料を必要とするなど内

航海運の運航効率を低下させている。

　船舶安全法関係では、内航船舶の設備・構造も近代化され、安全性も向上していることとして、直

線航行が可能な所謂「隈定近海船」が措置されている。（但し、本州～沖縄航路の一部においては「近

海海域」が存在するため、沿海資格船舶での航海ができない。）

しかし、船舶職員の配乗（人数・資格）については、船舶安全法上の限定近海区域のような区分がな

いため、船舶安全法に定める航行区域での航海が出来ない。

　これは内航船舶の運航に関するハード面（設備・構造等〉とソフト面（船員配乗）の整合が取れて

いない結果であり、実態としては機能していないと言わざるを得ない。

　今後、モーダルシフト推進の観点からも内航海運の効率的な活用が一層求められており、沿海資格

船舶の直線航行が可能となるよう見直す必要がある。

．〔

〈水先関係＞

12．航海実歴認定を受けた船長の乗り組む全ての船舶に対する強制水先の免除

　現在、航海実歴認定を受けている船長（省令で定められた回数以上、当該水域における航海に従事

したと地方運輸局長が認めた船長）は、日本船舶及び日本船舶を所有することができる者が借入れた

日本船舶以外の船舶（ただし期間よう船を除く）においては強制水先を免除されることになっている。

しかしながら、当該船長が期間よう船された外国籍船に乗り組む場合には免除されない。日本人船長

の乗り組むこれら外国籍いわゆるFOC船は、配乗面等実質的に日本船舶と変わらないことから、認定を

受けている日本人船長の乗り組む船舶については、船舶の国籍によらず強制水先を免除すべきである。

〈保険関係〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔．

13．船舶不稼働損失保険の海外日保の自由化

　船体保険と不稼働損失保険を一体で付保する場合は、低コストでの付保が可能であるが、不稼働損

失保険については海外付保ができないため、船体保険の海外付保のメリットが生かされていない。こ

のため日本籍船の不稼働損失保険についても、海外付下を自由化すべきである。

〈客船関係＞

14．マルシップ外航客船の外国人乗組員の上陸許可期間の延長

　乗員の上陸は15日を超えない範囲内で許可されており、マルシップ外航客船については、初回の申

請で15日の上陸許可を得た後、必要な時点で再度申請することにより新たに15日の上陸許可が認めら

れている。ただし、3度目以降の上陸許可申請は、外国へ向け出港し再度日本の港に入港しない限り

受け付けられない。近年におけるマルシップ外航客船の国内就航状況に鑑み、上陸許可期間の延長や
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数次上陸許可を認めることなどが必要。

15．日本籍船でのカジノの自由化

　日本籍船上では現行刑法が適用されるため、公海上にあってもカジノが禁止されている。国民への

健全な娯楽を提供し、クルーズ客船事業の振興を図るため、カジノの運営が非合法とならないよう、

所要の法整備を行うこと。

〈その他＞

16．日本籍船の登記・登録、海外譲渡、登録抹消等に係る手続きの簡素化

　①日本籍船の登記・登録の一元化

　　　日本通船の登記・登録は、二元的制度の下で手続きが複雑になっている。船舶の登録抹消時に

　　おいては管海官庁から登記所への嘱託により手続きが一一元化されていること、航空機においては

　　航空機登録法による航空機の登録と航空機抵当法による抵当権の登録が航空機登録令のもとに一・一

　　元化されており、自動車においても岡様の制度となっていることを踏まえ、船舶の登記・登録の

　　一元化を図り、速やかで合理的な登記・登録を可能にすること。

　②船舶原簿と船舶登記簿の変更手続きの一元化

　　　既に登録済の船舶において船舶原簿と船舶登記簿に変更があった場合、両者共通の事項につい

　　ては、「変更登録を行った管海官庁から登記所への嘱託による変更登記の方法等を採用することに

　　より、実質的な一元化を図る」方向で法務省・国土交通字間での協議が進められているとのこと

　　だが、速やかに変更時手続きの一元化を実現すること。

　③国際船舶を海外譲渡する際に提出する書類の見直し

　　　海上運送法第44条の2に規定される国際船舶については、海外譲渡届の提出にあたり、売買契

　　約書の添付が求められており、併せて運輸局において登録抹消手続きを行う際にも、再び売買契

　　約書の提出が求められている。登録抹消手続きの際の売買契約書についてはその提出を不要とす

　　る方向で検討中とのことだが、速やかに実現すること。また、国際化の流れに鑑み、以’『ドの書類

　　のうち英語を正文とするものについては、和訳の添付を不要とすること。

　　・日本籍船の登録抹消にあたり運輸局に提出する書類のうち、売買契約書・受渡議定書・委任状

1ア．船舶の建造許可に当たっての手続きの一層の簡素化

　OECDにおける造船協定が発効した際に建造許可制度全般の見直しを行い、また、発行前における

手続きの簡素化についても検討を行っているとのことであるが、速やかな実行をお願いしたい。

18．船舶運航事業者の提出する報告書・届出等の簡素化

　法律・省令等に基づき、各種報告書・届出等の提出が必要とされている。近年、一部簡素化されて

きているが、依然として他の報告等のデータとの共有化が可能と思われるもの等がある。現在、簡素

化可能な書類・項目の抽出、確定後、省令改正等の担保措置についてスケジュール等を調整予定との
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ことであるが、速やかな実行をお願いしたい。

19．公用航海日誌の記載方法の弾力化

　公用航海日誌の記載については、平成14年5月に国土交通省より外国語による記載を認める旨の方

向が示され、これに伴う改正船員法施行規則の施行が平成14年6月から予定されていた。

　しかしながら、平成14年10月1日現在同施行規則は公布・施行されていないことから、公用航海日

誌の外国語による記載を早期に実現する必要がある。

　また、同改正施行規則では記載事項の削減や書式そのものの変更が予定されていないことから、引

き続きこれらの措置が必要である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

別　紙

輸出入・港湾諸手続き全般の一層の簡素化に関する具体的内容

1．港湾諸手続の簡素化関連

①現行の港湾・輸出入諸手続全ての見直し

　・各種手続の改廃に向けた検討

　・申請書類の徹底した簡素化

　・従来の慣行等の見直し（現物主義の廃止、簡易申告制度の抜本的改善、事後申告の検討等）

②入出港時に提出する各種書類の徹底した簡素化とEDI化・ペーパーレス化

　。NACCSデータの有効活用による船社等に課されている港湾統計等の申告義務の免除あるいは廃止

　・申請データや各種統計資料の関係官公庁による共有化

　・EDI対象メッセージの統一及び各コードの標準化

　・システム使用料のミニマイズ化等、申請者の負担軽減

2．輸出入手続の簡素化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿

①　通関関係

　・CSCプレート付輸入（非マル関）コンテナの輸送機器としての無条件通関許可または無期限免税

　　一一時輸入の承認

　・海上コンテナの日貨の輸送禁止（2回以上）の緩和または廃止

　・免税コンテナの再輸出期間の延長

　・同再輸出期間延長申請提出義務の廃止または許可期間延長

　・空荷で輸入されたコンテナ（非マル関）の空荷での再輸出に対する免税措置の拡大

　・フラットベッドコンテナの輸出入貨物の容器輸出入（納税）申告義務の廃止

②植検関係

　。植検対象貨、内航船接続時の積替届の廃止　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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　　　　税制で国際競争力強化を図る諸外国

　　　　　欧米諸国の税制改革（税制強化策）について一

　本年6月の経済財政諮問会議の答申が「税制

改革に当たっては、第1に、グローバル化する

経済の中で日本の競争力の強化をめざす」、「法

人に対する課税においては、国際的視野にたっ

て検討し、競争力を強化するための改革を行う」

と謳い、また、同月の政府税制調査会の答甲も法

人税改革の基本的考え方として「経済がグロー

バル化する中で、企業の創意工夫を尊重し、競争

力を維持・強化するため、国際的に整合性がとれ、

企業活動に対し歪みの少ない中立的な税制であ

ることを基本とすべきである」と述べている。

　このような中、当協会は緊急に欧米諸国の税

制改革について調査を行った。概要は以下のと

おりである。（詳細は資料参照）

　アメリカ、イギリス、イタリア、ルクセンブ

ルクにおいて大胆な減税措置が採用されている。

例えば、アメリカでは期限付きながら、30％の

特別償却の導入や欠損金の繰戻し期限の延長（通

常2年を5年に）など思い切った施策がとられ

ているほか、欧州諸国一フランス、イタリア、

ベルギー、ルクセンブルクーで大幅な不入税の

引下げが予定されている。法人税はドイツが25％

（国税部分）、イギリスが30％になっていること

を考えると、欧州諸国では法人税の引下げが加

速しているといえる。また、イギリス、ドイツ、

イタリア、ルクセンブルクなどで子会社株式の

キャピタルゲイン＊1非課税制度の創設や充実が

なされている。

　先進諸国は表向きOECDの場などにおいて有

害な租税競争の防止に関する話し合いをしなが

らも、実際には、自国に有利な様々な法人税改

革に着手しているというのが実態であると考え

られ、各国は国際競争力確保のために税制改革

をかなり大胆に行っているのが現状である。

　このような世界の法人税改革の潮流について、

アメリカのCato　Ins偵tuteなるシンクタンクが今

年4月に国際的な税の競争に関する報告書を発

表した。その報告書によれば、資本と労働の流

動性の増加とともに国際的な租税競争はますま

す増大しているとしたうえで、国家が租税競争

防止だけしていたのでは不十分であり、外国の

税制改正を研究して自国の国際競争力を高める

ような税制改革に積極的に打って出なければな

らない点を強調している。

　当協会としても、是非この点に配慮しての税

制改革・税制改正を求めたい。

【資料】

国　　名 異体的措置（予定を含む）
ア　メ　リ　カ ・固定資産の特別償却

①取得年度に限D、取得原価の3096相当
②　2001／9／U以降、36ヶ目以内に取得の資産が対象

　（取得資産は2004年末までに、℃riginal　use1’に供されなけれ［まならない。ただし、一定の要件を満たす
　資産については2005年末まで延長可）
・欠損金繰戻の期間延長

①通常2年の繰戻期間を5年まで延長
②2001年および2002年に終了する課税年度の欠損金が対象

・タックスヘイブン＊2対策税制の適用除外措置の延長（20D6／12／31まで）
　（個人の積極的金融所得に対する適用除外等を延長）
・リバティーゾーン（テロ被災地域）復興のための、税制優遇措置50億ドル規模
　（法律：Job　Creation　and　Work　Ass「stance　Act　of　2002
　　　　～昨年の同時多発テロを受けて連邦議会にて審議ざれていた総合景気対策法案）

ぜんきょう1伽2002⑲23



髄厘W5圃巨W5匿EW5　霞騨騒　馨轡聾　憲、麟懸

国　　名 具　　体　　的　　措　　置　（予定を含む）

イ　ギ　リ　ス ・知的財産権、営業権およびその他の無形資産のコストに関する減税措置
@（情報分野の経済活動促進のため）・子会社株式譲渡の際の、キャピタルゲイン非課税措置の導入

@（企業再編が、課税上の要因に左右されないため）・デリバティブ＊3、為替取引等に関する課税の合理化・大企業の研究開発促進のための、税額控除制度の導入。外国法人の国内子会社に対する課税の合理化

@（2002年度予算による）

ｦ英国政府の法人課税方針（2001年6月）1
@・企業の競争力強化
@。企業の意思決定を阻害しない（意思決定は租税ではなく経済的理由によって行われるべき）
@。研究開発等への優遇による生産性の向上
@。公正な競争
@・商業所得に対する適正な課税および競争条件の均等化
@・「市場の失敗」是正に有効な税制措置
ｦ法人税率は1999年以降30％

ド　　イ　　ツ ・子会社株式のキャピタルゲイン祠の非課税措置
@（2QGO年に導入、2001年末に延長決定）

ｦ2001年以降法人税率（国税）は25％、地方税を加えた法人実効税率は38．44％

フ　ラ　ン　ス ・法人税実効税率の引き下げ
@：付加税（法人税額の10％）を、以下要領にて段階的に廃止
@　　～2000年　　　　　：33．33日目1D％　　（Totai　　36．66％）

@　　　2001年～　：33．33％＋6％　（Total　35．33％）
@　　　2002年～　：33、33％＋3％　（Total　34、3396）

@　　　2003年間　：33．33％
ｦ法人税引き下げの理田1租税競争がもはや秘密裡ではなく、今や公然と行われているという環境において、
@フランス企業の競争力を維持するため。（隣国ドイツでは、2001年に法人税率が25％に引き下げられ、その他
@の殆どの主要貿易相手国も軒並みao～35％となった。）・受取配当金益金不算入の要件田租

@（持株比率の要件をlO％から5％に緩租）。（定率法減価償却率を0，25％縮減＝増税措置）

@（France　finance　bill　fo「2001～Three－yeartax　reforrn　plan（2000、8．31）の一部として）

イ　タ　リ　ア
i適用は

@2004〆1／ト）

ベ　ル　ギ　一 ・法人税率の引き下げ（4Q．17％→33．99％）・運脚納税制度の導入・（資産取得年度の減価償却に期間按分を導入二増税措置）

ルクセンブルク ・法人税率の引き下げ（30％一・22％）
@（地方税を含めた実効税率は、ルクセンブルク市内で37、45％→30．38％）・子会社からの受取配当金および、子会社株式譲渡益の非課税措置の拡大

＊1　キャピタルゲイン1値上がり益のこと。有価証券（株など）や土地など、保有している資産の価格が上がることによって
　　　発生する利益のこと。

＊2　タックス・ヘイフン＝タックス・ヘイブン（Tax　Haven）とは税金（Tax）からの避難地（Haven）の事であり、つまり全く税金
　　　が存在しないか、または極めて税率が低い国・地域を意味します。
　　　租税回避地ヨ所得税率などが極めて低い国や地域。主として多国籍企業が税負担軽減を目的に利用（税金回避地・租税避難
　　　地・税金避難地）しています。

＊3　デリバティ　ブ：金融派生商品。金融商品（株式や債券、通貨など）から派生して生まれた取引のこと。先物取引，ス
　　　ワップ取引、オプション取引のことをいう。少ない資金で、その何倍、何一i．倍もの取引ができるため、見通しが的中すれば
　　　大儲けできる二刀、予想に反する結果になると、大損する確率が高い。

．へ

スーパー中枢港湾選定へ
一スーパー中枢港湾選定委員会（第一回）の開催について一

　ユ0月7日、「スーパー中枢港湾選定委員会』の

初会合が開催された。この委員会では、国土交

通大臣の諮問機関である交通政策審議会港湾分

科会が7月12日に取りまとめた「中間報告』（注）

で提言した「スーパー中枢港湾』を選定する。

具体的にはスーパー中枢港湾育成プログラム（港
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湾管理者作成）の実行可能性および到達度を指

定の基準に照らして評価のうえ、当該候補をス

ーパー中枢港湾に指定することが適当と判断さ

れた場合には、その旨を港湾局長および海事局

長に助言する、ことである。

　初会合では『選定委員会の組織と運営につい

て』、『スーパー中枢港湾のあり方』、『スーパー

中枢港湾の育成の手順』、「指定のための基準の

考え方』などが事務局より提示され、選定作業

において実務作業（港湾管理者のヒアリング等）

を担当する作業部会の設置が決められた。

　事務局より示された理念では、スーパー中枢

港湾を「わが国の枢要な地域ブロックを代表す

るゲートウェイ・中継港湾』と位置づけた上で、

以下の方針が示された。

①　港湾管理者等、地域の行政体の連携に基づ

　く広域港湾行政の実現

②地域の共通インフラとしてのコンテナ港湾

スーパー中枢港湾育成の手順（案）

H14．10月

　　　【国の手続き】

　　スーパー中枢瀧　糞

　　　　　　　　　　　　　　1務
スーパー中枢港湾のありかたの　　i鶏

　　　　　提示　　　　　i囲

スーパー中枢港湾の指定基準の　　i応募

　　　　　提示　　　　　｝

スーパー中枢港湾の候補の公募

【港湾管理者の手続き】

スーパー中枢港湾を目指す港湾

　管理者からのピアリンク

スーパー中枢港湾
育成に向けた目論
　　見書の作成

H噂4月
目以降

スーパー中枢港湾候補の評価

及び候補毎の育成プログラム
　　　作成指針の決定

コ
ス
ト
の
低
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、

サ
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ス
の
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化
、
情
報
化

等
の
推
進
方
策

の
細
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手
順
等
の
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報告

／譲、
　事業者と　ノ

　　の連携ノ
　　　　ノ

スーパー中枢港湾育
成プログラムの作成

指定基準

への合致

制度・予算　…

　要求

OK

OK

スーパー中枢港湾
　　　の指定

・
▽

スーパー中枢港湾育成プログラムの実施
（港湾構造改革の実行）
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　の管理・運営を国・港湾管理者、民間事業者

　が共同して実施

③国が自ら根幹的施設の整備にあたる等の積

　極的な役割を果たすなどが明記された。

　また、スーパー中枢港湾育成の目標として、

次世代高規格コンテナターミナルのバース当り

取り扱い能力を年間40万TEU程度と想定し、公

的支援をテコにIT推進などにより釜山、高雄な

どを凌駕するコスト水準に持っていく方針も示

された。

　出席した委員からは、「わが国の国際競争力低

下の度合いを深刻に考え過ぎるきらいがある。

港の機能が悪いから貨物が減少したとなどの認

識があればミスリーディングだ。正しい現状認

識を共通のものとし、その上で議論すべき。自

信を持つべきところは持った上での議論が必要

である。工、『強い国がいずれ弱くなるのはイギリ

ス、アメリカの例を見てもしかり、要は如何に

してリバイブするかである。その為には戦略性

を明確にする必要がある。』、『もっとも貨物集約

を可能とすべく、インランドとのシナジー効果

を引き起こす存在であるべきである。』、『スーパ

ー中枢港湾をできるだけ絞り、24時間体制を可

能とすればもっとも効率化が図れる。』、『将来の

貨物量予測は本当に正しいものなのか。』、『選定

の前に国の財政・税制支援措置がはっきりと提

示されねばならないのでは。』等々の意見が示さ

れ会議は閉幕した。

　次回委員会は12月6目に予定されており、今

回提示された、「スーパー中枢港湾のための基準

の考え方（案）』を基にした『スーパー中枢港湾

の指定基準（案）』が提示され審議される予定と

なっている。

　（注）交逓政策審議会港湾分科会（7月12目）「中間報

　　　告」二経済社会の変化に対応し、国際競争力の強

　　　化、産業の再生、循環型社会の構築などを通じ

　　　てより良い暮らしを実現する港湾政策のあり方

　　　　　　　　　　　　　　　　　委員会等の開催計画

H14年度の予定

・H14．10月7日：第一回委員会

①「スーパー中枢港湾育成のありかた」の審議

②作業部会の設置、その他

・H14．11月中旬：第二回委員会

　①　スーパー申枢港湾の指定基準の審議

。H14．12月～H15．1月二作業部会

　Oスーパー中枢港湾育成を目指す港湾管理者からのヒアリング

・H15．2月頃：第三回委員会

　Oスーパー中枢港湾候補の評価

H15．4月以降

・適宜開催：第四回委員会

①スーパー中枢港湾育成プログラムの指定基準への適合度の評価

②その他スーパー中枢港湾の育成に係わる重要事項の検討

　　　　　　　　　　　　　　スーパー中枢港湾選定委員会の構成

委　員　長　　水　口　弘　一　　㈱野村総合研究所元社長

委員尾崎睦㈹日本港運協会会長
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委
彦
彦
熈
郎
司
雄

勝
武
　
実
裕
忠

田
山
田
島
野
本

黒
杉
須
寺
平
松

員

行政委員

吉　田　和　男

二
寛

健留
澤

徳
金

神　戸　大　学　教授

一橋大学教授（物流・産業部会長）
八戸工業大学教授（港湾分科会会長）

闘日本総合研究所理事長

㈹日本船主協会港湾物流委員会委員長

㈹日本経済団体連合会輸送委員会

物流効率化に関するワーキンググループ座長

京　都　大　学教授

　　　　　　　　　　　　　　　　※　委員は五十音順

海　　事　　局　　長

港　　湾　　局　　長

作業部会長

作業部会委員

　　ク

行政メンバー

彦
幸
三
局

勝
義
昌

　
　
　
事

田
上
保

黒
川
久
海

港　　湾　　局

作業部会（事務局案）
神　戸　大　学　教授

㈹日本船主協会関連業務部

㈹日本港運協会常任理事

官
長
長
長
長

港湾協議会事務局長）

ターミナル運営規模拡大の概念

（現行ターミナル）

各高社が各ターミナル

を借り受け、荷役作業
は港運事業者に委託

（次世代高規格コンテナターミナル）

ターミナルオペレーター
が複数のターミナルを

一括して借り受け、コマ
ーシャルバースとして

総合的に管理・運営
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5 海賊および船舶に対する武装強盗に関する報告
（2002年第3四半期）

一国際商業会議所（ICC）国際海事局（IMB）編集一

1．東南アジア海域における2002年第3四半期

末までの海賊及び船舶に対する武装強盗（以

下、単に「海賊」という。）事件の発生件数は

　／05件であり、世界全体（271件）の38．7％を占

めている。世界全体では、前年253件、前々年

294件であり、第3四半期末までの件数として

　はここ数年では横這いとなっている。なお、

　詳細は下表のとおりである。

2．多数の海賊事件が報告されている東南アジ

　ア海域の上位3港（錨泊地）は、インドネシ

　アのBallkpapan（15件）、Jakarta－Tg．　PriGk（8

　件）およびBelawan（8件）の3港である。

3．海賊襲撃時の船舶の運航状況については、

　実際の襲撃事件81件のうち、65件（80．2％）が、

　また、襲撃未遂事件25件のうち、15件（60，0％）

　が停泊または錨田中となっている。

4．襲撃に使用される武器は、合計105門中、銃

　器（20件）、ナイフ（38件）といったものであり、

　地域毎の傾向は見られない。

5．襲撃された船舶の国籍および船種について

　は、特段の傾向、規則性は見られない。なお、

世界全体では、日本籍船に関するものが1件

　（詳細は第1四半期報告参照）、日本関係船舶

に関するものが13件報告されている。

6．その他

（1）ハイジャック事件の急増

　　昨年度に対前年比2倍増の16件を記録し

　　たハイジャック事件は、今年度は第3四半

　　期を経過した時点で、既に20件に達した。

　　その大部分は、インドネシア領海で発生し

　　ている。IMBは、マラッカ・シンガポール

　　海峡の沿岸3国の当局に対し、巡視警備の

　　強化を要請した。

（2）船舶への移乗防止装置

　　　IMBは、オランダの企業とともに、新たな

　　船舶への移乗防止装置←‘Secure－Ship”を開

　　発した。この装置は、船舶の周囲に設置し

　　たフェンスに9000ボルトの電流を流し、海

　　賊等が船舶に移乗することを防止するもの

　　であり、船舶利用のために特に開発された

　　ものである。生命への危険はないが海賊が

　　フェンスを破壊使用とした場合には、投光

表

実　際　の　襲　撃　事　件 襲撃末遂事件

乗　　船 ハイジャック 拘　　束 行方不明 火器の使用 襲撃未遂
台　　計

イン　ドネシア
52 5 2 13 72

マ　レ　一　シ　ァ
7 1 1 9

マラッカ海峡
1 8 2 1

1

フ　ィ　リ　ピ　ン
3 1 3 7

シンガポール海峡 ｝ 2 、 4

タ　　　　　　　イ
1 1 2

合　　　　計． 64 15 1 5 20 105

28§せんぎょうNoひ2002



器が点灯し警報音が連奏する。この装置は、

パイロットの乗下船、舷梯の降下、救命艇

の降下などの際には、そのためのゲートを

装備し、また、乗組員による撤去、設置が

可能（所要時問は2、3時間）となっている。

装置の機能はリモートコントロールが可能

である。既に、荒天試験や海水試験を終了

し正常に機能することが確認されている。

IMBはこの装置の船舶への搭載を奨励して

いる。なお、詳細な情報は、www．secure－ship，

comに掲載されている。

　　　　　　　　　　　　　　　以　上

パンフレット「SHlPPING　NOW　2002日本の海運」

の刊行について

　当協会では、毎年、日本の海運の果たす役割と重要性を広く一般に理解いただくための広報パ

ンフレット「SHIPPING　NOW日本の海運」を発行しており、今般、2002年度版を刊行いたしまし

た。

このパンフレットは、わが国の経済と暮らしを支えて活躍する日本の海運の姿を写真やグラフを

主体に分かり易く説明・紹介したもので、関係企業、教育機関、報道機関などに幅広く配布して

います。

　ご希望の方は、当協会総務部広報室（TEL：03－3264－7181　FAX：03－5226－9166

　e－malh　pub－o租ce＠jsanet，orjp）までお問い合わせ下さい。

　なお、項目については以下の通りです。

O豊かさの原点を支えるシーロード

　日本の暮らしと産業を支えて

。暮らしを運ぶ

　船が運ぶ日本の「衣」「食」「住」

oエネルギーを運ぶ

　日本のエネルギーを運ぶ海のパイプライン

。産業を運ぶ

　グローバルな産業活動を支える海のネットワーク

O日本海運の現況と課題

経済と暮らしを支えるインフラストラクチャーとして

O環境問題への取り組み

　豊かな海との共生を目指して

O内航海運の活躍

　環境に優しい日本列島のライフライン

O安全航海への取り組み

　ハードとソフトの融合による安全運航の徹底追及

O船員育成への取り組み

　日本商船隊の安全と信頼を支えて

O総合物流への挑戦

サプライ・チェーン・マネージメントに応える海運の総合物流サービス
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近漏コーナー・内航コーナー

⊂1三田
　　　　　 }　へ

．．」’． D一コ

．．社会科教材用ビデオ「海運の工夫・技術シリーズ」第4作が完成

　　　　　　　　　　　　　　一海の大動脈・内航海運一

　当協会では、学校・学生向け広報事業の一一・環

として、社会科教材用ビデオを制作しています。

今般、社会科教材用ビデオ「海運の工夫・技術

シリーズ4海の大動脈・内航海運」が完成しま

したのでお知らせいたします。

　このビデオでは、国内物流の4割以上（輸送

トンキ．ロベース）を占める内航海運が、産業と

暮らしを支える日本列島のライフラインとして

重要な役割を担っている事や、船は他の輸送機

関に比べてエネルギー効率が良く環境負荷の少

ない輸送機関として注目されていることなどを

分りやすく説明した内容となっています。

　　　　中攣校社金斜載紡ビデオ

海の大蜥内航海運

　なお、これまでに制作した海運の工夫・技術

シリーズは次のとおりです。

］

2．

3．

4，

エネルギー資源

コンテナ船

地球環境と海運

内航海運

1996年

1998年

2000年

2002年

　ご希望の方は、当協会総務部広報室までお問

合せ下さい。

　　FAX　（03－5226－9166）

　　またはe－mail：pub－offloe＠lsanet．or．lp

‘「　　　　　・

脳裡は何な運んでいるの？
　国内の港と渥を結んで、人や貨物を海上輸送することを、内航海運と呼
んでいます。船が運ぶ貨物は、産業の基礎資材である石油製品や原油・石
灰石や鋼材、それに毎日の生活に必要な生鮮食料品や日用雑貨・宅急便の
貨物とさまざまです。船は．国内貨物の約4割（トンキロベース）を海上
輸送レています。

藍毬遡a矯運んでいるの？

　原料や原材料、生産された製品の多くが船で輸送されているのは、大量
の貨物を一度に遠くまで運ぶのに、最も適しているからです。船は、長距離・

大量輸送という特長を生かし、陸上交通との役割を分担しながら日本の物
流を支えています。
慧灘顯工夫．r．．技術って何？

　船は、運ぶ貨物によって、さまざまな工夫や技術を取り入れています。

たとえ「ま、石油製品を運ぶ船は、高度な安全性を確保したタンカーで、湿

気を嫌うセメントは、湿気防止技術を施したセメント専用船で運びます。

LPGは、特殊な設備を施したLPG専用船で運びます。このように、液体、
気体、粉体、そして大型の重量物など、その貨物に最も適した船で輸送し
ます。

瀕屡環境に優しい輸送機関
　船は、地球環境から見ると、他の輸送機関に比べてエネルギー効率が良く、

公害物質の排出が少ない環境にやさしい輸送機関です。
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覚せい剤の密輸入で貨物の擬装がより巧妙に
　　　　　　一不正薬物・銃砲の密輸入の動向

　財務省関税局監視課は、このほど平成13年の不正薬物および銃砲の

密輸入の動向についての報告書「白い粉・黒い武器レポート」をまと

めた。

　政府は、平成9年に覚せい剤検挙者数が2万人台に肉迫し、昭和20

年代後半、昭和50年代後半に続く第3次覚せい剤乱用期の到来といわ

れるような深刻な状況にあるとして、平成10年5月26日、「薬物乱用防

止5力年計画」（平成10年～14年）を策定し、不正薬物に対する強力な

取締り、国民の理解と協力を求めるための広報啓発等の施策を推進し．

ている。また、入国旅客や輸入貨物など水際での取締り強化を図ると

ともに、当協会をはじめ密輸に利用される可能性のある船舶、航空機、

商業貨物等に関係する団体等とも連携し惰報収集に努めている。

　同報告書によると、平成13年の不正薬物の審輸入については、摘発

彫1鍼

不謡物・露の

酵鰍の蜘
．r伯‘甥・耀‘1置絢レ痴一みノ

　平成上4年9月

財務省関税局監視課

件数が416件、押収量が1，030㎏となり、過去最高を記録した平成11年の5割程度に減少しているも

のの、なお史上3番目の押収量を記録した。また、鉄砲については、密輸入摘発件数が2件、押
収量が21丁（前年123丁）となった。

　平成13年の密輸入事犯の主な特徴としては、

①　コンテナ貨物等の商業貨物を利用し　　　　　　　覚せい剤等の摘発実績

　た大口事犯を相次いで摘発

②　商業貨物を利用した擬装隠匿工作が

　ますます巧妙化

③大麻（特に大麻草）、錠剤型幻覚剤

　（MDMA、　MDA）の押収量が過去最高

　を記録

④ロシアの軍用けん銃であるマ出営フ

　型けん銃の密輸事犯を初めて摘発

等が挙げられるとしている。仕出皇別に

見ると、覚せい剤は中国が9割強を占め、

大麻草はフィリピンおよびナイジェリア

が8割強を占めた。海上コンテナ貨物に

擬装したものとして、床用ワックスと表

示された容器に覚せい剤水溶液を隠匿し

たケースや、缶ビールの缶の中や合板を

くり貫いた中に圧縮大麻草を隠匿したケ

ースなどが摘発されたとしている。

　関係各位においては、船舶が密輪入に

利用される可能性があることにご留意頂

くとともに、関連する情報を入手された

場合には「密輸110番（0120－461－961：

シロイ　クロイ）」への通報をお願いいた

します。

（担当海務部斎藤／τd．：03－3264－7177）

　　　　年種類

平成9年 平成10年平成11年 平成12年 平成13年 前年比

覚ぜい剤
件
k
g

23
U4 37　　　39

T44　1．450

57
W86

42
Q02

73．7％

Q2．8％

大　　麻
件
k
g

169
Q20 266　　255

Q81　　723

303
ｩ85

214
V97

70．6％
P64，296

大麻草
件
k
g

123

P17
184　　155
W0　　529

217
R43

］66
V44

76．5％

Q17．1％

大麻樹脂
件
k
g

46

P03
82　　100
Q01　　193

86

P43

48
T3

55．8％

R7．2％

ヘロイン
件
k
g

12
R

18　　　T3
S　　　1

14
U

1
1
5

78．6％

W3．9％

コカイン 件
k
g

7
2
3

19　　　／0

P6　　　4

12

V
7
1
8

58．3％
Q66．1％

あへん
件
k
g

1
1
1
2

1
1
1
8

8
7

5
5

2
8

40．0％
P52．9％

MDMA 件
千
錠 2

0

1
1
1
1

26
P8

36
a5

44
n18

122．2％
P36．7％

向精神薬
始
源
錠

123

P1D
23D
P36

167
P41

89
U2

96
X0

107．9％

P45．2％

合　　計

件
k
g
千
錠

347
R21
v
］
0
　
．
－
■
．
4
5
6

592
W63
P47

　518
Q，186
@159

　516
P，389
@147

　416
P，030
@208

80．6％
V4．1％

P41．4％
．．．

Q考〔囲厘闘 万回 2，144 5，178 3，261 1，007 30．9％

銃　　砲
件
丁

19
U1

13

QQ
13

SQ
　9
P23

2
2
1

22．2％
P7．1％

鉄砲部品
件
点

4
］
2

4
9

2
2

0
0

2
1
2

全増

S増
（注）1　数字は摘発ベースのものであゆ、税関が摘発した密輸事件に係る押
　　収量の他、讐察等他機関が摘発した事件で税関が当該事件に関与した
　　ものに係る押収量を含む。

　粥i網曇瀦鞭欝醗転出欝灘を示す・
　纒醐魏醤離離賭薯雰晶登讐騨寵し噛ので
　　ある。（寛ぜい剤：0．03g、大麻草：O．5g，大麻樹脂：0．1g、ヘロイン：0．01

　　臥コカイン：0、03呂．あへん10．3g．MDMA及び向精神薬11錠）
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ジンクスへの挑戦

　今、ワシントンは、いや全米が中間選挙で熱

く燃えている。時間の経過の早さに最近は驚か

される。それは私の歳のせいばかりでもなさそ

うだ。現代という時代は、時がゆっくり流れた

昔とは異なり、今や山間部を流れる激流のよう

にも感じられる。アメリカでは、日本人に強い

印象を刻み込んだ「ブッシュvsゴア大統領制」

からもう2年という歳月が流れた。アメリカの

政治時計の単位は2の倍数である。今年2002年

は中間選挙の年に当たる。2000年の大統領選で

共和党から出馬して辛勝の当選を果たしたブッ

シュ大統領が二期8年をこれから視野に入れる

ことができるか否かを占う重要な選挙である。

反対政党の民主党も同じである。ブッシュ大統

領の出鼻を挫き、民主党が両院での多数派獲得

を背景に政策の実績を上げれば、2年後の大統

領選挙を有利に進める筋書きを書けるからだ。

政治に関心があるものなら私達外国人も含め皆、

熱くなるのも無理もないことだ。

大統領選と同時に行われた上院選挙は両党に50

対50の均衡を与えたが、共和党から現れた脱藩

者Jef［ords議員一人のお陰で民主党が現在51名の

多数派を手中にしている。

　ジンクス

　前任のクリントン大統領の苦い経験を生かす

ために、ブッシュ大統領の中間選挙への取り組

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．（みは簡潔にいえば、「共和党が下院で現有の多数

派勢力を維持し、上院でも多数派を確保する」

という一点に尽きる。下院は議席総数が435議席

あり、現在、共和党が民主党の208名に対して222

名で多数派を占めている。上院の100議席は民主

党51名（含む独立派）に対して共和党が49名で

ある。今回の中間選挙で共和党が両院での多数

派を確保するかどうか、衆目が集まっている。

大統領が一期目の中間選挙で両院の多数派を押

さえると、大統領四選を果たしたF．D．ルーズベ

ルト大統領以来、68年振りの快挙となるからだ。

これがブッシュ大統領の所謂「歴史的ジンクス

への挑戦」といわれるものである。

　Mldterm

　「中間選挙」は英語のMidterm　Electionを文字

通り直訳したものだが、アメリカの政治体制が

大統領を中心に動くことを上手く言い表してい

る。大統領の任期4年の中間に当たる選挙の呼

称なのだ。憲法の規定により、下院は2年毎に

改選され、上院は2年毎にその三分の一の議員

が改選される。州知事選挙も同時に行われる。

最近の事例では、クリントン大統領一期目時代

の1994年の中間選挙で共和党は下院の多数派に

収まり、同時に上院も共和党天下となった。四

面楚歌のクりントン大統領は以後6年問、難し

い議会運営を強いられた経験を持つ。2000年の

　金は力なり

　洋の東西を問わず、選挙には金が掛かる。こ

れが定理になっている。アメリカ政党政治の中

でも、所謂「政治資金」は人間の体を流れる血

液のように捉えられている。今回の中間選挙を

巡っては、「Fundraising」（資金集め）と銘打っ

て堂々と全米各地で大っぴらに集会や会合が開

催され、時には一回で数百万ドルの資金を集め

ることも珍しくはない。今年に入ってから、ブ

ッシュ大統領が自らその先頭に立って全米各地

を精力的に巡回し、資金集めイベントや応援演

説に奔走している。今までに大統領は67回の集

まりに出席し、その全てが資金集めの名目では
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ないが、それでも大統領一入で選挙資金として

1億4千万ドル（170億円）以上の浄財を集金し

た。この額は前任のクリントン大統領がその一

期目の中間選挙運動の際に集めた総額の3倍近

くに上るとの報道もあるように、金の力が集票

力であるかのような錯覚に陥る。現に最激戦区

の南ダコタ州の上院選挙には、住民一人当り90

ドルも選挙資金を投入した例も報告されている。

ている。レーガン大統領は上院で議席を伸ばし

共和党の多数派を維持するが、下院選挙で大敗

を喫する。アメリカの選挙民は、自ら大統領を

選出しておきながら、2年後の中間選挙となる

と別次元での判断と対応を示すことがよく知ら

れている。

　餅屋の苦渋

　斯かる選挙民の動向をウオッチする専門家の

予想は過去の事例ではその結果が必ず裏目に出

るという統計がある。因みに、選挙前にワシン

トンポスト紙に掲載された12人の専門家の内、

11名が下院での共和党多数派維持を予想し、上

院は民主党が多数派を堅持するとする専門家が

9名である。民主党が両院で多数派を占めると

見る専門家は1名であるのに対して、3名が共

和党の両院での多数派確保を予見している。残

りの8名は、何れの政党も両院での多数派を獲

得できないと予想している。最近の世論調査で

は、民主党支持者が31％、共和党支持者は32％

と接近しており、結局は支持政党を示さなかっ

た35％の無党派層が中間選挙の行方を握ってい

ると解説する専門家もいる。「選挙というものは

水物でよく分からない」というのが専門家の本

音かもしれない。

　失敗の歴史

　戦後政治の歴史を紐解くと、大統領の一期目

中国選挙で政権党が両院で議席を伸ばすことに、

戦後就任した全ての大統領（8名）がことごと

く失敗している。急逝したF．D．ルーズベルト大

統領の後を引き継いだトルーマン、アイゼンハ

ワーおよびクリントンの三人の大統領は両院の

多数派から一挙に両院少数派に転落している。

ケネディとカーターの両大統領は議席を減らし

ながらも両院で民主党の多数派を維持している。

一方、共和党出身のニクソンとブッシュ（父君）

の両大統領は両院での自党多数派工作に失敗し

　歴史が動く

　歴史が繰り返すとすれば、ブッシュ現大統領

が前任のクリントン大統領と同じ苦汁を舐める

ことになる。しかし、万が一、ブッシュ大統領

が両院での多数派獲得に成功すれば、共和党最

初の大統領として1860年に就任したリンカーン

大統領以来、142年振りの歴史的快挙となる。

　今回の中間選挙はこれから歴史の証明を手掛

けようとしている。

（北米地区事務局ワシントン事務所

　　　　　　　　　　　所長　岡　哲夫）
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　　　　　　　そして今は休眠中ではあるが、この国の法律に

　　　　　　「パナマ籍船にはパナマ人配乗を10パーセント確

　　　　　　保すべし」と言うのがある。

　　　　　　　凄いことだと思う。

　　　　　　　パナマにももちろん優秀な人物はいるし、日本人

　　　　　　配乗の日本船に乗せても充分能力を発揮出来るで

　　　　　　あろうと思われる学生も少なくない。

　　　　　　　しかし大半は「ファミリーと別れて暮らすのはイヤ

　　　　　　だナー」と言っている。ラテン人はファミリーを大事に

　　　　　　するのである。そして、あまり船乗りには向かないで

　　　　　　あろう人達じゃないかと思う。

　　　　　　　その人達を必ず配乗するよう強制されたらどうな

　　　　　　るのだろうという理由から凄まじい法律なのである。

　　　　　　　また、こういう法律を眠らせてしまう柔軟性を持つ

　　　　　　ているからハッピーな国だとも思う。

　　　　　　　パナマに国立の商船大学が存在するのをご存

　　　　　　知だろうか。創立以来IO有余年の歴史を有する。教

　　　　　　育レベルはともかく、日本のODA援助が海の若者

　　　　　　の教育訓練機関として仕立て直した。ここに約5年

　　　　　　　間奉職した。ナカナカの面白い経験となった。

　　　　　　　　そこで発見したのは、「何かイベントをやろう」と言

　　　　　　　う時、設計・計画、準備、人の配置、役割分担、それ

　　　　　　　に予算といった我々がまず想いうかべる事柄は彼ら

　　　　　　　の頭には全然無い事である。

　　　　　　　　大抵はそのイベントが成功裏に終わった時の事

　　　　　　　を思い浮かべるようだ。

　　　　　　　　素晴らしい溌想が日本人とは全く逆である。だ

　　　　　　　から何も先立って思い煩ったりしない。悩まない、臆

玉
論

霧
…
響

凡

しない事は実に羨ましい程である。

　「学校教育の方針確立は、そこで育つ若者をして

将来の方向性を定めるものであるため最も重要な

事項」と思うのは日本人の考え方であって当方はそ

うは思わない、と断言されたら、どうにも前へ進めなく

なってしまって、悩んでしまう。しかし教官達は悩ま

ない。

　なぜならば「学生は4年経てば学校を去るが、

学校も教官もずっと残る。従っで「歯む必要性が無

い」と言う理屈だった。

　そして将来、休眠中の法律を蘇らせて「本校を卒

業した若者を世界中の船に乗せるようにする」のだ

ろうかとまた悩んだ。

ラテン人気質

　ラテンと言えば強烈なリズム、熱気溢れるダンス

…ブラジルのリオのカーニバルの場面に代表され

る人々の躍動を思い出すのではないだろうか。

　陽気で楽天的で少し太っちょで浅黒い肌に粒の

汗……数えたらきりが無い。
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　パナマ人もやはりラテン入気質でお祭り騒ぎが大

好きである。最大なのは毎年2月のカーニバルで、

3、4日間は大賑わいが続く。庶民達もそれなりに

有り金はたいて楽しむようである。12月のクリスマス

で財布が空になった彼等には少々キッイようだけど、

結構見栄を張って頑張る。

　年が明けたある日、友人の一入が「金を貸して

欲しい、100ドル」と言って来た。プライドの高い彼は

滅多にはそんなことは言わないものだけど、と言牙りな

がら一応理由を尋ねた。ゼ娘がカーニバルのパレー

ドでバトンを持つ役を仰せつかった」と良い顔をし

ている。パレードのバトンガールを務めるのは良家

の子女で占められ、大変な役割というじゃないかと

聞くと、「そうだ、だから準備の金が要るのだ。服装

やら、何やら」と言う。

　学校の用務員に過ぎない彼の月収は200ドルポ

ッキリ、幾ら娘の為とはいえ…？と思った。パレード当

日彼と待ち合わせて、街路の真中の見通しの良い

所に早くから場所を確保し待った。奥さんも、ジイち

ゃん、バアちゃんも来た。ちつちゃな兄弟姉妹も一緒

に来た。一家総勢9名、「タクシーに乗ったアー」と

喜んでいた。

　田舎の家から幹線道路に出るまでタクシーをはり

込んだらしい。初めての経験なのだろう。

　2月のパナマの太陽はキツイ、頭のテッペンがジ

リジリする。1時間半程待って、12時過ぎやっと来た。

’鰯聯論調諺奨鷲離撃　熱
小隊、小太鼓の小隊、大太鼓の小隊、それに旗を打　　　ノ

ち振る小隊が続いた。

　「サンチェス　娘は何処だ？バトン部隊は居ない

そ」「セニョール、アソコほら」と指す方向は大太鼓

の部隊、大柄な男の子達の列の間に紅い服を着た

チビが見えた。小柄な彼の娘は行進部隊の間に挟

まれて帽子の飾りしか見えないのである。

　バトンガールは隊列の先頭に立って行進の指揮

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．！鐸をするものと思い込んだ方が間違っていた。一列に

適当な間隔を空けて行進部隊の真中の列を歩いて

皆の調子を取る役割らしい。目立たないはずだ。し

かし家族は大満足の様子だった。皆喜んだ。

　婆ちゃんも母ちゃんも腰をふりふり声援した。実に

楽しいパレードだった。少し疲れた。その2時間後、

腹減った皆でメシを食おうとなった。「セニョールも

一緒に行こう」と言う。やむを得ず皆をバイキング料

欝総墨黒難繋踏熱．藩
イインカー？」と聞いた。父ちゃんは大らかに「カーニ

バルじゃけん」と答えて、こっちを向いた。

，罐濃螺蟻際鑓藩
言っているみたいだった。

　　　　　　　　拳
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船会社の仲間たち

今回、登場して頂くのは

　　　　　三洋海運（株）営業部営業課長

　　　　　岩田一彦さん（44歳）です。

1　所属部署の業務は主にどの

ようなものなのでしょうか？℃ミこ

　国内海上貨物輸送業務です。

　荷主・荷物の開拓、契約から

実際の配船と運航管理、運賃収

受に至る一連の業務を行ってい

ます。

3．御社の自慢といえば？

　弊社は撒貨物の輸送を主体に、

石灰石、水砕スラグ＊1、フライ

アッシュ＊2等のセルフアンロー

ダー付き専用船から、船底鉄板

張りボックス型ホールドの一般

船やガット船に至るまでお客様

の幅広いニーズにお応え出来る

撒積船隊を整備しております。

2，これまでの会社生活の中で

一番の思い出といえば…？

　入社当時、外航代理店に配属

されていた頃、沖で上半身やけ

どを負ったロシア人船員を夜中

タグボートに乗って救助に行っ

たことです。幸い一命はとりと

めましたが片側眼球を摘出手術

し、数ヶ月後に本国へ送還しま

した。

「

＊1　水砕スラグ：製鉄のプロセスで発生する溶融状態の高炉スラグ

　　を大量に高圧水で急速に冷却するとガラス質の水砕スラグになDま
　　す。高炉セメント用など各種用途に利用されます．

＊2　フライアッシュ：火力発電所で石炭（微粉炭）が燃焼される過程で

　　生成する無機原料です。フライアッシュの特．1生を活かし、コンクリ

　　ート混和剤などに利用されます。

　　　4　今後チャレンジしてみたい

三洋海運㈱の事業概要

　創立当初より新日本製鐵㈱の国内原燃料を主体
とした海上輸送を行っております。
　省力化されたセルフアンローダー装備の石灰石
専用船、フライアッシュ専用船などの近代化船を
建造、徹底した合理化を図りながら、お客様のニ
ーズに応えるべく輸送サービスの充実に努めてお
ります。

　また、小名浜港においては、一般港湾運送事業、
倉庫業、通関業および船舶代理店業を行っており、
お客様や各方面の期待に応えるべく、事業内容の
拡充とサービスの充実に努めております。
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2002年

10月

ﾇ騨騰懸§翻．

7第10回日韓船主協会会談が京都で開催された。
日（P．7海運ニュース国際会議レポート）
7国土交通省は、第1回．スーパー中枢港湾選定委
日暮会（委胴長・水口弘一野村総研顧問）の会合

　を東京で開催した。
　（P．24海運ニュース内外情報）

7当協会（暗長保英会長）は、外国籍船上で発生
目した犯罪への対応として、被疑者を速やかに上

　陸させるための措置など7項目について関係省
　庁に要望した。（本誌2002年10月号P，工5参照）

7国際海事機関（IMO）第48回海洋環境保護委員
1～P織鵜駕ζ与ぢ鰐苑織豊歪1
日輪寵：蟹雷1撫．ボー、）

11国土交通省、当協会、日本パイロット協会の3
Eヨ者で構成する水先料金問題検討委員会は、水先

　料金体系の合理化案のうち、第工次分の新習導
　距離（横浜・川崎港、名古屋・四日市港）につ

　いて合意した。なお、大型船二人乗り料金等既
　　に合意をみた項目とあわせて、これらを実施す

　　るための関係省令の改正が2002年中に行われる

　予定である。
11国土交通省は、2002年度上半期分の新造船許可
Eヨ集計結果を発表した。それによると国内・輸出

　　船合計181隻662万総トンで前年同期と比べ1隻
　　増加、総トン数で1．2％減少した。

14国際労働機関（ILO）海事統合条約第2回三者構
～成ハイレベルワーキンググループ会合（Hur．WG）

18がILO本部（ジュネーブ）で開催された。
日（P．9海運ニュース国際会議レポート）

21国土交通省、財務省、海上保安庁、物流事業者
日で構成する「海上コンテナのセキュリティー確

　　保に関する検討会」の初会合が国土交通省で開
　　催された。この会合では、コンテナ・セキュリ

　　ティ・イニシアチブ（CSI）の合意に伴う米国向

　　け輪出コンテナの検査体制の強化に関して、海

　外の動向や対策等のあり方などについての検討
　が行われた。
21国際海事機関（IMO）において外交会議が開催
／され、外航客船の旅客死傷に対する強制保険導
1♂入を目途とする「・9・・年の旅客およびその手荷

1物の海上輸送に関するアテネ条約2002年改定議
El定書」が採択された。
21日本船舶輸出組合は、2002年度上半期の輸出船
日契約実績を発表した。これによると161隻、744
　　万総トンと総トン数ベースで前年同月比6．6％増
　　加した。

　　者を最寄りの国に引き渡すことを可能とする制
　　度の創設について提案を行った。
　　（P．2海運ニュース国際会議レポート）

22国土交通省は、主要5港（東京、横浜、名古屋、
日大阪、神戸）の平成14年4月分の実績を発表し
　　た。これによると同月の入港船舶は、15，906隻
　　（前年同月比10，6％減）、7，819万総トン（同0．1％

　　減）であり、そのうち外航は、3，362隻（5．7％
　　減）、6，032万総トン（0．2％増）、内航は12，544隻

　　（1／．8％減）、1，787万総トン（1．1％減）であった

24当協会（崎長保英会長）は、米国西岸の港湾労
Eヨ使紛争に伴う港湾施設封鎖の影響から現地で滞

　　船・滞貨が生じている問題について事態の早期
　　正常化を求める要．望書を扇国土交通大臣に提出
　　した。（P，15海運ニュース内外情報参照）

25アジア船主フォーラム（ASF）船員委員会第8回

日課会合が帽・大連で開憧れた。
26海上保安庁は、台湾東方の公海上（北緯23度GQ
日分東経124度04分付近）において、派遣中の巡
　　視船「やしま」と日本関係船舶である共栄タン
　　カー㈱運航の大型石油タンカー「KOU・EI」号
　　（総トン隠約15万トン）との海賊・テロ対策連
　　携訓練を行った。

30米国関税庁は、海事保安対’策の・．．．環として、船

日社・NVOCC（Non・Vessel　Operadng　Common
　　Carrier：複合運送業者。自らは船などの運送手

　　段を持たず、荷主より運送を引き受け、海上運
　　送人など実運送人のサービスを使って輸送する
　　運送人。）に対し、米国向け海上貨物に関するmanト

　　fest情報の船積み24時間前提出を義務付けるため

　　の最終規則を発表した。

31当協会は、扇国土交通大臣および石原行政改革
日・劉改革担当大臣に対し、19項目からな襯

　　制緩和要望を提出した。
　　（F．16海運ニュース内外情報参照）

31国土交通省は、中小海事関係事業者を対象とし

日た判回鱒関係事業グリーン経営推進類会
　　　（委員長：石谷久慶応大学教授）を開催し、経

　　済的・入的負担が大きい国際的な環境規格ISO
　　14001の取得が困難である事業者が事業活動にお

　　ける環境保全のための取組み、評価・改善して
　　いくことができるツールとしての「グリーン経
　　営椎進チェックリスト」作成の検討に着手した。
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公布法令（10月）

㊨　船舶安全法又は同法に基づく命令の規定に

　　より臨検等をする職員の身分を示す証票の

　　様式を定める省令の一部を改正する省令

　　（国土交通省令第107号平成14年10月4日

　　公布、平成14年10月4日施行）

⑫　港則法施行令の一部を改正する政令

　　（政令　第324号　平成14年10月30日公布、平

　　成／4年11月1日から施行）

陳情書・要望書等（10月）

10月4日

宛　先：森山法務大臣、川口外務大臣、扇国土

　　　　交通大臣、深谷海上保安庁長官、パナ

　　　　マ共和国特命全権大使、フィリピン共

　　　　和国特命全権大使

件　名：外国籍船上での犯罪等への適切な対応

　　　　について

要　旨：（本誌2002年10月号P．／5参照）

10月31日

宛先：扇国土交通大臣、石原行政改革担当・

　　　　規制改革担当大臣

件　名　海運関係分野の規制緩和の一層の推進

　　　　についてのお願い

要　旨：（P．16海運ニュース内外情報参照）

　　　国際会議の予定（12月）

国際海事機関（IMO）第76回海上安全委員会

（MSC76）

　　12月2日～13日　　　ロンドン

国際海事機関（IMO）第5回海上人命安全条約

締約国会議（SOIAS　CONF．5）

　　12月9日～13日　　ロンドン

10月24日

宛先：扇国土交通大臣

件　名：米国西岸の港湾労使紛争問題について

要　旨：（P．15海運ニュース内外情報参照）
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1．わが国貿易額の推移　　　　　　　　（単位 10億円）

輸　出 輸　入
前年比貰年同期比（％）

年　月
（FOB） （CIF＞

入〔▲｝出超

輸　出 輸　入

1985
41，956 31，085 10，870 4．0 ▲　　3．8

1990
41，457 33，855 7，601 9．6 16．8

1995 41，530 31，548 9，982 2．6 12．3

1999 47，547 35，268 12，279 △　　6，1 △　　3．8

2000 51，654 40，938 10，715 8．6 16．1

2GQ1
48，979 42，415 6，563 ▲　　5．2 3．6

2001年9月 4，162 3，119 1，043 ▲　　11．0 △　　7．9

10 4，073 3，612
461

▲　　9．0 ▲　　4．6

11
3，889 3β97

492 ▲　　9，2 ▲　　7，9

12 3，961 3，301
659

▲　14，5 ▲　13．4

2002年1月 3，559 3β75
184 ▲　　1．8 ▲　　9．3

2 4，021 3，235
786

▲　　4．2 ▲　　2．5

3 4，ア73 3，506 王，266 ▲　　3，0 ▲　12，6
4

4，402 3，567
835

1．7 ▲　　2．8

5
4，152 3，534

618
8．8 ▲　　5，5

6
4，430 3，208 1，222 7．1 ▲　　5．1

7
4，397 3，647

750 8．9 0．7

8 4，σ68 3，426
642 6．2 ▲　　2．7

9
4，450 3，396 Lo54 6．9 8．8

（注）　財務省貿易統計による。

3，不定期船自由市場の成約状況

2，対米ドル円相場の推移（銀行間直物相場）

年　月 醐）平均 最’高値 最安値

1990
144．81 124．．30 160．10

1995 94．06 80．30 104．25
1997

121．QO 111．35 131．25
1998

i30．89 U4，25 147．00
1999 1／3．91 111．28 l16．40
2000 107．77 102．50 114．90
2001

122．10 113．85 131．69

2001年10月 121．32 1］9．65 123．10
11

122．33 120．24 124．33
12

工27．32 123．65 131．69

2002年1月 132．66 130．75 134．69
2

133．53 132．46 134．46
3

131．15 127．82 133．61
4

／31．01 127．97 133．28
5

／26．39 123．96 128．88
6

123．44 119．22 125．67
7

118．08 115．92 120．56
8

119．03 116．91 120．82
9

120．49 117．48 123．44
1D

123．88 121．88 125．32

（単位千M，〆T）

区分 航 海 罵 船

定期 用船

△
シングル

（品　目 別 内　訳）

年次

口　計 連続航海
航　　海

穀物 石炭 鉱石 スクラップ 砂糖 肥料 その他 TΦ Per｛od

1995
172，642 4，911 167，731 48，775 52β71 57，261 王，526 1，941 5，054

803
154，802 49，051

1997
195，996 2，663 193，333 46，792 67，上92 66，551 1，069 3」24 7，312

693
16G，468 43，24G

1998
186，197 1，712 184，621 41，938 69，301 64，994

836
3，800 2，499 1，280 136，972 24，700

1999 14工，321 1β04 150，481 30，686 56，184 57β09
235

3，274 1，709 1，082 149，734 39，581

2QOO
146，643 2，182 92，0S9 26，147 46，549 67，431

198
2，185

182
1，551 17G，032 45，021

200／ 153，824 3，063 135，910 16，789 52，324 72，177
472

3，102
978 914

150，154 38，455

2GG2　2 12，782
120 ／2，662 1，420 4，095 5，996 ／11 754 256 30

15，434 5，893

3
9β80

60
9，320 1，576 3，350 4，106

0 268 20 0
15，862 5，236

4 13，261
0

13，261 1，897 3β26 7，410
55 415 125 33 12，945 4，545

5
12，510

240 1．2，270 1，881 4，354 5，528
55 360 82 o

12，726 3，060

6
12，859

305 12，554 1，829 3，389 6，598
3D 647 1 60 9，511 1，940

7
9，787 0 9，787

980
2β23 5，858

35 507 84 0
12，628 2，479

8
12，392

o
12，392 L282 4，065 6，192

34 709 110 0
18，213 2，624

9
7，927

0
7，927

547
3，832 3，065

28 372 27 56 20，061 3，862

10
13，19／

13 13，178 1，065 3，926 7，278
40 741

．　128
0

18，724 4，796

（注）①．マリタ．イム・リサーチ社資料による。②品目別はシングルものの合計。③年別は暦年。
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　　‘D

　　日5150

　　3D

　　25

コ00

　　2D

　　15
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穀物〔ガル7／口本・北米西岸／口本・ガル7／西欧）

ガルフ／日本

）＼・
’
＼
1
＼

　　／

’
、
＼
　
＼
　
、

、

　　 ＼ガルフ／西欧 北米西岸／日本

旧9フ〔牢｝ 199B 1999
a口oo

2001 2DO2

怯
鱒
距
冊
ゐ
m
旧
旧

5
0

4．原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）

ペルシャ湾／日本 ペルシャ湾／欧米
月次 20QO 2001 2002 200Q 2001 2002

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高 最低 最高　　最低 最高 最低

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2

65．00　48．00
U5．00　54．00
W2．50　62．00
X5．00　78．00

P11．25　93．75
P12．50　96．50

t2，50　98．00
P52．50　112．50

P50．00128．00
P65．00　113，50

P77，50　164．50

P60，00　140．00

1／8．00　80，00

X2．50　86，00
P03．00　88，75　　　　－

V5．00　57．OD
S1．50　38，50

T5．00　43．50
U3．15　39．00
X2．00　57，50
W5，00　4．0，00

S1．00　33．50
S0．50　36．00

50，00　34．75

S2，50　37．50
R7．OD　32．00
Q9．50　28．00
U2．OO　39，50
R5，00　29．50

T0．00　32，50
@　35．00
S5，DO　34．00
X9，75　40．50

50．00

T5．00
V0．00

W5．00

X2．00
X5．00

P00．00

P20．00
P32．50

P30．00

P75．00

P42．50

40．00

S5．00

T5．00

U4．00

V5．00
WD．00

W2．50

X0．00

P05．00

P05．00

P25．00
P25．00

100．50　82，50
X2．50　70．00
X0，00　70．00
W5．00　70．00
U3．50　52，50
S0，00　35．OD

T5．00　42，50
T7．50　38，50
W2．50　50．OO
V0．00　37．50
R5．00　32．OD
S0．00　35，00

40．OO

S0．00
S0．OO

R1．00
S．8．75

S2．50

R8．75

R2．50
S2．50

U8．50

35．00
R6．25

R0．00

Q7．50

R3．00
R1．00

Q9．50
Q8．00

Q8．00

S2．50

（注） ①日本郵船調査グ．ループ資料による。

烽ﾌ。 ④グラフの値はいずれも最高値。
②．単位はワールドスケールレート。 ③．いずれも20万D〆W 以上の船舶に よる

5．穀物（ガルフ／日本・北米西岸／日本・ガルフ／西欧） （単位　　ドル／トン）

ガルフ／日本 北米西岸／日本 ガルフ／西欧
月次 2001 2002 2001 2002 2001 2002

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低

1
2
3
4
5
6
　
7
8
9
1
0
／
1
1
2

22．50　21．50
Q2．25　21．00
Q2．80　22，70
Q2．25　21．5D
@　24．00
@　23，25

P9．50　18．75
P8．90　17．75
P8．60　17．50
P8．35　17．50
P7．25　16，75
P7．25　15，8D

18．85　17．20
P8，60　16．80
P9．90　18．40
Q2．00　20．00
Q2．00　20．90
P9，25　17．95

P8．90　17．60　　　　

@　23．95
Q4，60　24．00

　　　＝

@　　＝
P4，10　13．5D　　　一

@　　一
@　11．00

@　　＝

@　　＝

　　10，75

@　11．00

@　　＝
@　12．25　　　－

P1．90　11．25
@　　＝　　　一

　　　一
@　12，00

@　　二

P8，00　14．60
P8．00　17．00

@　　－
@　12．25

@　　＝

@　10．35
W．60　　8．50

9．15　　8，88
X，25　　8．OO　　　－

P7．00　15，00
@　13．07
P1．35　10．75

@　　＝

@　　＝

（注）①日本郵船調査グループ資料による。

@　　③グラフの値はいずれも最高値。
②いずれも5万DAV以上8万D／W未満の船舶によるもの。
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6．石炭（ハンプトンローズ／日本）・鉄鉱石（ツバロン／日本・ツバロン／西欧）　（単位　ドル／トン）

ハンプトンローズ／日本（石炭） ッバロン〆日本（鉄鉱石） ツバロン／西欧（鉄鉱石）

月次 2001 2002 2001 2002 2001 2002

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低
1

一 一 一 一 8．45　　7．20 6．30　　4．40
2

一 一 　 S．5G 8．GG　　6．35 5．15　　4．50
3

一 一 　 一 7．50　　5．85 一4
　 一 一　 一 6．85　　5．75 5．50

5
一 一 　 一 12．10 6．85　　4．60

6
一 一． 　 －一 6．65　　6．05 4．75　　4．60

7
一 一 9．2D 一 5．89　　4．50 4．45

8
一 一 　 一 4．40　　4．25 7．90

9

一 『L 5．40 一 一 9．25　　8．90
10

『 一 　 　． 『 6．15
1】

『 　 4．85
12

一 　 4．30

（注）①日本郵船調査グループ資料による。
　　　③グラフの値はいずれも．最高値。

②．いずれも8万D／W以上ユ5万D！W未満の船舶によるもの、，

．）・．

7，タンカー運賃指数

タ ン カ 一　　運 賃 指 数
月次 2000 2001 2002

VLCC
中型 小型lH・D H・C VLCC 中型 小型 H・D H・C

VLCC 中型 小型 H・D H・C
1
2

48．0
T3．3

92．8
P07．8

126．2
P41．1

145．9
P54．3

148．4
P69．9

151．8
P17．2

217．3
Q05．8

346．3
Q30．5

277．4
R22．9

371．0
S00．2

39．9 86．9 126．／ 165．3 148．1
3

58．3 115．7 工63．7 167．3 189．4 86．7 158．4 238．9 294．7 347．8 39．4 85．6 115．8 158．8 1．49．9
4
一
〇

69．6
W1．4

134．9
D126．9

195．7
P77．4

．L85．6

P87．0
196．8
Q05．3

94．ユ

W1．4
171．3
P60．3

272．0
P90．5

299．Q
Q95．7

264．4
Q62．7

36．0
R6．4

91．3
P05．4

116．6
P43．9

164．2
P94．2

148．5
P78．86 95．8 135．6 174．1 194．3 210．0 60．7 132．3 182．8 242．2 264．1 49．9 89．9 159．1 204．．0 177．1

7
100．9 〕53．1 244．9 261．3 215．1 52．2 114．2 130．1 223．6 213．8 40．1 96．8 130．2 200．8 15S．08
105．5 196．5 265．5 243．4 233．9 50．8 111．．3 148．0 204．．3 208．2 44．6 83．3 131．5 166．8 171．39
128．6 190．9 269．2 229．5 254．6 73．7 110．7 153．6 210．0 187．1 35．6 83．9 109．6 158．3 178．010 ．136．2 165．1 194．1 217．3 264．9 44．／ 98．4 ．136．1 162．8 191．6l1

P2
134．3
P6σ．1

204．7
Q09．8

267．0
Q64．6

240．9
Q72．0

257．8
Q83．／

39．4 94．0 128．1 140．8 149．3

平均 97．6 ユ52．8 206．9 208．2 219．1 77．4 143．1 196．1 24Q．Ol 260．0
（注） ①ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シ．ジプマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナルは

ロ．イズ・オブ・ロンドンプレスと1987年ll月に合併）②タンカー運賃はワールドスケールレート。③タンカー運賃指数

の5区分については、以下のとお．り　④VLCC：15万トン以」二◎中型：7万～15万トン　◎小型；3万～7万トン
elH・Dニハンディ・ダーティ：3万50DOトン未満　＄H・C＝ハンディ・クリーン＝全船型。
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8，貨物船用船料指数

月次 貨物船航海用船料指数 貨物船定期用船料指数1997 1998 1999 2000 2001 2002 1997
1998　　1999 2000 2001 2QO2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2

209．0
P97．0

H99．0

P97．0

P90．O

P84．0

P83．0
P96．O

P90．0

P91．0

P89．0
P86．0

189．0
P86．O
P7LO
P73．0
P73．0
P75．0

P67．0
P65．0

P64．0

P65．0

P70．0

P68．0

166．0

P70．0

P69．O

P72．0

P73．0

P76．O

P79．0

P78．0

P85．0
P85．O

P95．0

P92．0

190．0
P91．0
P90．0
P．91．0

P93．0
Q02．0

Q02．0

Q03．0
Q06．0
Q07．0
Q06．0

Q00．0

193．0

P98．0

P95．0

Q00．0
Q06．0

Q05．0

Q04．0

P92．0

P93．0

P95．0
P．95．0

H95．0

195．0

P99．0

P99．0

P99．0

Q07．0

Q02．0

@　　－
Q01．0
Q04．0

347．0
R32．0
R41．0
R54．0
R42．0

R26．0

R38．0

R30．0
R27．0
R16．0
Q90．0
Q94．．0

277．0

Q54．0
Q60．0
Q62．Q
Q62．0

Q92．0

Q66．0
Q10．0

Q08．0
Q22．0
Q31．0
Q32．0

231．0

Q29．0
Q19．0
Q21．0
Q38．0

Q38．0

Q26．0
Q33．0

Q38．0
Q41．0
Q54．0
Q37．0

222．0

Q31．0
Q31．0
Q46．0
Q52．0
Q5LO

Q64．0
Q67．Q

Q71．0
Q90．0
Q78．0
Q67．0

264．0
Q67．0

Q60．0
Q58．0
Q62．0
Q72．0

Q67．0
Q53．0
Q48．0

Q49．D
Q27．0
Q31．0

227．0
Q32．0
Q23．0

Q59．0
Q29．0
Q44．0

@　　－
Q40．0
Q44．0

平均 192．6 172．1 178．3 198．4 197．5 328．1 245．5 233．7 255．8 254．8
（注）①ロイズ・オブ・ロンドンプレス発
@　　　　　　　ズ・オブ・ロ

@　　　1971＝100u

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナルはロイ　　　　ンドンプレスと1987年11月に合併）②航海用船料指数は1965．7～1966．6弓100定期用船料指数は

〔
9．係船船腹量の推移

2000 2001 2002
月次 貨物船 タンカー 貨物船 タンカー 貨物船 タンカー

隻数千G／T千D／W 隻数千Gπ千DハV 隻数千G／T千DハV 隻数千GIT．千D！W 隻：数千G！T千DハV 隻数千G／T千D／W

1
2
3
4
5
6
　
　
7
8
9
1
0
1
1
1
2

333　3，252　4，134

R13　2，984　3，758

R10　　2，949　3，680

R12　　2，921　3，599

R05　　2，773　3，381

Q99　　2，690　3，269

Q91　　2，630　　3，225

Q86　　2，622　3，224

Q80　　2，569　3，183

Q92　　2，618　　3，185

Q89　2，574　3，135

Q71　　2，429　2，914

461，2652，292
S61，1922，22／
S61，1922，221
S61，1722，257
S3　9／41，698
S21，1272，194

S1　8651，639
S0　8131，552
S0　　　　813　　1，552

S41，1402，201
S2　8771，644
S0　7791，471

265　　2，354　　2，775

Q59　　2，194　　2，497

Q58　　2，174　　2，489

Q56　　2，127　　2，463

Q47　　2，063　　2，379

Q43　　2，031　2，341

Q36　　1，837　　2，173

Q48　　1，818　　2，106

Q43　　1，745　　2，032

Q37　　1，682　　1，965

Q38　　1，722　　1，996

Q43　　1，820　　2，147

41　7841，477
R9　739／，382
S0　9711，883
R9　6471，203
R8　6451，199
R7　6441，196

R7　6441，196
R5　6191，154
R8　8681，667
R7　8631，661
R8　8541，681
S11，0542，083

242　1，754　1，966

Q32　　1，714　　1，899

Q29　　1，728　　1，887

Q38　1，896　2，061

Q30　1，763　1，946

Q21　1，742　1，936

Q22　　1，678　　1，874

Q23　　1，667　　1，861

Q29　　1，727　　1，927

40　7921，528
S0　6661，259
S0　6881，305
S2　6921，310
S1　6351，199
S2　6371，202

S3　8321，657
S71，4753，004
S71，5503，155

（注） ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・マンスリーリスト・オブ・レイドァップベッセルズによる。
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●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　■　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　■　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　■　●　●

海運税制の充実・改善について
　　　　　　　　　　【海運税制キャンペーン】

　当協会では、わが国の海運税制の充実・改善を関係方面に訴えるためのキャンペーンを展開し、各種雑誌に
「船舶の特別償却制度」「トン数標準税制」についての記事広告を掲載してきました。

　11月以降についても下記広告記事をサンデー毎日（11／18、12／1号）、週刊朝日（11／19、11／29号）、週刊東洋経

済（11／18、11／23号）、AERA（W18、11／25号）、Yomiuri　Weekly（11／18、12／1号）、日経ビジネス（11／15、11／18

号）、国土交通〔6月から毎月）、本誌（毎月掲載）の各誌に掲載いたしました。

　また、当協会のホームページ（http＝／www．｝sanet．or．｝p／）でも同様の広告を掲載するとともに、「海運税制に

関するご意見コーナー」を設け、本キャンペーンについてのこ意見・ご感想を募集しています。

●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　■　●　●　●　●　■　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　■　●　●　●　●　■　●　●　●　●　o　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●
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　東欧の共産政権の崩壊と、それに続いたソビ

エト連邦の解体により冷戦構造が終結し，いわ

ゆる資本主義対社会主義の構図が崩れ去って10

年が過ぎている。代わってそれまで抑制されて

きた民族紛争が相次ぎ、当初期待された平和の

配当は見事に裏切られたが、体制のことで言え

ば、資本主義対資本主義とか、アングロサクソ

ン型（米国型）市場主義対欧州大陸型とかの構

図が新たに描写された。感覚的に整理すれば、

前者が効率追求一辺倒の市場主義で、後者が市

場を肯定しつつそれに対するアンチテーゼを含

んだものということになるのであろうか，

　経済スコアで評価すれば、市場にも欠陥があ

ることを最後に露呈してしまったものの米国型

経済に軍配が上がるのだろう。

　縮小気味の日本や、やはり構造問題を抱える

欧州などが弱いことも相侯って、二極でも多極

でもない、正しく米国一極の状況となった（注

：中国やアジア各国は勢いはあってもまだ小さ

い〉。これが国際政治のパワーにも影響し、イラ

ク問題であれ、北朝鮮問題であれ、個別に関係

各国との調整や駆け引き等はあるもののやはり

米国の指導力が目に付く。

　いろいろな思考、文化、ルールなど、直接に

間接にやはりパワーのあるところの影響を受け

る。各所で同じ影響を受け共通項が出来てくれ

ば、それもグローバリゼーションの一形態と言

44⑬せんきょうN卯2002

える。そしてパワーがその形成の源泉であれば、

形式的にはどうであれ、実質的にはユニラテラ

ル、少なくてもその側面を含むものと言えよう。

　安全保障の問題は、昨年のテロ事件の一番の

被害者であったこともあり米国が一番キーンに

なっているかと思うが、コンテナ輸送に関する

安全保障策であるCSI（Container　Security　InlUa一

廿ve）も、米国が考案し、必要なところと交渉し、

指導力を発揮して、受け入れさせている。海運

の関わるCSIをひとつの例に、それが国際スタ

ンダードとして広がっていくプロセスを見て、　　＿

上述のようなことを思った次第である。

　　　　　　　　　　　日本郵船株式会社

調査グループ産業調査チーム長兼定期船調査チーム長

　　　　　　　　　　　　　山田　喜之
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日本船主協会環境憲章

環境理念
日本船主協会は、地球・海洋環境保全が最重要課題のひとつであるとの認識に立

ち、海難事故や油濁による海洋汚染を防止するため船舶の安全運航を徹底すると

ともに、環境負荷の低減および資源の有効活用を推進します。さらに、海運があら

ゆる産業活動と市民生活を支える物流インフラストラクチャーであることを踏まえ、

環境保全への一層目取り組みを図り、わが国ならびに世界経済の健全な発展に

寄与することに努めます。

行動指針
日本船主協会は、環境保全に関する行動指針を次のとおり定め、環境対策

の推進に努めるとともに会員会社の積極的な環境保全への取り組みを支援

します。

　　地球・海洋環境に関わる国内外の法規の遵守と自主的な環境方針の策定1
，
　　による一層の環境保全

　　船舶の安全運航を確保するための管理システムの構築と徹底、安全運航
2．
　　　に寄与する機器の開発支援と導入促進

　　省エネルギー輸送効率に優れた船舶および設備の採用、船舶の運航に
3．

　　伴う環境負荷の低減、廃棄物の削減と適切な処理

　　海洋汚染事故の原因となるサブスタンダード船排除の積極的な推進と船
4．

　　隠りサイクルの促進

5．　船舶の運航技術の向上と地球・海洋環境保全のための適切な教育・訓練

　　海難事故および大規模災害等に備え、迅速な対応が取れる適切な6
，

　　体制の維持整備促進

　　　　環境保全活動に関する積極的な情報の提供、環境問題への
　7．
　　　　意識向上と顯保全への日脚取り組みの∋螢化　　撫

　　　　環境対策に関わる内外関係機関等との連境の強化および
　8．
　　　　内外フォーラム・会議への積極的な参加と貢献　　　　　．建　　　．厨礁鰭i畿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨意　　　　．、

＼



平成14年］1月20日発行　毎月1回20日発行　No508　昭和47年3月8日第3種郵便物認可h「〆「）、∀奪せんきょう嬉騰∴NOVE〜へBER　2002｝．．，　�q7．凶よ写．ヤー．．嬉診義．曜．．．緊川」�`・タ提供　株式会社商船三井【船名　KOHYQHSAN】DATA船の種類1バルクキャリア（ぱ獺貨物船）竣　　工1200i年6月全　　長＝289M型　　幅；45M総トン数187，49欲載貨重量トンニ172，564t【写真下の船首部分…Ax−Bow〔斧型船首〕】上部船首部分の斧型設計により、波浪の高い場合、船舶が直接受ける波浪抵抗を改善し、船舶推進効率を向上させる。［圏置［1．．、．lLO海事統合条約日本船主協会副会長新租海運株式会社代表取締役社長【】鷲見嘉一1□羅睡謡菰1．E融　⊥　6穿　　　　呪1．バラスト水問題、条約化に向けて一歩前進一国際海事機関（IMO）第48回海洋環境保護委員会（MEPC）の概要一2．日韓両国船主協会の緊密な関係維持を確認一第10回日韓船主協会会談の模様について一3．lLO海事統合条約の採択へ一歩前進一ILO海事統合条約第2回HLTWG会合について一4．アジア船員雇用者グループの積極的な活動に期待を表明一アジア船主フォーラム船員委員会第8回中間会合の模様について一7「　■　　　　　　引「1．港湾の早期正常化を期待一米国西岸港湾労使紛争について一2．海運関係分野の一層の規制緩和を要望一一国交大臣・石原規制改革大臣宛てに19項目を要望一3．税制で国際競争力強化を図る諸外国一欧米諸国の税制改革（税制強化策）について一4，スーパー中枢港湾選定へ一スーパー中枢港湾選定委員会（第一回）の開催について一5，海賊および船舶に対する武装強盗に関する報告　（2002年第3四半期）一国際商業会議所（℃C）国際海事局〔1MB）編集一社会科教材用ビデオ「海運の工夫・技術シリーズ」第4作が完成一海の大動脈・内航海運一22150033，　　．ζ藁32　1＝一　一．k続パナマという国川崎汽船株式会社船長（現船員災害防止協会）【】湯川君平34　　　　．II錨’・三洋海運�渇c業部営業課長【】岩田一彦36海運日誌（10月）37船留だより　　　38海運統計編集後記9434囲み記事・パンフレット「SHIPPING　NOW2002E］本の海運」の刊行について　29・覚ぜい斉1」の密輸入で貨物の擬装がより巧妙に　　　　　　　　　31（、．．へ［1−ーー難…螺黙灘欝灘霧頭　吾＆ミ・凱一‘照い皿一�`黒…・“’・“｛“μ一　心．｝．獄こ・・凝一晶瓶　蝋こ瓢謙　』島9『駆…寸h糠−……’慧A、暴論事解岬山繍土呂鷲見嘉一、＿こ、．ζぐ．しこご．．一一＿＿、、帖．．義．一繋＿．藍旭皿叫、．．＿、�ok．帖‘．一灘江．＿、Lw隔wモr＿＿』．L．＿頴．、餌r、占誕．　1LO（国際労働機関）の海事関係条約を統合し一つの新しい条約にしょうとする大作業が始まっている。　lLDは、官、労、使により構成される国際機関で、1919年に設立以来、1996年までの77年間に海事関係だけで69の条約・勧告などを採択しており、具体的には、これら、既存の条約等の中で有効と思われる30の条約、1の議定書、23の勧告を一纒めにし、現在の社会情勢に対応した新たな条約を作ろうというものである。　これは、海上安全、海洋環境に加えて、海難事故の原因の相当部分がヒューマンファクターにあるといわれているところがら、船員労働問題についても新たな国際的に統一された枠組みを構築する必要があるとの認識の下、船員の資格についてはSTCW条約で対応したが、こうした安全・環境・船員資格などIMO（国際海事機関）マターに、更に労働時問、船内居住条件などILOマターも力口えた新たな国際秩序を形成しようという試みである。　言葉を換えて言えば、現在、IMOのSOLAS条約、MARPOL条約、　STOW条約は世界の大多数の国によって批准されているが、同様にこの統合条約が広く世界の国々で批准され、ポートステートコントロール等により実効性も担保できるものにしようというもので、既に1976年・轡に採択された包括的条約であるILQ147号条約（商船の最低基準に関する条約）で統合について一部前例をみているものを全てに広げようとするものである。　他方、IMO関係の条約は、安全や環境にかかる技術的基準を統一的に決めようとするもので、統一されることにさぽど抵抗がない事項を扱っているが、ILO条約は、労働条件、雇用条件など、当該国の経済や、生活水準、文化と密接にかかわり、国ことに異なる政策対応を含む問題を扱うため、先ずは国の主権は尊重されるべきであろう。その上で統一化に向けた各国の合意形成となれば、技術的基準の統一にはない困難を伴うことも容易に想像できる。従って、批准促進のためには全体を強制批准するのではなく、選択批准や実質的同等性の導入などのフレキシビリティーを大幅に認めることも必要となろう。　グ［コーパル化した海運界で安全、環境のみならず船員労働面についてもISO、　PSC体制のような新しいメカニズムで担保される国際的な秩序作りの試みが2005年の条約採択に向けて着実に進捗するとみられている。　21世紀の海運界のチャレンジとして来年が最大の］」場になると予想されるので、当協会も日本船主の立場をしっかり主張するため、この作業に積極的に関与していかなければならない。せんぎょうNoひ2002懸1閥EWSNEW5・EW5駐W＄羅轡馨諜轡驚ミ・1．驚国際会議レポートバラスト水問題、条約化に向けて一歩前進　　国際海事機関（IMO）第48回海洋環境保護委員会（MEPC）の概要　国際海事機関（IMO）のバラスト水管理条約策定の中間会合および第48回海洋環境保護委員会（MEPC48）が9月30日から10月11日まで間、ロンドンのIMO本部で開催された。　2003年採択予定のバラスト水管理条約は、バラスト水の処理方法やバラスト水の交換海域など条約の一部が審議され採択に向けての前進がうかがえたものの重要な部分についての審議は不十分な状況にある。　一方、今年6月に開催された第7回IMOばら積液体・ガス小委員会（BLG　7）（本誌2002年7月号P．15参照）で最終的な決着がつかなかった有害液体物質の汚染分類の見直しは今回も結論に至らず、来年6月に開催予定のMEPC49に持ち越されることとなった。その他、船舶の解撤問題等が主要議題として審議された。1，バラスト水管理条約〔の　審議の内容　今年3月に開催されたMEPC47では、バラスト水中に含まれるどのような水生生物を規制の対象にするかの議論で大半の時間が費やされ、バラスト水の処理基準、バラスト水の交換海域などは十分に審議されなかった（本誌2002年4月号P．2参照）。しかし、採択目標の2003年秋まで一年を切ったこともあり、今回の中間会合およびMEPC48では、バラスト水管理の条約策定に向けて、以下の点が審議されたが、いずれも最終的な結論を得るには至らなかった。i＞バラスト水の処理方法　　現在のバラスト水の処理方法は、洋上での　バラスト水交換が大半を占めている。一．・方で　多くの研究機関がバラスト水中に含まれる水　生生物を機械的に不活性化するなどの処理装　置を開発中である。そのようなバラスト水交　換と機械的処理を併せて〔表一1〕に示す4　種類の処理方法が認識された。ii）船舶の分類と適用される処理方法　　バラスト水の処理装置が開発段階であるこ　とから、船舶を建造された時期別に分類し、2§ぜんきよう1Vo〃2002へ．へ）．〔表一1〕〔表一2〕abCd処理方法バラスト水交換（シーケンシャル方式）バラスト水交換（フロースルー方式）処理装置による処理（短期的バラスト水管理基準に基づく〉処理装置による処理（長期的バラスト水管理基準に基づく）処理方法の詳細タンク毎にバラスト水を容量の95％交換する方法バラスト水が逃水してあるタンクに、更にポンピングにより3倍量の海水を送水しマンホール等より溢水させ、港内で張水したバラスト水を入れ替える方式処理装置によD水中生物を殺滅、不活性化させる。短期的に研究開発が可能なレベルを考慮して水生生物の大きさ、バラスト水中に含まれる濃度を処理の基準の対象とし、詳細は今後検討される処理装置によD水中生物を殺滅、不活性化させる。水生生物の大きさ、バラスト水中に含まれる濃度の処理基準は短期的基準よD厳しいものとなる各船ごとに処理方法が検討された。〔表一2〕　　その結果、既に就航している船舶（現存船）に対してはバラスト水を洋上で交換すること、これから建造される船舶（新船〉に対しては、建造される時期ごとに処理装置を段階的に装備して処理することを基本にバラスト水を処理することとされた。　　例えば、条約が2004年に発効した場合、2008年に建造される船舶は「中間的な船舶」に分類され、バラスト水の処理方法は〔表一1〕のa、bに示されるバラスト水交換、または　dの処理装置による処理が求められる。（表一　2参照）　　一方、2015年以降、または条約発効から5年後以降に建造される船舶には処理装置によ　る処理が規定され、バラスト水の交換による処理は認めうれなくなるなどの手法である。　　新船の場合には、バラスト水の処理装置を設置して処理しなければならないとされたが、処理装置の性能、バラスト水交換の実施の確　実性を考慮して処理方法は船主が選択できる　こととすべきであり今後議論の必要がある。iii）バラスト水交換海域　　バラスト水を交換する場合、船主、運航者船舶の分類建　造　時　期〔表一1〕に示す?摯�法新　　船2015年以降、または条約発効か轤T年後以降に建造される船舶d中間的なD　　舶2DD5年以降、または条約発効か轤P年後以降に建造される船舶a、b、　dｩら選択現存船新船、中間的な船舶以外の船舶a、b、　c、　dｩら選択｝の立場を考．沖すると、特定の海域ではなく、あらゆる海域で交換が行える方が実効的である。しかし、日本で1張毒したバラスト水を寄港地の近海で交換したのでは水生生物の移動の防止には繋がらない。その為にバラスト水　を交換する海域を限定する必要がある。　　日本はバラスト水の交換は、あらゆる陸岸から200海里以上離れた海域で行う事を前提と　し、荒天などで200海里以上離れた海域での交換が不可能な場合は200海里内の海域での交換　を認める提案を行った。しかし、200海里以内　の海域で交換を行うことはバラスト水に含ま　れる水生生物の移動を最小限に留めることが　出来ないという理由で米国をはじめ各国が反　対し、陸岸から200海里以上離れた海域でバラ　スト水交換を行うという意見が主流を占めた。　　また、200海塁以遠の海域で交換が不可能な　場合には200海里以内でも陸岸から50海里、12　海里など一定の距離を隔てた海域でバラスト水の交換を行うなどの要件が検討された。iv）地域規制　　バラスト水管理条約は、各国ごとの規制の　乱立を防ぎ、統一的な規制が行われることが　目的の一つである。しかし、米国を中心に条　約の規制に加え、沿岸国の海洋環境を保護す　るという理由で独自に地域規制を策定する提　案がなされた。この提案に豪州等の諸国が賛　同し、多勢に押し切られる形で大筋が合意さ　れたが地域規制を導入する場合に満たさなけせんきょうNの2002麟3NEWSNEWsB『EWS羅糀襲懸ii毛1蒸ミればならない条件などを検討する必要がある。v）PSCの方法（Samplingの実施について）　寄港国には、船舶が条約を遵守しているか　どうかを検査するPort　State　Control（PSC）と　呼ばれる権限がある。バラスト水管理条約に　もPSCの条項が盛り込まれており、その方法　が検討された。条約案ではPSCの方法は、承　認されたバラスト水の処理装置の設置、その　運転の記録、バラスト水交換の記録類の検査　に加えバラスト水の成分を分析し（Sampling）、　船舶が適切な処理を実施したかを確かめるこ　との是非が審議された。　　日本のほか数力国が、Samplingをしたバラ　スト水の分析手法が確立されていないため、　一方的に判定される別れがありPSCの手法と　して妥当ではないと指摘した。それに対しブ　ラジル、米国等が処理基準を満足していない　バラスト水を港内で排出することは本条約の　主旨に反すると主張し、次回の会合で引き続　き審議することとなった。〔2｝船舶運航面からの検討事項　今回の中間会合およびMEPC48では条約の一．・部分が検討されたに過ぎず数多くの検討事項が残っている。条約が商船の通常の運航を妨げず、実効的な内容となるために次のような事項に対し更に検討する必要性が認識され、今後引き続き検討されることとなった。i）バラスト水交換に関する船舶の遅延　　バラスト水交換のために予定の航路から大　きく迂回したり、停船が必要となることが懸　念される。これに対し、国際海運会議所（ICS）　がバラスト水交換のために通常の運航が妨げ　られるのは実効的ではない旨を発言し、迂回　等をしてまでも交換の必要がない旨の条項が　起草された。iDバラスト水処理免除規定　　日本や韓国の問を航行するような船舶に対　しては、処理に要する時間を考慮しバラスト　水処理の免除規定が必要である。これに関し　て、ICSから600〜1000海里以下の航海（東京　湾から沖縄および台湾付近までの距離に相当）　に従事する船舶にはバラスト水の処理を免除　するなどの免除規定が必要との意見が出され　た。　　また、海洋環境がほぼ同じでバラスト水国　理の必要がないと思われる海域（地中海、東　シナ海、北海等）を検討する提案がノルウェ　一から提出されていた。　　いずれも深く審議する時間が無く次回の会　合にて検討されることとなった。iii）未処理バラスト水の排出　　バラスト水交換、装置による処理などバラ　スト水の処理が規定されても、荒天や処理装　置の故障などの不可抗力により、バラスト水　の処理が出来ない場合が予想される。そのよ　うな場合、未処理のバラスト水を港内で排出　することが認められるべきであるが、悪用防　止にも留意した規定の検討が必要である。iv）ガイドラインの検討　　バラスト水の交換を安全に実施するための　指針などのガイドラインが必要である。その　構成について検討がなされたが、時間的な制　約によりガイドラインに盛り込む内容が審議　されたにとどまり、ICSを中心に今後さらに検　討が行われることとなった。（3）条約採択に向けての今後の展望　前回のMEPC47では、バラスト水の交換水域の検討など重要な部分の検討がされず2003年の条約採択を危ぶむ声も聞かれた。しかし、今回の中間会合およびMEPC48ではバラスト水の処4奪せんきょうN卯2002　　理基準やバラスト交換を行う水域の検討など、　　　条約の骨子となる部分が検討され、わずかなが　　　ら条約策定に向けての前進がうかがえた。　　　　しかし、航海距離が短い場合のバラスト水蜜　　　理の免除規定や未処理のバラスト水の港内での　　　排出の是非など船主、運航者にとって重要なポ　　　イントの検討はほとんど行われていない。　　　　条約の姿がおぼろげながら見えてきた感があ　　　るが、最も重要かつルール作りが困難な部分の　　　大半が検討されていない。また、採択目標の2QQ3　　　年まで残された時間が少なくなってきたことか一　　ら、条約の体裁を整えることを優先する懸念が　　　ある。　　　　また、会合へは船主、運航者の立場で条約の　　　内容を検討する参加者が少ないのが現状である　　　が、当1協会はバラスト水の管理が円滑に実行さ　　　れ水生生物の移動のリスクを最小限にするもの　　　となるよう引き続き積極的に船主意見を反映し　　　ていくこととしている。2．有害液体物質の汚染分類の見直し（1｝IBCコードの汚染分類　パラフィン、ベンゼンなどの化学薬品（有害液体物質）は「危険化学薬品の撤積運送のための船舶構造及び設備に関する国際規則」（IBC　Code）上で、その物質の毒性、水溶性、凝固性などの数種類の特性を指標とし評価が行われ、それぞれの評価結果を総合して汚染分類が「A」、「B」、「C」、「D」、「無害」の5段階に分類されている。また、汚染分類毎に有害液体物質を排出できる海域、濃度などの条件がMARPOL条約附属書1に定められている。　国連の海洋汚染専門家会議（GESAMP）は有害液体物質の毒性等の再評価を継続的に行ってきたが、再評価が最終段階に至ったことを機会に汚染分類を現行の5分類から「X」、「Y」、「Z」と区分する3分類などの新たな分類方法に見直すかが検討されてきた。〔2〕汚染分類変更の問題点　今年6月に開催された第7回　ばら積み液体及びガス小委員会（BLG　7）では、汚染物質の分類方法について日本や米国等が支持する現行の「A」、「B」、「C」、「D」、「無害」の5分類方式から、オランダ等の欧州諸国が支持する「X」、「Y」．、「Z」の3分類方式に見直すことの是非が審議された。　わが国は、�@現行の5分類方式で運用上の不便さがないこと、�A3分類方式に汚染分類が変更された場合、一部の有害液体物質の洗浄水の排出要件が緩和され、海洋環境保護の概念に反するという理由から現行5分類方式を主張した。　一方、オランダなどは3分類方式を支持する理由として、�@5分類方式より3分類方式は分類方式が簡潔であること�A5分類方式では無害と評価される有害液体物質が存在するがそもそも有害液体物質に無害という概念はない、などを挙げ検討されたが、最終決定に至らず今回のMEPC48に持ち越された。（本誌2002年7月号P．15参照）〔3）審議の模様　今回のMEPC48では5分類を支持する日本、東南アジア諸国と、3分類を支持する欧州諸国の問で5分類方式の「無害」の区分の扱いを巡り意見が分かれた。現行規定で「無害」に区分される物質を積んだ後のタンク洗浄水の排出は制限されていない。東京湾、瀬戸内海の中で有害液体物質の輸送を行っている小型ケミカルタンカーは、3分類方式が採用されると…旦湾外に出て洗浄水を排出することとなり運航に大きな影響が出る。このような理由を基に日本、東南せんきょうNoり200205h測EW5闘EWsl鼓1Ewsr『駐轡§　謹轡蕊　欝》欝アジア諸国は「無害」の区分を残す5分類を支持した。　これに対し、欧州諸国は「無害」と区分される物質はタンク内の残留物の量が1タンクあたり100リットル以下にしなければならない等の規定がかからないことから、その物質が大量に排出されれば海岸等を汚すことになるため12海里以遠での排出、あるいは陸上受け入れ施設への陸揚げを主張し議論が紛糾した。�求@汚染分類の見直し妥協案　日本は「無害」物質の区分を残す一方、北海、バルト海、地中海などの特定の海域において糖蜜等の現行「無害」と区分されている物質のタンク洗浄水にも1タンクあたり100リットルの排出規制などを課し、欧州諸国が懸念する海洋汚染の防止を狙った妥協案を提案した。（表一3）この妥協案に欧州諸国はある程度の理解を示したものの、日本が提案した妥協案の「Z」に属する物質の中でその毒性等から「Y」類に分類されるべきものがあるという理由で合意には至らず、今後さらに来年3月に開催の小委員会、6月の海洋環境保護委員会に結論が持ち越された。〔5）今後の問題点　現行の汚染分類の「無害」の区分がなくなる〔表一3〕現行の区分AB　　　CD無害XYZ無害妥　5分類支持派ｦ案　3分類支持派XYZと、内航ケミカルタンカーの運航面で、タンクの洗浄水を湾外に出て排出しなければならず、大きな影響が出ることが予想される。日本では大型ケミカルタンカーが着桟出来るバースが少なく、ケミカル類を輸入する場合の多くは、外航の大型ケミカルタンカーで横浜、神戸まで輸送し錨地にて小型のケミカルタンカーに積荷を積み替えて日本各地へ輸送している。（日本では横浜、神戸の錨地でのみケミカル類の他船への積み替えが許可されている）　同様に日本各地から運ばれたケミカル類は横浜、神戸で大型ケミカルタンカーに積み替えられ輸出される。よって内航の小型ケミカルタンカーへの運航影響は、外航のケミカルタンカーの運航にも影響を及ぼす恐れがある。　長期的に安定したルールがケミカル類の安定　　＿．輸送には不可欠である。汚染分類の見直しに関する議論が長期化することは、ケミカルタンカーの建造計画、配船計画等に影響を及ぼすことが懸念される。そのような点を考慮し当協会は汚染分類の変更に伴う影響が最小限となり、かつ海洋環境が保護されるように船主の意見を反映していくこととしている。3，シップ・リサイクリング・　　ワーキング・グループ　IMOでは、本年3月のMEPC47において、2003年ll月のIMO総会での採択に向けて、船舶llサイクルに係る技術ガイドラインおよびIMO総会決議案を作成することが合意され、今次会合で設置されたワーキング・グループ（WG＞では、MEPC47後に設置されたコレスポンデンス・グループ（CG）が準備したIMOガイドライン案を中心に検討が行われた。（本誌2002年4月号P．2参照）　IMOガイドライン案は、　ICS、ボルテック国際海運協議会（BIMCO）等から成るIndustly　Work−ing　Groupが作成した行動規範（lndustly　Codeof　Practice）をベースとし、その中で船舶の建造から解撤ヤードへの最終航海までの船舶のライフサイクルを通じた各関係者への奨励策が示さ6§ぜんきょうNoり2002れている。今次WGでは、ガイドライン案の項目毎に検討を行い』、文言の修正等時問を要する場合には、別途休憩時聞中にDra団ng　Group（DG）を設置し、WGに修正文案を提出するという形式がとられた。　ガイドライン中、船主への影響が最も大きいと思われる既存船のインベントリーリストの作成および最終航海前のリサイクル船舶の準備については、わが国より既存船のリストに関し構造・設備機器に含まれる物質の特定が困難であり対応に限界がある旨指摘を行ったところWGの参加者の問では総じてわが国と同じ認識であった。また、船舶の解撤ヤードへの最終航海前の有害物質の除去についても、わが国より最終航海における安全性を担保する観点から、詳細な検討を行う必要がある旨指摘したところ各国の賛同が得られ、結果として解撤ヤードへの最終航海の安全性を確保する必要がある旨の文章がガイドライン案に追加されることとなった。当協会も積極的にDGに参加するなど船主の意見反映に努め、燃料タンクのガスフリーの奨励が削除されるなど一部意見が反映された部分もあった。修正された箇所については、今次WGでは再度確認・検討する時間がなかったことからMEPC48後に設置するCGにて検討を行うこととなった。　また、WGではいくつかの作業を小委員会等に委託することが合意された。船舶に含まれる危険物質のリストの作成については、「設計・設備（Design　and　Equipment）ノ」・委員会」、および「ばら積み・液体・ガス（Bulk，　Liquid　and　Gases）小委員会」に作業を委託することとし、解撤船の最終航海とPSC（Port　State　Control）に係る問題の検証作業を「旗国実施（Flag　States　Implement）小委員会」に委託することとなった。これら小委員会での検討結果はMEPC49　（2003年7月）で審議される予定である。さらに、インドより“船主→ブローカー→キャッシュバイヤー→船舶解撤ヤード”といった解撤売船の流れの中で所有権の移動が不明確になっているとの指摘があり、これについては法的検証が必要なことからMEPC48後に設置するCGで問題点を明確にした上で「IMO法律委員会」に検討を委託することが決定した。　総会決議案については、ガイドライン案が最終的な形にならない限り夏なる進展はないとの意見が多数を占め、議論に多くの時間は費やされず、CGにて再度検討を行っていくこととなった。　今後のスケジュールとしては、来年6月のMEPC49での最終化に向けて、CGにおいてIMOガイドライン案および総会決議案の更なる検討を行う予定である。当協会としても、関係委員会にて協議し、シップリサイクル連絡協議会等の関係者とも相談の上、実行性・実効性のあるガイドラインの策定に向けCGの作業に対し種々意見反映に努めることとしている。　　　　日韓両国船主協会の緊密な関係維持を確認　　　　一三10回日韓船主協会会談の模様について一　題記会談が、2002年10月7日に京都で当協会の主催によって開催された。当協会からは崎長会長はじめ11名が、韓国船協からはHyun会長はじめ9名が出席した。（出席者は資料2参照）　会談では、低迷を続ける海運市況、両国の海運政策・税制の現状、米国テロ事件後の海事保せんぎようN卯2002§7閥EW5縄EWS睡Ws　N羅轡蕊「’蟹轡§、馳’』1．．総安強化策等につき、率直かつ建設的な意見交換が行われ、今後も緊密な関係を維持していくことが確認された。　また、．次回以降の会議日程・開催地について【資料1】は、追って定めるまでオープンにしておくことが合意された。　会談で採択された共同声明は資料1の通りである。　　　　　　　　　　　　　以　上灘10回日韓船主協会会談　　共　同　声　明1．日本船主協会（JSA）と韓国船主協会（KSA）は、2QO2年10月7日、京都で第1G回日韓船主協会会談を開催した。これは2000年の第9回会談（於：韓国・ソウル）に続くもので、友好的な雰囲気の下、率直かつ建設的な意見交換が行われた。会談の出席者は添付の通りであった。2．会談では、両協会の関係を強化することが話し合われたほか、世界海運業界の現状と展望について意見交換が行われた。出席者は、両国海運業界の持続的かつ健全な発展によって高品質な輸送サービスを継続的に提供していくため、相互信頼と協力関係をより強固なものとしていくことを合意　した。3．両協会は、定期船・不定期船・タンカー各部門における現在の市況低迷に強い懸念を表明した。特に、旺盛な荷動きが市況修復につながっていないコンテナ市場の異例な状況が憂慮され、現在の危機的な財政状況を正常化するため、両協会のメンバーが最大限の努力をする必要があることが確　認、された。4．海運政策については、将来のトン数税制導入に向けた検討など最近の状況が報告され、両国海運　業界の国際競争力維持に不可欠なより優れた政策の導入に向け、自国政府への働きかけを継続して　いくことを確認した。5．2001年9月の米国でのテロ事件後に実施もしくは検討中の保安強化策については、最大限の協力　を行う用意があることを認識した。同時に、そうした対策は、円滑かつ効率的な物流の促進に寄与　する方向で策定される必要があり、かつ、追加の費用や義務が海運業界のみに課されるべきではな　い点が強調された。6．皿CW95に基づいて行われる旗国の海技免状裏書発給の遅延問題についても意見交換が行われた。　両協会は、状況は改善したように見受けられるものの、今後も状況注視を継続することに合意した。7．船舶からの温室効果ガス排出やバラスト水管理など環境問題については、より緊密な情報交換と　協力を通じ、取り組みを継続していくことを確認した。8．ITFベンチマークの凍結問題については、例えば「アジア船員雇用者グループ」などの場を通じ、　アジア船主の声を一つにしてより大きな影響力を行使するため、相互の．協力を一層進めることを確　黒した。同グループの準備会合は、20Q2年9月、香港・日本・韓国・シンガポールの船主．協会によ　って開催されている。9．IMOをはじめとする国際機関で検討されているバルクキャリアの安全対策については、過去の事　上例を正確に勘案した効果的な対応が重要であり、特に既存船への対策強化については、合理的か　つ実際的で費用対効果ある対策が必要との理解を得るため、両協会は自国政府との議論を進めるこ　とに含意した。10．船社問協定に対する独禁法適用除外制度については、その役割を再確認し、同制度の重要性につ　いて一層の理解を得るための努力を続けることに合意した。U．両協会は、より一層緊密な関係を維持することを確認し、事務局間の入材交流プログラムを継続　することとした。12．次回の会議日程・開催地については、追って定めるまでオープンにしておくこととした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上（8魯ぜんきょうNoη2002）．【資料2】（日本側）第10回日韓船主協会会談　出席者氏　　　名mame船協役職名iSA　Tltle会　　社　　役　　職　　名@Company　Tit［e焙　　長　　保　　英会　　　　長川崎汽船　社長草　　刈　　隆　　郎畠1」　会　　長日本郵船　社長鈴　木　邦　雄副　　会　　長商船三井　社長松　　永　　宏　　之副　　会　　長新日本石油タンカー　社長鷲　　見　　嘉　　一副　　会　　艮新和海運社長太　　田　　健　　夫常　任　理　事飯野海運　社長福　島　義　章理　　事　　長JSA大　滝　光　一会　長　秘　書川崎汽船　経営企画グルーブ政策担当部長園　田　裕　一国際企画室長JSA山　上　寛　之国際企画室JSA笠　　原　　永　　子国際企画室JSA（韓国側）氏　　　名@Name船協役職名iSA　T「tle会　　社　　役　　職　　名@　　　Company　Titie玄　永　源xung　Won　HYUNChairmanOh臼irman，日yundai　Merohant　Marine　Co、、　Ltd、Doo　Cha∩CHANGSenior　Vioe　ChairmanPresident＆O．　E．0．．　KSS　LIne　Ltd，Jin　Ba［g　LEEVice　Charrman（Rep．）Exeoutive　Vice　President、　Korea　Line　CorporationJin　Won　CHIANGVice　ChairrnanO、E．0．＆President、　Pan　Ocean　Shゆping　Co．、　Ltd．Seun琶Gwon　LEEVlce　ChalrmanPreslder�_t＆C．　E．0．、　SK　Shゆp狛gCo．、　Ltd．Won　Pyo　CHOlVice　ChヨirmanOhief　Senior　Exeout「ve　V．　P，＆C，　E．0、、　Hani「n　Shipping　Co．，　Ltd．Youn　Jae　LEEVioe　ChairmanChairman、　Heung’A　ShipPing　Co、，　Ltd．Chan　Jae　PARKSecretary　GeneralKSABongiee　JOHSeniQr　ManagerKSA　ILO海事統合条約第2回三者構成ハイレベルワーキンググループ会合（HLr−WG）は2002年10月14日から18日の5日間ILO本部（ジュネーブ）にて行われた。この会議には政府代表48力国、船主代表22力国および船員代表28力国総勢約170名が参加し、わが国からは、寺西国土交通省労働環境課長、井出本全日本海員組合長、当．脇会辻本常務理事、赤塚欧州事務局長、井上船員対策室副部長他が出席した。〔D　これまでの経緯　　ILO（国際労働機関）では1920年から96年ま　でに39の海事条約と1議定書、条約に付随すせんきょうハb〃2002��9NEWSNEWS田匿WS酬§齢馨雛『』f馨　る勧告29を採択しているが、条約を批准する　国が少ない等、国際的な実効を伴っていない　のが現状である。こうした状況下、201り1年1　月の第29回合同海事委員会（JMC）（本誌2001　年2月号P．11参照）において未発効もしくは不要となったものを除く30条約、1議定書お　よび23勧告（資料1参照）について統合した　一つの条約・勧告をつくり批准の拡大と実効　のあるものにする方向で労使が合意し．作業　を進めることとなった。その後、昨年12月に　第1回HI∫IWGが開催され、海事統合条約策　定について政府、船主、および船員グループ　で原則的に合意し（本誌2002年1月号P．16参　照〉、次いで今回の会議で具体的な構造造りに　入ったものである。（2）主な審議　　今回、海事統合条約の構成についてはレベ　ルlA雨cles（総則）、レベル2Regulatlons（権　利／原則に係わる法律）、レベル3Code　PartA　（施行細則）およびレベル4CQde　PartB（ガイ　ドライン）との4層構成とすることが確認さ　れた。（レベル1からレベル．3までは強制要件　とし、レベル4は非強制要件とすることで一　応の合意が形成された。（資料2参照）　　また、旗国が自国船に対して、適正な労働　条件および居住条件を満たしているとする証　書の発給は、新条約の執行に有効であるとの　意見が多勢をしめたが、発給の方法や検査な　ど各論についてはまとまっていない。　　新条約の改正手続きについて、Code　Part　A　およびCode　Part　Bについては簡単な改正手続　きで、各国の国会での法改正がなくても出来　るように配慮が必要との意見が多勢をしめた。　適用範囲については、内航や沿岸航海に従事　する船舶に適用するかどうか論議がなされた　が今回合意にいたっていない。　　批准国の拡大については、新条約では詳細　部分についてフレキシブルな対応が必要であ　り、ILO第147号条約で採用された実質的同等　性概念の利用、MARPOL条約のような付属書　の選択的批准などの導入が必要との方向で検　討が進められている。（3＞今後のすすめ方　　2003年2月3日から7日まで開催予定の第　2回サブワーキンググループ会合に先立ち条　約一・次草案およびコメンタリー文書が1月15　日までにILO事務局より配信され、同会合にお　いては草案文書で遣漏している要素はないか、　また批准／実施上の障害となる問題点の特定、　これまでに提案された各種の選択肢のどれを　選ぶかの検討と起草作業への助言および第3回　HLrWGに向けての事務局作成2次草案の作　成作業に必要なガイダンスを行うこととした。　今回の会議ではドラフトとして、予備草案的な文書が配布された。これは、2002年6月開催の第1回サブグループ会合で明らかにされた条約構造案に沿って既存の条約文をベースに規定を並び替えたもので、審議促進のために新条約の構成と内容の実例を掲示するためにつくられたもので、これ自体審議の対象になったわけで　　．一はなかった。　しかし、一年前の第1回HLWTGで海事統合条約は必要との労使見解が初めて政府グループに表明されて今回早くも予備草案が提出されるとは当時は誰も考えていなかったようである。2004年海事準備総会への条約草案上程に向けての進捗は思いのほか早く進んでいるという印象が強い。次回の第2回サブワーキンググループおよび6月の第3回HI∫r−WGでこの海事統合条約の山場を迎えることになりそうで、当協会としてもこれに的確に対応する必要がある。1Q憩せんぎょうNG響2002lLQ海事統合条約の対象となる条約等一覧表条　　約（30）　1920年の最低年齢（海上）条約（第7号）〔1924年批准。第138号条約批准に伴い2000年廃棄〕　1920年の失業補償（海難）条約（第8号）〔1955年批准〕　1920年の海員紹介条約（第9号）〔1922年批准〕　1921年の年少者体格検査（海上）条約（第16号）〔1924年批准〕　1926年の海員の雇入契約条約（第22号）〔1955年批准〕　1926年の海員送還条約（第23号）　1936年の職員海技免状条約（第53号）　1936年の船舶所有者責任（傷病海員）条約（第55号）　1936年の疾病保険（海上）条約（第56号）　1936年の最低年齢（海上）改正条約（第58号）〔1955年批准。第138号条約批准に伴い2000年廃棄〕　1946年の食料及び賄（船舶乗組員）条約（第68号）　1946年の船舶料理士資格証明条約（第69号）〔1975年批准〕　1946年の船員年金条約（第71号）　1946年の健康検査（船員）条約（第73号）〔1955年批准〕　1946年の有能海員証明条約（第74号）　王949年の有給休暇（船員〉条約（第91・号）　1949年の船員設備条約（改正）（第92号）　1958年の船員の身分証明書条約（第108号）　1970年の船員設備（補足規定）条約（第133号）　1970年の災害防止（船員〉条約（第134号）〔1978年批准〕　1976年の雇用継続（船員）条約（第145号）　1976年の船員年次有給休暇条約（第146号）　1976年の商船（最低基準）条約（第147号）〔1983年批准〕　1987年の船員福祉条約（第163号）　1987年の健康の保護及び医療（船員）条約（第164号）　1987年の社会保障（船員）条約（第165号）　1987年の船員送還条約（改正）（第166号）　1996年の労働監督（船員）条約（第178号）　1996年の船員の紹介及び職業紹介条約（第179号）　1996年の船員の労働時間及び定員条約（第180号）：未発効議定書（の　商船における最低基準に関する条約の議定書勧　　告（23）　1920年の国内海員法典勧告（第9号）　1920年の失業保険（海員〉勧告（第10号）　1926年の送還（船長及見習）勧告（第27号＞　1936年の港に於ける海員福利勧告（第48号）　1946年の寝具、食事道具等給与（乗組員）勧告（第78号）せんきょうNoび2002011聴EWS閥EWSN駈WS’一蟹騨§　籔轡§1黙「鷺1958年の船内医療箱勧告（第105号）1958年の海上医療助言勧告（第1G6号）1958年の船員雇入（外国船舶）勧告（第107号）1958年の社会的条件及び安全（船員）勧告（第王08号）1970年の職業訓練（船員）勧告（第137号）1970年の船員厚生勧告（第138号）1970年の船員雇用（技術的発展）勧告（第139号）1970年頃船員設備（空気調節装置）勧告（第140号）1970年の船員設備（騒音規制）勧告（第141号）1970年の災害防止（船員）勧告（第142号）1976年の年少船員の保護勧告（第ユ53号）1976年の二等継続（船員）勧告（第154号）1976年目商船（基準の改善）勧告（第155号）1987年の船員福祉勧告（第173号）1987年の船員送還勧告（第174号）1996年の労働監督（船員）勧告（第185日置1996年の船員の募集及び職業紹介勧告（第186号＞1996年の船員の賃金、労働時間及び船舶の定員勧告（第187号）注　〔〕内の批准年は日本の批准年を表す【資料2】ILO海事統合条約の構成図強制非強制レベル1　　　　　　　　　　　　ARTIGLES@　　　　　　　QF　THE　CONVENTIONfeneral　provisions；derin「tbn6；appl［cation；amendment　procedures；@　　亡ransitiOn；ent哩［nb　IorCe　requirementS；final　provisionS．レベル2REGULATION　lore・requisitesI。rgoiRg狽潤@sea　and　related　provisionsjey　brOad　prlnciplesREGULATION　llC。nditiO几sofEmp［oymen【and　ManningKeybr。adpr［［ClplesREGULATION　lllvorkingaηd　Liviほ9O0ndrtionsjeybroad　princ［plgsREGULATION　IVS。cral　SeCur［呼Keゆroad　pr旧。ゆlesREGULATION　Vd［forcementjeゆr。ad　principlesレベル3CODE　PARTAIIlvDrkrng　and　Living　CDndltlonsbon》entio月5CODE　PARTAIVr。。ialSecurllソbonveniio∩sGODE　PARTAVd臣lorcementbσ口veπt「ons》レベル4iCQDE　PART　B　l　　　GODE　PART　B　llPre．reqロisitesforgoi口g　　　　　　Condltionsof　Employmeロヒ狽潤垂?＝@and　related　pro）isions　　　　　and　Ma∩ni日grecommendatbn5　　　　　　　　recommendationsCQDE　PART　B川v。rkrnga口dLivingC。nditiQ月s窒?モ盾高告モр≠撃奄盾獅CQDE　PART　B　IV　　　CODE　PART　B　Vrocial　SecロriW　　　　　　　　　　Enforcemeほt窒?モ盾高高?獅р≠狽奄盾獅刀@　　　　　　　recommendatbn5、実質的同等性@　　　＆@　　選択12熱せ汽」きょうNGび2002　　　　アジア船員雇用者グループの積極的な活動に期待を表明　　　　　アジア船主フォーラム船員委員会第8回中間会合の模様について一　アジア船主フォーラム（ASF）船員委員会の第8回中間会合が、去る10月25日大連において中国船主協会の主催で開催された。　会合には、9力国の船主協会から35名が出席し、またオブザーバーとして中国の船員学校の代表が参加し、Li　Shanmin議長（中国船主協会、COSCO　Manning　Corp，　Managing　Director）の下、共通議題について有効かつ活発な意見交換が行われた。日本からは、商船三井　鏡執行役員、川崎汽船　新井経営企画グループ課長ならびに事務局より宇野船員対策室課長が出席した。　会合の前日（10月24日）には、ISF（国際海運連盟）とASFによる共同セミナーが開催され、ILO統合条約、訂CW95条約などの最近の状況につい．てISF側から参加したML　D．　Dearsley（ISF事務局次長）の説明を受け、その後これらの問題を中心に幅広い議論を行った。このセミナーは、前年第7回中間会合に引き続き、ISFとの意見交換を目的として本委員会の招聰により開催された。【資料】　翌日の本会議では、JSAが主催して9月6日に東京で開催されたアジア船員雇用者グループの準備会合についての報告がなされ、アジアの声をまとめ、国際的な動きに対して影響力を持つという、当グループの積極的な活動が本委員会に歓迎されると共に、今後のグループの活動に対する大きな期待が示された。また、ILO統合条約にアジアの意見を反映するために統合条約案の議論へ積極的に参加し、広範な批准を達成するためにアジアの船主の立場からみた問題点と解決策の検討を各国政府と協調して進めていくこととした。　その他、STCW95条約の施行状況やquality　stan−dardの問題、　securityに関連して船員の身分証明の問題、米国のビザの問題およびアジア人船員の教育訓練についての検討を行い、当委員会としての意見を別紙の共同宣言〔資料参照〕として採択した。　なお、次回の第9回中間会合は、来年秋にベトナム・ハノイにおいて開催される予定である。アジア船主フォーラム船員委員会第8回中間会合　　　　2002年10月24−26日切＝大連　　　　　　　　　共同宣言　アジア船主フォーラム（ASF）船員委員会第8回中間会合が、2002年10月25日（金曜日）、大運において開催された。この会合は中国船主協会（CSA）の主催によるものである。　本会合には中国、香港、日本、韓国、台湾およびASEAN船主協会（FASA）の構成メンバーであるインドネシア、マレーシア、フィリピンおよびベトナムの代表が出席した。また委員会は、中国の各海事大学等からのオブザーバーを歓迎した。　中間会合の前日である2002年10月24日に、ASF船員委員会の招聰により、国際海運連盟（正SF）がASFと合同でセミナーを開催した。ぜんきようNoり2002013N匿WsNEWSl’1二眠W5駐鵬羅§繋響§　会含は、ILOの活動の進捗状況やアジアの海運業界にとって重要な他の問題について、アジア海運業界の一層の理解を促進するために、合同セミナーが大いに役立つことに合意した。　会合は、ILO統合条約検討の進捗状況について議論し、　ISF及びILO　High　Level　Tripa而te　WorkingGroup（HU’WG）並びに同SUB−WGのメンバーの多大な作業に対して感謝の意を表明した。会合は統合条約草案がまもなく提起されることに留意し、この新しい条約に適切かつ代表的なアジアの意見が考慮されるよう、ASFメンバー船協に対して統合条約案の議論に参加するよう奨励した。会合は、ASFメンバー帰塁に対し、改定条約案の重要性についての共通認識を自国の政府と共に持ち、広範な批准を達成するために条約の柔軟性（Flexibility）について言及するように求めた。　訂CW95条約の施行について、再度話し合われ、会合は、条約に合致する制度への適合を維持するため、関係者による継続的な努力の必要性を認識し、ASFメンバー船医に対し、自国政府を支援するように求めた。代表団は、外国の免状の基準を確認し承認するための承認手続きの導入を含め、罰℃W95条約で要求された急激な変更の国内対応に向け、アジア諸国の政府が相当な進展を成し遂げたことに喜びをもって留意した。　会合は、特に米国といった寄港国が安全対策として船員の身元確認を厳しく行うことの必要性を認める一方で、船員の上陸および外国領域への入域の権利保護を訴えることについての重要性に関して合意した。代表団は、この重要な問題がILO及びIMGから早期に提起されるべきであることを求めた。会合はバイオメトリックスを用いた身分証明書について提案されている要求、物流上の影響及び旗国に課されることとなる費用に関し、未決定である米国の国内法への懸念を表明した。　会合は2002年12月に開催予定のIMO　MSC76に　IMO　WGから提案されるShip　Securi↑y　Planについて留意し、新たな規則の実現について懸念を表明した。　会合はJSAが2GO2年9．月6日に東京でアジア船員雇用者グループの準備会合を開催したことに留意した。同会合には、香港、日本、韓国、シンガポールの各国船協が出席し、アジア船員雇用者グループ（ASEG）設立の可能性について議論した。最終議題は合意されなかったが、新グループがアジア地域における船員問題の研究や影響について探求していくことが了解された。　会合は日本や同会合に参加した他のASFメンバーによる準備会合開催といった積極的な活動を歓迎するとともに、同グループ会合における目的や議事に関する早期合意を期待した。　会合は第7回中間会合以降のASFメンバー船協による船員訓練についての大いなる努力について喜びをもって注視した。また、アジア船員の訓練と雇用についての船員教育機関と船主との問の協調について歓迎した。会合は、こうした協調はアジアの船員の継続的な供給や雇用の促進につ砂て支援するものであると認識した。会合は、付加価値の高い（船員を供給するという）概念がアジアの船員の開発と訓練に導入されるべきことを勧告した。ASF、　AM顕「込Pとアジア地域の海事教育訓練機関（MErs）で実施される地域的な努力は、当直のための最低訓練要件、上級職員の訓練記録基準の開発、上級職員に要求される思考能力向上に関する観念の探求といった部分に、焦点を当てて行くこととなる。　また、アジアの船員教育機関の学生に関する統計を含め、現在実乗船している船員の年齢構成及び人数についての調査をASFが実施すべきことが勧告された。更に会合は、アジア人船員の積極的なイメージ強化のために、より効果的な対応がASF及びメンバー軍議によって図られるべきであることを14麟ぜんきょうNo〃2002勧告した。　ASF船員委員会は、自主的かつ非営利を目的とした組織である。船員委員会の主たる目的は、共通の船員訓練基準を確保維持し、アジア人船員の安定雇用と採用を促進するとともに、配乗と訓練に関する新しい国際的な海事法制および条約について監視、検討し意見を開陳することにある。　ベトナム船主協会（VSA）は、2003年秋ハノイにおける第9回中間会合開催についての委員会からの要請を受け、この申し出を喜んで引受けた。委員会は、大逗において第8回中間会合を主催した中国船主協会の尽力に感謝の意を表明した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上内外情報　米国西岸の港湾労使の問では、2002年5月以降、7月で期限が切れる労働協約の改訂交渉が行われてきたが、IT技術導入による荷役効率化問題を巡って対立が激化し、労組側（ILWU：ln−ternaUonal　Longshore　andWarehouse　Union≡国際港湾倉庫労働組合）が荷役のスローダウン戦術に出たため、9月27日、使用者側（PMA：Pa−cific　Marl廿me　Association＝太平洋海事．協会）が港湾施設の封鎖で対抗する事態となった。　その後、封鎖による経済への影響を憂慮したブッシュ大統領が、港湾封鎖の解除と職場復帰を命じるタフト・ハートレー法を10月8日に発動したため、10月9日夕方から約10転ぶりで荷役が再開された。　しかしながら、特にコンテナターミナルでは国土交通大臣扇　　　千　景　殿港湾封鎖による滞船が顕著なものとなり、日系企業の現地工場における生産や、クリスマス商戦向け製品の輸送に大きな影響が出た。　このため、北米就航母樹はコンテナ輸送の正常化に全力を挙げ、当協会もわが国政府に対し、事態正常化に向けた配慮を求め、10月24日に国土交通大臣宛要望書〔資料〕を提出した。　一方、日本の産業界でも、今回の労使紛争が日米両国の貿易・経済に与える影響への懸念が強まったことから、10月21・22日に東京で開催された日米財界人会議の共同声明に紛争の速やかな解決を期待する声明が添付された。　当協会は、今後も交渉の動きを注視していくこととしている。　　　　以．上　　　　　　　　　　　　　米国西岸の港湾労使紛争問題について拝啓　　時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。　平素は当協会の活動に格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。船主（国）第2号　2002年10月24日社団法人　日本船主協会　会長　暗長保英ぜんきようN側2002��15閥EW5閥EWS睡W5＼謹糀襲轡慧ぎ灘§　さて、米国西岸の港湾労使紛争に伴う港湾施設封鎖は、米国Taft−Hardey法の発動により、現地時間10月9日目（日本時間10日午前）に解除され、荷役が再開されております。　しかしながら、特にコンテナターミナルにおける滞船解消については、正常化までなお時間を要する見込みで、日本時間10月22日現在、現地ではわが国定航3社関係のコンテナ船（含むアライアンス分）だけでも約30隻が着岸を待っており、日系企業の現地工場における生産や、クリスマス商戦向け製品の輸送に大きな影響が出ております。　現在、海運業界としては滞船・滞貨の解消に全力を挙げておりますが、配船スケジュール正常化のために他港揚げを余儀なくされた貨物の滞貨解消を促進するためには、外国船による米国国内輸送を禁止している同国Jones　Act（1920年商船法嗣27条）の一時的な適用免除が有効と考えますので、わが国政府から米国政府に対し、同免除の実現をご要望下さるようお願い申し上げます。　また、今回の労使紛争による日米両国の貿易・経済に与える悪影響につき日本の産業界としての懸念が高まっており、10月22日に採択された日米財界人会議の共1司声明には、紛争の可及的速やかな解決を期待する声明が添付されました。さらに日本経団連は、米国政府に対し事態正常化に向けての努力を要請する書簡を準備中です。　当協会と致しましても、できる限りの努力をしてまいりますので、日本政府におかれましても、事態の早期正常化のため、格段のご高配を賜りたく宜しくお願い申し上げます。　　　　　敬　具　当協会は、平成14年10月31日、扇千景国土交通大臣および石原伸晃行政改革担当・規制改革担当大臣に対し、19項目からなる規制緩和要望を提出した。これは、平成13年3月30日に閣議決定された「規制改革推進3か年計画」の平成14年度末改定への意見反映を目的としたものである。　政府における規制改革の推進については、平成i2年度までは、行政改革推進本部の「規制改革委員会」において調査審議されてきたが、平成13年度以降は、同委員会の「規制改革についての見解」（平成12年12月12日）を受け、平成13年4月1日、内閣府に政令で設置された「総合規制改革会議」において調査審議されることとなっている。　当協会は、政府の「規制緩和推進計画」がスタートした平成7年より、国土交通大臣（当時は運輸大臣）および政府の規制緩和推進母体に対し、会員各社から要望のあった海運関係の規制緩和要望を行っており、これまでに多くの項目について改善措置が講じられてきている。　特に多くの省庁にまたがる事項である港湾における輸出入手続き等のワンストップサービスについて、平成15年度の出来るだけ早い時期に運用開始することとされたなど、着実に成果が実ってきている。　しかし依然として措置されていないもの、もしくは措置不十分のものもあるため、今回改めて会員各社に意見照会し要望事項を取りまとめたものである。なお、日本経団連が各業界の規制緩和要望を取りまとめ要望しているため、当協会は、19項目のうち日本経団連経由での要望16§〉せんぎょう　Noひ2002　　　が有効と思われる4項目については、日本経団　　　　今後も海運業の健全なる発展に向け、規制の　　　連の規制緩和要望項目に盛り込んでもらってい　　　廃止・緩和が実現されるよう鋭意努力していく。　　　る。　　　【資料】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成玉4年10月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�兼�本船主協会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海運関係規制緩和要望項目　　　1．制度上改善すべき項目　　　1．わが国港湾の効率的運営を実現し、国際競争力を改善するための全般的な見直し（円滑な国際物　　　　流を可能とする観点から〉　　　　�@港湾関係諸税（とん税、特別とん税、船舶固定資産税）ならびに諸料金（入港料等）の適正化　　　　　　船舶には、入港に際して、とん税、特別とん税、船舶固定資産税の港湾関係諸税、ならびに入一．@　　港料等の港湾関係諸料金など様々な公租公課等の負担が課されており、これらの徴収の考え方を　　　　　明確にした上で、諸外国のそれらと比べての負担水準の適正化を図ること。　　　　�A外冠埠頭公社の埠頭等貸付料の適正化　　　　　　原価主義に基づく料金の妥当性の検証および荷動きの実態や公共埠頭料金との格差等を勘案し　　　　　た、より弾力的で国際競争力のある料金設定とすること。　　　　�B港湾運送事業の更なる規制緩和　　　　　　平成12年11月に施行された改正港湾運送事業法で対象とされた主要9港以外の規制緩和につい　　　　　ても、特定港湾の指定拡大を含め、継続的な検討が必要である。　　　　�C港湾・輸出入手続き等の一層の簡素化　　　　　　現在、港湾・輸出入手続に関係する各省庁により、港湾・輸出入手続のワンストップサービス　　　　　実現に向けた作業が進められているところであるが、これら電子化を進める作業にあたっては、　　　　　全ての申請手続きについて、ゼロベースで見直しを行うとともに、関係宮公庁によるデータの共　　　　　有化を可能とするよう関連法制度の整備に努めるべきである。　　　　　　即ち、全ての関連手続を対象として、申請の必要性が失われたもの、申請の巾で削除できる項　　　　　目、さらに省庁問に共通する項目の標準化、統一化できるものを抽出した上で、申請手続を徹底　　　　　的に劇減・簡素化するとともに、関係官公庁によるデータの共有化を図り、提出が義務付けられ　　　　　ている各種統計資料を抜本的に見直すよう要望する。（具体的な要望項目は別紙参照）2．船員保険の被保険者資格の見直し　日本籍船を所有または裸用船することができなくなった事業主が雇用する船員は、原則として船員法に規定する船員ではなくなるため、船員保険の被保険者資格を失う。現在は1年以内に当該事業主が日本船を所有する旨の確約書を提出することにより資格継続を可能とする措置が講じられていることは承知しているが、本特例は最長で2年半を限度としている。　当方の要望は、特例によらない抜本的な解決である。解決方法としては、船員保険法の適用に係る船員法上の船員の範囲の見直し、船員保険法の特別加入制度の創設、あるいは、有料の労務供給事業せんぎょうNoび2002輪17N匠WsN匿Wsl匿泥W5駐糀謹轡慧、謎総を船員職業安定法上で認め、同事業を営む事業主の雇用する船員については外国籍船に雇い入れされる場合も含めて船員保険の被保険者資格を付与する方法（船員職業紹介事業等の許可の要望とも関連する）などが考えられる。　関係当局より、日本籍船の有無にかかわらず雇用船員が船員保険の適用が受けられる方策について検討を進める旨の意向が示されているが、未だ検討には至っていない。早急に船員保険の被保険者資格の継続措置を実現すべきである。3．船員職業紹介事業等の許可　本年7月15日、「船員職業紹介等研究会」において「船員労務供給事業及び船員職業紹介事業に係る規制改革のあり方に関する報告」が取りまとめられた。船員労務供給事業に係る規制改革については、船員の雇用の安定と労働保護を図りつつ、民間における船員派遣事業の制度化を行う等船員労働力の適正かつ円滑な移動の仕組みを作ることが適当との結論が得られている。　ついてはこの結論、ならびにILO条約（179号〉採択の趣旨と陸上における労働者派遣事業、職業紹介事業の自由化の現状を踏まえ、船員についての労務供給事業等についても自由化が図られるよう、制度設計を早急に行い、速やかな実行をお願いしたい。豆．実務上改善を要する項目〈船舶無線関係＞4．三級海上無線通信士認定講習に必要な実歴要件の緩和　第三級海上無線通信士認定講習の受講には、第一・・級海上特殊無線技士の資格取得後3年の実歴が必要とされている。しかしながら、現在の配乗形態では3年の実歴を取得するには5年間を要することからこの実歴を短縮する必要がある。5．三級海上無線通信士認定講習のうち英語に係る講習時間の短縮　三級海上無線通信士の認定を受けるには63時間の講習が課せられており、そのうち33下問が英語の講習に費やされている。講習を受ける者は、海技士（航海／機関）の資格取得時にも英語を履修していることから、講習時間の軽減を要望しており、平成14年6月に総務省より10時問程度の短縮の方向が示されているが、平成14年10月1日現在その具体的なスケジュール・内容は示されていない。第三級海上無線通信士認定講習の英語に係る講習時間短縮を早期に実現する必要がある。6．インマルサット船舶地球局の免許人指定の見直し　無線局管理（インマルサット船舶地球局、海岸地球局）は同一・の免許．入が行うことが適切として、船舶地球局の免許人はKDDIとなっている。しかしながら、船舶地球局はGMDSS設備として搭載が義務付けられるものであり、運航管理者が当該設備を所有し、無線従事者の配置を含め実質的に管理している。KDDIが免許人となり運航管理者と主官庁との間に入ることで手続きが煩雑となる面もあることから、義務船舶局に併設される船舶地球局の設備は、船舶局の一無線設備とし、船舶の運航管理181…．1こ…せんぎょうNoり2002半を免許人とするよう見直すべきである。　なお、外国においてわが国と同様の制度を採用してい．る国があるとは聞いていないが、各国における制度の状況も参考として対処すべきである。〈港湾・海務関係〉．7．2万5千総トン以上の液化ガスタンカーに対する海上交通安全法に基づく東京湾、伊勢湾への夜　間入出域制限の緩和について　浦賀水道航路および伊良湖水道航路では航行安全指導によって夜間入出域が制限されており（日出1時間前から日没までの間に航路に入る）、当該船舶の本邦バース着桟可能時間は、概ね日出から日．没3時間前となっている。入湾について制限を撤廃することによって、バースにおける日出に合わせた船舶の入港が可能となり、現在湾口付近で時間調整のために行われているドリフティング等による付近航行船舶の安全航行に与える影響の緩和と物流の効率化につながる。また、本邦バース離桟可能時間は概ね日出から日没となっており、荷役を終了し離桟後、当該航路に制限時間内に入れない場合、当該港での錨泊等による滞船を余儀なくされ、船舶の効率的な運航を阻害する。　バースの離着桟時間制限もあり該当船舶は限られていること、また、近年の船舶性能の向上（操縦性、航海設備）、航行管制等による安全性の改善を考慮すると、上記規制撤廃による効果が大きく、早急な撤廃が望まれる。8．瀬戸内海における危険物積載船を除く巨大船への航行制限の緩和　備讃瀬戸東、北、南航路および水島航路等においては、巨大船に対し昼間に航行するよう制限している。浦賀水道航路や伊展張水道航路では夜間航行は制限されておらず、上記航路においても、航行制限の見直しをするべきである。　　　9．ねずみ族駆除免除検査証書の有効期間の延長　　　　国際条約（International　Health　Regulation）では標記証書の有効期間を6ヵ月とし、さらに1ヵ月延．　‘@長の採用を各国政府の裁量に委ねている。わが国では当該ユヵ月延長を認めておらず、外国政府の発　　　給した1ヵ月延長の証書も認めていない。当該証書は国際条約に基づき締約政府が発給するものであ　　　り、有効性を認めるべきである。10．マニラ港出港船に対する無線検疫の実施　フィリピンは国内にコレラ汚染地域をもつ国に指定されており、同国出港後5日以内に日本に入港する船舶は、無線検疫制度の適用を受けられず、検疫錨地において検疫を受けなければならない。1司国マニラ港とわが国には定期コンテナ航路が開設されているが、本邦港湾まで概ね4日程度で到着するため検疫錨地において検疫を受けなければならず、コンテナ船の効率的運航を阻害する。フィリピン同様中国も汚染地域に指定されているが無線検疫は適用されており、マニラ港出港船についても同様の措置が必要。ぜんきょう癌卯2002母19閥EW5麗匠W5糀W5一賎糀羅轡鎧li轡§11．内航船舶（沿海船）の航行可能領域の拡大　内航船舶の航行区域（沿海区域）は、一部規制緩和されているが、原則として離岸距離20海里以内の水域とされている。しかしながら、本規制によると、地理的形状により、発着地問の最短距離を直線航行できなくなること等から、航海距離が長くなり、その分多くの時間と燃料を必要とするなど内航海運の運航効率を低下させている。　船舶安全法関係では、内航船舶の設備・構造も近代化され、安全性も向上していることとして、直線航行が可能な所謂「隈定近海船」が措置されている。（但し、本州〜沖縄航路の一部においては「近海海域」が存在するため、沿海資格船舶での航海ができない。）しかし、船舶職員の配乗（人数・資格）については、船舶安全法上の限定近海区域のような区分がないため、船舶安全法に定める航行区域での航海が出来ない。　これは内航船舶の運航に関するハード面（設備・構造等〉とソフト面（船員配乗）の整合が取れていない結果であり、実態としては機能していないと言わざるを得ない。　今後、モーダルシフト推進の観点からも内航海運の効率的な活用が一層求められており、沿海資格船舶の直線航行が可能となるよう見直す必要がある。．〔〈水先関係＞12．航海実歴認定を受けた船長の乗り組む全ての船舶に対する強制水先の免除　現在、航海実歴認定を受けている船長（省令で定められた回数以上、当該水域における航海に従事したと地方運輸局長が認めた船長）は、日本船舶及び日本船舶を所有することができる者が借入れた日本船舶以外の船舶（ただし期間よう船を除く）においては強制水先を免除されることになっている。しかしながら、当該船長が期間よう船された外国籍船に乗り組む場合には免除されない。日本人船長の乗り組むこれら外国籍いわゆるFOC船は、配乗面等実質的に日本船舶と変わらないことから、認定を受けている日本人船長の乗り組む船舶については、船舶の国籍によらず強制水先を免除すべきである。〈保険関係〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔．13．船舶不稼働損失保険の海外日保の自由化　船体保険と不稼働損失保険を一体で付保する場合は、低コストでの付保が可能であるが、不稼働損失保険については海外付保ができないため、船体保険の海外付保のメリットが生かされていない。このため日本籍船の不稼働損失保険についても、海外付下を自由化すべきである。〈客船関係＞14．マルシップ外航客船の外国人乗組員の上陸許可期間の延長　乗員の上陸は15日を超えない範囲内で許可されており、マルシップ外航客船については、初回の申請で15日の上陸許可を得た後、必要な時点で再度申請することにより新たに15日の上陸許可が認められている。ただし、3度目以降の上陸許可申請は、外国へ向け出港し再度日本の港に入港しない限り受け付けられない。近年におけるマルシップ外航客船の国内就航状況に鑑み、上陸許可期間の延長や20§せんきょうNoひ2002数次上陸許可を認めることなどが必要。15．日本籍船でのカジノの自由化　日本籍船上では現行刑法が適用されるため、公海上にあってもカジノが禁止されている。国民への健全な娯楽を提供し、クルーズ客船事業の振興を図るため、カジノの運営が非合法とならないよう、所要の法整備を行うこと。〈その他＞16．日本籍船の登記・登録、海外譲渡、登録抹消等に係る手続きの簡素化　�@日本籍船の登記・登録の一元化　　　日本通船の登記・登録は、二元的制度の下で手続きが複雑になっている。船舶の登録抹消時に　　おいては管海官庁から登記所への嘱託により手続きが一一元化されていること、航空機においては　　航空機登録法による航空機の登録と航空機抵当法による抵当権の登録が航空機登録令のもとに一・一　　元化されており、自動車においても岡様の制度となっていることを踏まえ、船舶の登記・登録の　　一元化を図り、速やかで合理的な登記・登録を可能にすること。　�A船舶原簿と船舶登記簿の変更手続きの一元化　　　既に登録済の船舶において船舶原簿と船舶登記簿に変更があった場合、両者共通の事項につい　　ては、「変更登録を行った管海官庁から登記所への嘱託による変更登記の方法等を採用することに　　より、実質的な一元化を図る」方向で法務省・国土交通字間での協議が進められているとのこと　　だが、速やかに変更時手続きの一元化を実現すること。　�B国際船舶を海外譲渡する際に提出する書類の見直し　　　海上運送法第44条の2に規定される国際船舶については、海外譲渡届の提出にあたり、売買契　　約書の添付が求められており、併せて運輸局において登録抹消手続きを行う際にも、再び売買契　　約書の提出が求められている。登録抹消手続きの際の売買契約書についてはその提出を不要とす　　る方向で検討中とのことだが、速やかに実現すること。また、国際化の流れに鑑み、以’『ドの書類　　のうち英語を正文とするものについては、和訳の添付を不要とすること。　　・日本籍船の登録抹消にあたり運輸局に提出する書類のうち、売買契約書・受渡議定書・委任状1ア．船舶の建造許可に当たっての手続きの一層の簡素化　OECDにおける造船協定が発効した際に建造許可制度全般の見直しを行い、また、発行前における手続きの簡素化についても検討を行っているとのことであるが、速やかな実行をお願いしたい。18．船舶運航事業者の提出する報告書・届出等の簡素化　法律・省令等に基づき、各種報告書・届出等の提出が必要とされている。近年、一部簡素化されてきているが、依然として他の報告等のデータとの共有化が可能と思われるもの等がある。現在、簡素化可能な書類・項目の抽出、確定後、省令改正等の担保措置についてスケジュール等を調整予定とのぜんきょうくbり2002021NEWsN匿WS．匠W5駐薦羅総謹竃ぶ、鷹ことであるが、速やかな実行をお願いしたい。19．公用航海日誌の記載方法の弾力化　公用航海日誌の記載については、平成14年5月に国土交通省より外国語による記載を認める旨の方向が示され、これに伴う改正船員法施行規則の施行が平成14年6月から予定されていた。　しかしながら、平成14年10月1日現在同施行規則は公布・施行されていないことから、公用航海日誌の外国語による記載を早期に実現する必要がある。　また、同改正施行規則では記載事項の削減や書式そのものの変更が予定されていないことから、引き続きこれらの措置が必要である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上別　紙輸出入・港湾諸手続き全般の一層の簡素化に関する具体的内容1．港湾諸手続の簡素化関連�@現行の港湾・輸出入諸手続全ての見直し　・各種手続の改廃に向けた検討　・申請書類の徹底した簡素化　・従来の慣行等の見直し（現物主義の廃止、簡易申告制度の抜本的改善、事後申告の検討等）�A入出港時に提出する各種書類の徹底した簡素化とEDI化・ペーパーレス化　。NACCSデータの有効活用による船社等に課されている港湾統計等の申告義務の免除あるいは廃止　・申請データや各種統計資料の関係官公庁による共有化　・EDI対象メッセージの統一及び各コードの標準化　・システム使用料のミニマイズ化等、申請者の負担軽減2．輸出入手続の簡素化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿�@　通関関係　・CSCプレート付輸入（非マル関）コンテナの輸送機器としての無条件通関許可または無期限免税　　一一時輸入の承認　・海上コンテナの日貨の輸送禁止（2回以上）の緩和または廃止　・免税コンテナの再輸出期間の延長　・同再輸出期間延長申請提出義務の廃止または許可期間延長　・空荷で輸入されたコンテナ（非マル関）の空荷での再輸出に対する免税措置の拡大　・フラットベッドコンテナの輸出入貨物の容器輸出入（納税）申告義務の廃止�A植検関係　。植検対象貨、内航船接続時の積替届の廃止　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上22魯せんきょうNo〃2002　　　　税制で国際競争力強化を図る諸外国　　　　　欧米諸国の税制改革（税制強化策）について一　本年6月の経済財政諮問会議の答申が「税制改革に当たっては、第1に、グローバル化する経済の中で日本の競争力の強化をめざす」、「法人に対する課税においては、国際的視野にたって検討し、競争力を強化するための改革を行う」と謳い、また、同月の政府税制調査会の答甲も法人税改革の基本的考え方として「経済がグローバル化する中で、企業の創意工夫を尊重し、競争力を維持・強化するため、国際的に整合性がとれ、企業活動に対し歪みの少ない中立的な税制であることを基本とすべきである」と述べている。　このような中、当協会は緊急に欧米諸国の税制改革について調査を行った。概要は以下のとおりである。（詳細は資料参照）　アメリカ、イギリス、イタリア、ルクセンブルクにおいて大胆な減税措置が採用されている。例えば、アメリカでは期限付きながら、30％の特別償却の導入や欠損金の繰戻し期限の延長（通常2年を5年に）など思い切った施策がとられているほか、欧州諸国一フランス、イタリア、ベルギー、ルクセンブルクーで大幅な不入税の引下げが予定されている。法人税はドイツが25％（国税部分）、イギリスが30％になっていることを考えると、欧州諸国では法人税の引下げが加速しているといえる。また、イギリス、ドイツ、イタリア、ルクセンブルクなどで子会社株式のキャピタルゲイン＊1非課税制度の創設や充実がなされている。　先進諸国は表向きOECDの場などにおいて有害な租税競争の防止に関する話し合いをしながらも、実際には、自国に有利な様々な法人税改革に着手しているというのが実態であると考えられ、各国は国際競争力確保のために税制改革をかなり大胆に行っているのが現状である。　このような世界の法人税改革の潮流について、アメリカのCato　Ins偵tuteなるシンクタンクが今年4月に国際的な税の競争に関する報告書を発表した。その報告書によれば、資本と労働の流動性の増加とともに国際的な租税競争はますます増大しているとしたうえで、国家が租税競争防止だけしていたのでは不十分であり、外国の税制改正を研究して自国の国際競争力を高めるような税制改革に積極的に打って出なければならない点を強調している。　当協会としても、是非この点に配慮しての税制改革・税制改正を求めたい。【資料】国　　名異体的措置（予定を含む）ア　メ　リ　カ・固定資産の特別償却�@取得年度に限D、取得原価の3096相当�A　2001／9／U以降、36ヶ目以内に取得の資産が対象　（取得資産は2004年末までに、℃riginal　use1’に供されなけれ［まならない。ただし、一定の要件を満たす　資産については2005年末まで延長可）・欠損金繰戻の期間延長�@通常2年の繰戻期間を5年まで延長�A2001年および2002年に終了する課税年度の欠損金が対象・タックスヘイブン＊2対策税制の適用除外措置の延長（20D6／12／31まで）　（個人の積極的金融所得に対する適用除外等を延長）・リバティーゾーン（テロ被災地域）復興のための、税制優遇措置50億ドル規模　（法律：Job　Creation　and　Work　Ass「stance　Act　of　2002　　　　〜昨年の同時多発テロを受けて連邦議会にて審議ざれていた総合景気対策法案）ぜんきょう1伽2002�R23髄厘W5圃巨W5匿EW5　霞騨騒　馨轡聾　憲、麟懸国　　名具　　体　　的　　措　　置　（予定を含む）イ　ギ　リ　ス・知的財産権、営業権およびその他の無形資産のコストに関する減税措置@（情報分野の経済活動促進のため）・子会社株式譲渡の際の、キャピタルゲイン非課税措置の導入@（企業再編が、課税上の要因に左右されないため）・デリバティブ＊3、為替取引等に関する課税の合理化・大企業の研究開発促進のための、税額控除制度の導入。外国法人の国内子会社に対する課税の合理化@（2002年度予算による）ｦ英国政府の法人課税方針（2001年6月）1@・企業の競争力強化@。企業の意思決定を阻害しない（意思決定は租税ではなく経済的理由によって行われるべき）@。研究開発等への優遇による生産性の向上@。公正な競争@・商業所得に対する適正な課税および競争条件の均等化@・「市場の失敗」是正に有効な税制措置ｦ法人税率は1999年以降30％ド　　イ　　ツ・子会社株式のキャピタルゲイン祠の非課税措置@（2QGO年に導入、2001年末に延長決定）ｦ2001年以降法人税率（国税）は25％、地方税を加えた法人実効税率は38．44％フ　ラ　ン　ス・法人税実効税率の引き下げ@：付加税（法人税額の10％）を、以下要領にて段階的に廃止@　　〜2000年　　　　　：33．33日目1D％　　（Totai　　36．66％）@　　　2001年〜　：33．33％＋6％　（Total　35．33％）@　　　2002年〜　：33、33％＋3％　（Total　34、3396）@　　　2003年間　：33．33％ｦ法人税引き下げの理田1租税競争がもはや秘密裡ではなく、今や公然と行われているという環境において、@フランス企業の競争力を維持するため。（隣国ドイツでは、2001年に法人税率が25％に引き下げられ、その他@の殆どの主要貿易相手国も軒並みao〜35％となった。）・受取配当金益金不算入の要件田租@（持株比率の要件をlO％から5％に緩租）。（定率法減価償却率を0，25％縮減＝増税措置）@（France　finance　bill　fo「2001〜Three−yeartax　reforrn　plan（2000、8．31）の一部として）イ　タ　リ　アi適用は@2004〆1／ト）ベ　ル　ギ　一・法人税率の引き下げ（4Q．17％→33．99％）・運脚納税制度の導入・（資産取得年度の減価償却に期間按分を導入二増税措置）ルクセンブルク・法人税率の引き下げ（30％一・22％）@（地方税を含めた実効税率は、ルクセンブルク市内で37、45％→30．38％）・子会社からの受取配当金および、子会社株式譲渡益の非課税措置の拡大＊1　キャピタルゲイン1値上がり益のこと。有価証券（株など）や土地など、保有している資産の価格が上がることによって　　　発生する利益のこと。＊2　タックス・ヘイフン＝タックス・ヘイブン（Tax　Haven）とは税金（Tax）からの避難地（Haven）の事であり、つまり全く税金　　　が存在しないか、または極めて税率が低い国・地域を意味します。　　　租税回避地ヨ所得税率などが極めて低い国や地域。主として多国籍企業が税負担軽減を目的に利用（税金回避地・租税避難　　　地・税金避難地）しています。＊3　デリバティ　ブ：金融派生商品。金融商品（株式や債券、通貨など）から派生して生まれた取引のこと。先物取引，ス　　　ワップ取引、オプション取引のことをいう。少ない資金で、その何倍、何一i．倍もの取引ができるため、見通しが的中すれば　　　大儲けできる二刀、予想に反する結果になると、大損する確率が高い。．へスーパー中枢港湾選定へ一スーパー中枢港湾選定委員会（第一回）の開催について一　ユ0月7日、「スーパー中枢港湾選定委員会』の初会合が開催された。この委員会では、国土交通大臣の諮問機関である交通政策審議会港湾分科会が7月12日に取りまとめた「中間報告』（注）で提言した「スーパー中枢港湾』を選定する。具体的にはスーパー中枢港湾育成プログラム（港24§｝せんきょう1＞切2002湾管理者作成）の実行可能性および到達度を指定の基準に照らして評価のうえ、当該候補をスーパー中枢港湾に指定することが適当と判断された場合には、その旨を港湾局長および海事局長に助言する、ことである。　初会合では『選定委員会の組織と運営について』、『スーパー中枢港湾のあり方』、『スーパー中枢港湾の育成の手順』、「指定のための基準の考え方』などが事務局より提示され、選定作業において実務作業（港湾管理者のヒアリング等）を担当する作業部会の設置が決められた。　事務局より示された理念では、スーパー中枢港湾を「わが国の枢要な地域ブロックを代表するゲートウェイ・中継港湾』と位置づけた上で、以下の方針が示された。�@　港湾管理者等、地域の行政体の連携に基づ　く広域港湾行政の実現�A地域の共通インフラとしてのコンテナ港湾スーパー中枢港湾育成の手順（案）H14．10月　　　【国の手続き】　　スーパー中枢瀧　糞　　　　　　　　　　　　　　1務スーパー中枢港湾のありかたの　　i鶏　　　　　提示　　　　　i囲スーパー中枢港湾の指定基準の　　i応募　　　　　提示　　　　　｝スーパー中枢港湾の候補の公募【港湾管理者の手続き】スーパー中枢港湾を目指す港湾　管理者からのピアリンクスーパー中枢港湾育成に向けた目論　　見書の作成H噂4月目以降スーパー中枢港湾候補の評価及び候補毎の育成プログラム　　　作成指針の決定コストの低減、サービスの高度化、情報化等の推進方策の細部、実施の手順等の詰め報告／譲、　事業者と　ノ　　の連携ノ　　　　ノスーパー中枢港湾育成プログラムの作成指定基準への合致制度・予算　…　要求OKOKスーパー中枢港湾　　　の指定・▽スーパー中枢港湾育成プログラムの実施（港湾構造改革の実行）せんきょうNω2002§25腿巴W5圃EW5〕・．IEWS罵W＄諮§黙慈　の管理・運営を国・港湾管理者、民間事業者　が共同して実施�B国が自ら根幹的施設の整備にあたる等の積　極的な役割を果たすなどが明記された。　また、スーパー中枢港湾育成の目標として、次世代高規格コンテナターミナルのバース当り取り扱い能力を年間40万TEU程度と想定し、公的支援をテコにIT推進などにより釜山、高雄などを凌駕するコスト水準に持っていく方針も示された。　出席した委員からは、「わが国の国際競争力低下の度合いを深刻に考え過ぎるきらいがある。港の機能が悪いから貨物が減少したとなどの認識があればミスリーディングだ。正しい現状認識を共通のものとし、その上で議論すべき。自信を持つべきところは持った上での議論が必要である。工、『強い国がいずれ弱くなるのはイギリス、アメリカの例を見てもしかり、要は如何にしてリバイブするかである。その為には戦略性を明確にする必要がある。』、『もっとも貨物集約を可能とすべく、インランドとのシナジー効果を引き起こす存在であるべきである。』、『スーパー中枢港湾をできるだけ絞り、24時間体制を可能とすればもっとも効率化が図れる。』、『将来の貨物量予測は本当に正しいものなのか。』、『選定の前に国の財政・税制支援措置がはっきりと提示されねばならないのでは。』等々の意見が示され会議は閉幕した。　次回委員会は12月6目に予定されており、今回提示された、「スーパー中枢港湾のための基準の考え方（案）』を基にした『スーパー中枢港湾の指定基準（案）』が提示され審議される予定となっている。　（注）交逓政策審議会港湾分科会（7月12目）「中間報　　　告」二経済社会の変化に対応し、国際競争力の強　　　化、産業の再生、循環型社会の構築などを通じ　　　てより良い暮らしを実現する港湾政策のあり方　　　　　　　　　　　　　　　　　委員会等の開催計画H14年度の予定・H14．10月7日：第一回委員会�@「スーパー中枢港湾育成のありかた」の審議�A作業部会の設置、その他・H14．11月中旬：第二回委員会　�@　スーパー申枢港湾の指定基準の審議。H14．12月〜H15．1月二作業部会　Oスーパー中枢港湾育成を目指す港湾管理者からのヒアリング・H15．2月頃：第三回委員会　Oスーパー中枢港湾候補の評価H15．4月以降・適宜開催：第四回委員会�@スーパー中枢港湾育成プログラムの指定基準への適合度の評価�Aその他スーパー中枢港湾の育成に係わる重要事項の検討　　　　　　　　　　　　　　スーパー中枢港湾選定委員会の構成委　員　長　　水　口　弘　一　　�竃�村総合研究所元社長委員尾崎睦�兼�本港運協会会長26魯せんきょうN仰2002委彦彦熈郎司雄勝武　実裕忠田山田島野本黒杉須寺平松員行政委員吉　田　和　男二寛健留澤徳金神　戸　大　学　教授一橋大学教授（物流・産業部会長）八戸工業大学教授（港湾分科会会長）闘日本総合研究所理事長�兼�本船主協会港湾物流委員会委員長�兼�本経済団体連合会輸送委員会物流効率化に関するワーキンググループ座長京　都　大　学教授　　　　　　　　　　　　　　　　※　委員は五十音順海　　事　　局　　長港　　湾　　局　　長作業部会長作業部会委員　　ク行政メンバー彦幸三局勝義昌　　　事田上保黒川久海港　　湾　　局作業部会（事務局案）神　戸　大　学　教授�兼�本船主協会関連業務部�兼�本港運協会常任理事官長長長長港湾協議会事務局長）ターミナル運営規模拡大の概念（現行ターミナル）各高社が各ターミナルを借り受け、荷役作業は港運事業者に委託（次世代高規格コンテナターミナル）ターミナルオペレーターが複数のターミナルを一括して借り受け、コマーシャルバースとして総合的に管理・運営せんきようNoり2002＄27髄匠W5髄EW5閥匿Wsi蟹W§　羅響謬　謹犠懸5海賊および船舶に対する武装強盗に関する報告（2002年第3四半期）一国際商業会議所（ICC）国際海事局（IMB）編集一1．東南アジア海域における2002年第3四半期末までの海賊及び船舶に対する武装強盗（以下、単に「海賊」という。）事件の発生件数は　／05件であり、世界全体（271件）の38．7％を占めている。世界全体では、前年253件、前々年294件であり、第3四半期末までの件数として　はここ数年では横這いとなっている。なお、　詳細は下表のとおりである。2．多数の海賊事件が報告されている東南アジ　ア海域の上位3港（錨泊地）は、インドネシ　アのBallkpapan（15件）、Jakarta−Tg．　PriGk（8　件）およびBelawan（8件）の3港である。3．海賊襲撃時の船舶の運航状況については、　実際の襲撃事件81件のうち、65件（80．2％）が、　また、襲撃未遂事件25件のうち、15件（60，0％）　が停泊または錨田中となっている。4．襲撃に使用される武器は、合計105門中、銃　器（20件）、ナイフ（38件）といったものであり、　地域毎の傾向は見られない。5．襲撃された船舶の国籍および船種について　は、特段の傾向、規則性は見られない。なお、世界全体では、日本籍船に関するものが1件　（詳細は第1四半期報告参照）、日本関係船舶に関するものが13件報告されている。6．その他（1）ハイジャック事件の急増　　昨年度に対前年比2倍増の16件を記録し　　たハイジャック事件は、今年度は第3四半　　期を経過した時点で、既に20件に達した。　　その大部分は、インドネシア領海で発生し　　ている。IMBは、マラッカ・シンガポール　　海峡の沿岸3国の当局に対し、巡視警備の　　強化を要請した。（2）船舶への移乗防止装置　　　IMBは、オランダの企業とともに、新たな　　船舶への移乗防止装置←‘Secure−Ship”を開　　発した。この装置は、船舶の周囲に設置し　　たフェンスに9000ボルトの電流を流し、海　　賊等が船舶に移乗することを防止するもの　　であり、船舶利用のために特に開発された　　ものである。生命への危険はないが海賊が　　フェンスを破壊使用とした場合には、投光表実　際　の　襲　撃　事　件襲撃末遂事件乗　　船ハイジャック拘　　束行方不明火器の使用襲撃未遂台　　計イン　ドネシア52521372マ　レ　一　シ　ァ7119マラッカ海峡18211フ　ィ　リ　ピ　ン3137シンガポール海峡｝2、4タ　　　　　　　イ112合　　　　計．6415152010528§せんぎょうNoひ2002器が点灯し警報音が連奏する。この装置は、パイロットの乗下船、舷梯の降下、救命艇の降下などの際には、そのためのゲートを装備し、また、乗組員による撤去、設置が可能（所要時問は2、3時間）となっている。装置の機能はリモートコントロールが可能である。既に、荒天試験や海水試験を終了し正常に機能することが確認されている。IMBはこの装置の船舶への搭載を奨励している。なお、詳細な情報は、www．secure−ship，comに掲載されている。　　　　　　　　　　　　　　　以　上パンフレット「SHlPPING　NOW　2002日本の海運」の刊行について　当協会では、毎年、日本の海運の果たす役割と重要性を広く一般に理解いただくための広報パンフレット「SHIPPING　NOW日本の海運」を発行しており、今般、2002年度版を刊行いたしました。このパンフレットは、わが国の経済と暮らしを支えて活躍する日本の海運の姿を写真やグラフを主体に分かり易く説明・紹介したもので、関係企業、教育機関、報道機関などに幅広く配布しています。　ご希望の方は、当協会総務部広報室（TEL：03−3264−7181　FAX：03−5226−9166　e−malh　pub−o租ce＠jsanet，orjp）までお問い合わせ下さい。　なお、項目については以下の通りです。O豊かさの原点を支えるシーロード　日本の暮らしと産業を支えて。暮らしを運ぶ　船が運ぶ日本の「衣」「食」「住」oエネルギーを運ぶ　日本のエネルギーを運ぶ海のパイプライン。産業を運ぶ　グローバルな産業活動を支える海のネットワークO日本海運の現況と課題経済と暮らしを支えるインフラストラクチャーとしてO環境問題への取り組み　豊かな海との共生を目指してO内航海運の活躍　環境に優しい日本列島のライフラインO安全航海への取り組み　ハードとソフトの融合による安全運航の徹底追及O船員育成への取り組み　日本商船隊の安全と信頼を支えてO総合物流への挑戦サプライ・チェーン・マネージメントに応える海運の総合物流サービスせんきょう物抄2002＄29近漏コーナー・内航コーナー⊂1三田　　　　　}　へ．．」’．D一コ．．社会科教材用ビデオ「海運の工夫・技術シリーズ」第4作が完成　　　　　　　　　　　　　　一海の大動脈・内航海運一　当協会では、学校・学生向け広報事業の一一・環として、社会科教材用ビデオを制作しています。今般、社会科教材用ビデオ「海運の工夫・技術シリーズ4海の大動脈・内航海運」が完成しましたのでお知らせいたします。　このビデオでは、国内物流の4割以上（輸送トンキ．ロベース）を占める内航海運が、産業と暮らしを支える日本列島のライフラインとして重要な役割を担っている事や、船は他の輸送機関に比べてエネルギー効率が良く環境負荷の少ない輸送機関として注目されていることなどを分りやすく説明した内容となっています。　　　　中攣校社金斜載紡ビデオ海の大蜥内航海運　なお、これまでに制作した海運の工夫・技術シリーズは次のとおりです。］2．3．4，エネルギー資源コンテナ船地球環境と海運内航海運1996年1998年2000年2002年　ご希望の方は、当協会総務部広報室までお問合せ下さい。　　FAX　（03−5226−9166）　　またはe−mail：pub−offloe＠lsanet．or．lp‘「　　　　　・脳裡は何な運んでいるの？　国内の港と渥を結んで、人や貨物を海上輸送することを、内航海運と呼んでいます。船が運ぶ貨物は、産業の基礎資材である石油製品や原油・石灰石や鋼材、それに毎日の生活に必要な生鮮食料品や日用雑貨・宅急便の貨物とさまざまです。船は．国内貨物の約4割（トンキロベース）を海上輸送レています。藍毬遡a矯運んでいるの？　原料や原材料、生産された製品の多くが船で輸送されているのは、大量の貨物を一度に遠くまで運ぶのに、最も適しているからです。船は、長距離・大量輸送という特長を生かし、陸上交通との役割を分担しながら日本の物流を支えています。慧灘顯工夫．r．．技術って何？　船は、運ぶ貨物によって、さまざまな工夫や技術を取り入れています。たとえ「ま、石油製品を運ぶ船は、高度な安全性を確保したタンカーで、湿気を嫌うセメントは、湿気防止技術を施したセメント専用船で運びます。LPGは、特殊な設備を施したLPG専用船で運びます。このように、液体、気体、粉体、そして大型の重量物など、その貨物に最も適した船で輸送します。瀕屡環境に優しい輸送機関　船は、地球環境から見ると、他の輸送機関に比べてエネルギー効率が良く、公害物質の排出が少ない環境にやさしい輸送機関です。30憩ぜんきょう1＞伽2002覚せい剤の密輸入で貨物の擬装がより巧妙に　　　　　　一不正薬物・銃砲の密輸入の動向　財務省関税局監視課は、このほど平成13年の不正薬物および銃砲の密輸入の動向についての報告書「白い粉・黒い武器レポート」をまとめた。　政府は、平成9年に覚せい剤検挙者数が2万人台に肉迫し、昭和20年代後半、昭和50年代後半に続く第3次覚せい剤乱用期の到来といわれるような深刻な状況にあるとして、平成10年5月26日、「薬物乱用防止5力年計画」（平成10年〜14年）を策定し、不正薬物に対する強力な取締り、国民の理解と協力を求めるための広報啓発等の施策を推進し．ている。また、入国旅客や輸入貨物など水際での取締り強化を図るとともに、当協会をはじめ密輸に利用される可能性のある船舶、航空機、商業貨物等に関係する団体等とも連携し惰報収集に努めている。　同報告書によると、平成13年の不正薬物の審輸入については、摘発彫1鍼不謡物・露の酵鰍の蜘．r伯‘甥・耀‘1置絢レ痴一みノ　平成上4年9月財務省関税局監視課件数が416件、押収量が1，030�sとなり、過去最高を記録した平成11年の5割程度に減少しているものの、なお史上3番目の押収量を記録した。また、鉄砲については、密輸入摘発件数が2件、押収量が21丁（前年123丁）となった。　平成13年の密輸入事犯の主な特徴としては、�@　コンテナ貨物等の商業貨物を利用し　　　　　　　覚せい剤等の摘発実績　た大口事犯を相次いで摘発�A　商業貨物を利用した擬装隠匿工作が　ますます巧妙化�B大麻（特に大麻草）、錠剤型幻覚剤　（MDMA、　MDA）の押収量が過去最高　を記録�Cロシアの軍用けん銃であるマ出営フ　型けん銃の密輸事犯を初めて摘発等が挙げられるとしている。仕出皇別に見ると、覚せい剤は中国が9割強を占め、大麻草はフィリピンおよびナイジェリアが8割強を占めた。海上コンテナ貨物に擬装したものとして、床用ワックスと表示された容器に覚せい剤水溶液を隠匿したケースや、缶ビールの缶の中や合板をくり貫いた中に圧縮大麻草を隠匿したケースなどが摘発されたとしている。　関係各位においては、船舶が密輪入に利用される可能性があることにご留意頂くとともに、関連する情報を入手された場合には「密輸110番（0120−461−961：シロイ　クロイ）」への通報をお願いいたします。（担当海務部斎藤／τd．：03−3264−7177）　　　　年種類平成9年平成10年平成11年平成12年平成13年前年比覚ぜい剤件kg23U437　　　39T44　1．45057W8642Q0273．7％Q2．8％大　　麻件kg169Q20266　　255Q81　　723303ｩ85214V9770．6％P64，296大麻草件kg123P17184　　155W0　　529217R43］66V4476．5％Q17．1％大麻樹脂件kg46P0382　　100Q01　　19386P4348T355．8％R7．2％ヘロイン件kg12R18　　　T3S　　　114U11578．6％W3．9％コカイン件kg72319　　　／0P6　　　412V71858．3％Q66．1％あへん件kg1112111887552840．0％P52．9％MDMA件千錠20111126P836a544n18122．2％P36．7％向精神薬始源錠123P1D23DP36167P4189U296X0107．9％P45．2％合　　計件kg千錠347R21v］0　．−■．456592W63P47　518Q，186@159　516P，389@147　416P，030@20880．6％V4．1％P41．4％．．．Q考〔囲厘闘万回2，1445，1783，2611，00730．9％銃　　砲件丁19U113QQ13SQ　9P2322122．2％P7．1％鉄砲部品件点4］2492200212全増S増（注）1　数字は摘発ベースのものであゆ、税関が摘発した密輸事件に係る押　　収量の他、讐察等他機関が摘発した事件で税関が当該事件に関与した　　ものに係る押収量を含む。　粥i網曇瀦鞭欝醗転出欝灘を示す・　纒醐魏醤離離賭薯雰晶登讐騨寵し噛ので　　ある。（寛ぜい剤：0．03g、大麻草：O．5g，大麻樹脂：0．1g、ヘロイン：0．01　　臥コカイン：0、03呂．あへん10．3g．MDMA及び向精神薬11錠）せんきょうN側2002爵31φ．．偽ソ漉　ヒ一D冨「49　一一」．−一　．一「コ｛一　ハ⊃　しげ　∫二γ．yジンクスへの挑戦　今、ワシントンは、いや全米が中間選挙で熱く燃えている。時間の経過の早さに最近は驚かされる。それは私の歳のせいばかりでもなさそうだ。現代という時代は、時がゆっくり流れた昔とは異なり、今や山間部を流れる激流のようにも感じられる。アメリカでは、日本人に強い印象を刻み込んだ「ブッシュvsゴア大統領制」からもう2年という歳月が流れた。アメリカの政治時計の単位は2の倍数である。今年2002年は中間選挙の年に当たる。2000年の大統領選で共和党から出馬して辛勝の当選を果たしたブッシュ大統領が二期8年をこれから視野に入れることができるか否かを占う重要な選挙である。反対政党の民主党も同じである。ブッシュ大統領の出鼻を挫き、民主党が両院での多数派獲得を背景に政策の実績を上げれば、2年後の大統領選挙を有利に進める筋書きを書けるからだ。政治に関心があるものなら私達外国人も含め皆、熱くなるのも無理もないことだ。大統領選と同時に行われた上院選挙は両党に50対50の均衡を与えたが、共和党から現れた脱藩者Jef［ords議員一人のお陰で民主党が現在51名の多数派を手中にしている。　ジンクス　前任のクリントン大統領の苦い経験を生かすために、ブッシュ大統領の中間選挙への取り組　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．（みは簡潔にいえば、「共和党が下院で現有の多数派勢力を維持し、上院でも多数派を確保する」という一点に尽きる。下院は議席総数が435議席あり、現在、共和党が民主党の208名に対して222名で多数派を占めている。上院の100議席は民主党51名（含む独立派）に対して共和党が49名である。今回の中間選挙で共和党が両院での多数派を確保するかどうか、衆目が集まっている。大統領が一期目の中間選挙で両院の多数派を押さえると、大統領四選を果たしたF．D．ルーズベルト大統領以来、68年振りの快挙となるからだ。これがブッシュ大統領の所謂「歴史的ジンクスへの挑戦」といわれるものである。　Mldterm　「中間選挙」は英語のMidterm　Electionを文字通り直訳したものだが、アメリカの政治体制が大統領を中心に動くことを上手く言い表している。大統領の任期4年の中間に当たる選挙の呼称なのだ。憲法の規定により、下院は2年毎に改選され、上院は2年毎にその三分の一の議員が改選される。州知事選挙も同時に行われる。最近の事例では、クリントン大統領一期目時代の1994年の中間選挙で共和党は下院の多数派に収まり、同時に上院も共和党天下となった。四面楚歌のクりントン大統領は以後6年問、難しい議会運営を強いられた経験を持つ。2000年の　金は力なり　洋の東西を問わず、選挙には金が掛かる。これが定理になっている。アメリカ政党政治の中でも、所謂「政治資金」は人間の体を流れる血液のように捉えられている。今回の中間選挙を巡っては、「Fundraising」（資金集め）と銘打って堂々と全米各地で大っぴらに集会や会合が開催され、時には一回で数百万ドルの資金を集めることも珍しくはない。今年に入ってから、ブッシュ大統領が自らその先頭に立って全米各地を精力的に巡回し、資金集めイベントや応援演説に奔走している。今までに大統領は67回の集まりに出席し、その全てが資金集めの名目では32鱒せんきょうNoび2002．）ないが、それでも大統領一入で選挙資金として1億4千万ドル（170億円）以上の浄財を集金した。この額は前任のクリントン大統領がその一期目の中間選挙運動の際に集めた総額の3倍近くに上るとの報道もあるように、金の力が集票力であるかのような錯覚に陥る。現に最激戦区の南ダコタ州の上院選挙には、住民一人当り90ドルも選挙資金を投入した例も報告されている。ている。レーガン大統領は上院で議席を伸ばし共和党の多数派を維持するが、下院選挙で大敗を喫する。アメリカの選挙民は、自ら大統領を選出しておきながら、2年後の中間選挙となると別次元での判断と対応を示すことがよく知られている。　餅屋の苦渋　斯かる選挙民の動向をウオッチする専門家の予想は過去の事例ではその結果が必ず裏目に出るという統計がある。因みに、選挙前にワシントンポスト紙に掲載された12人の専門家の内、11名が下院での共和党多数派維持を予想し、上院は民主党が多数派を堅持するとする専門家が9名である。民主党が両院で多数派を占めると見る専門家は1名であるのに対して、3名が共和党の両院での多数派確保を予見している。残りの8名は、何れの政党も両院での多数派を獲得できないと予想している。最近の世論調査では、民主党支持者が31％、共和党支持者は32％と接近しており、結局は支持政党を示さなかった35％の無党派層が中間選挙の行方を握っていると解説する専門家もいる。「選挙というものは水物でよく分からない」というのが専門家の本音かもしれない。　失敗の歴史　戦後政治の歴史を紐解くと、大統領の一期目中国選挙で政権党が両院で議席を伸ばすことに、戦後就任した全ての大統領（8名）がことごとく失敗している。急逝したF．D．ルーズベルト大統領の後を引き継いだトルーマン、アイゼンハワーおよびクリントンの三人の大統領は両院の多数派から一挙に両院少数派に転落している。ケネディとカーターの両大統領は議席を減らしながらも両院で民主党の多数派を維持している。一方、共和党出身のニクソンとブッシュ（父君）の両大統領は両院での自党多数派工作に失敗し　歴史が動く　歴史が繰り返すとすれば、ブッシュ現大統領が前任のクリントン大統領と同じ苦汁を舐めることになる。しかし、万が一、ブッシュ大統領が両院での多数派獲得に成功すれば、共和党最初の大統領として1860年に就任したリンカーン大統領以来、142年振りの歴史的快挙となる。　今回の中間選挙はこれから歴史の証明を手掛けようとしている。（北米地区事務局ワシントン事務所　　　　　　　　　　　所長　岡　哲夫）せんきょう1吻σ2ω2簿33メ�f鰭ンず　　　　　おが　ら．；こ・軒を無　　気皇，鋼ξ∫．1　・§iいセ　　き　　　こ　ド．談勾昌イ移　　　〆〆〆〆〆岬ぜぶ．F『．　繍川崎汽船株式会社船長（現船員災害防止協会）湯川君平鑓∵考鈷竺・鷲1｝、．1：．：1：∴幽亡一∵尽ナ神開眼．．：，：｝∴拶：言蹴ただ・　　　　　　　そして今は休眠中ではあるが、この国の法律に　　　　　　「パナマ籍船にはパナマ人配乗を10パーセント確　　　　　　保すべし」と言うのがある。　　　　　　　凄いことだと思う。　　　　　　　パナマにももちろん優秀な人物はいるし、日本人　　　　　　配乗の日本船に乗せても充分能力を発揮出来るで　　　　　　あろうと思われる学生も少なくない。　　　　　　　しかし大半は「ファミリーと別れて暮らすのはイヤ　　　　　　だナー」と言っている。ラテン人はファミリーを大事に　　　　　　するのである。そして、あまり船乗りには向かないで　　　　　　あろう人達じゃないかと思う。　　　　　　　その人達を必ず配乗するよう強制されたらどうな　　　　　　るのだろうという理由から凄まじい法律なのである。　　　　　　　また、こういう法律を眠らせてしまう柔軟性を持つ　　　　　　ているからハッピーな国だとも思う。　　　　　　　パナマに国立の商船大学が存在するのをご存　　　　　　知だろうか。創立以来IO有余年の歴史を有する。教　　　　　　育レベルはともかく、日本のODA援助が海の若者　　　　　　の教育訓練機関として仕立て直した。ここに約5年　　　　　　　間奉職した。ナカナカの面白い経験となった。　　　　　　　　そこで発見したのは、「何かイベントをやろう」と言　　　　　　　う時、設計・計画、準備、人の配置、役割分担、それ　　　　　　　に予算といった我々がまず想いうかべる事柄は彼ら　　　　　　　の頭には全然無い事である。　　　　　　　　大抵はそのイベントが成功裏に終わった時の事　　　　　　　を思い浮かべるようだ。　　　　　　　　素晴らしい溌想が日本人とは全く逆である。だ　　　　　　　から何も先立って思い煩ったりしない。悩まない、臆玉論霧…響凡しない事は実に羨ましい程である。　「学校教育の方針確立は、そこで育つ若者をして将来の方向性を定めるものであるため最も重要な事項」と思うのは日本人の考え方であって当方はそうは思わない、と断言されたら、どうにも前へ進めなくなってしまって、悩んでしまう。しかし教官達は悩まない。　なぜならば「学生は4年経てば学校を去るが、学校も教官もずっと残る。従っで「歯む必要性が無い」と言う理屈だった。　そして将来、休眠中の法律を蘇らせて「本校を卒業した若者を世界中の船に乗せるようにする」のだろうかとまた悩んだ。ラテン人気質　ラテンと言えば強烈なリズム、熱気溢れるダンス…ブラジルのリオのカーニバルの場面に代表される人々の躍動を思い出すのではないだろうか。　陽気で楽天的で少し太っちょで浅黒い肌に粒の汗……数えたらきりが無い。轟＿＼／ヘゲv（ヒ、〜OO　〆＼／　　　嚢．燃蕪懸34§せんきょうNoη2002〆β副．〆〆．〆一軍評〆漕試〆，雨〆細浦ぐ回＼1ε粛4、槻搬窟・蕪滝．’／7つの海のこぼれ話）蟻凝欝互・い§護蒔り撃ζ、馨y．．V蕊亀ぎ　パナマ人もやはりラテン入気質でお祭り騒ぎが大好きである。最大なのは毎年2月のカーニバルで、3、4日間は大賑わいが続く。庶民達もそれなりに有り金はたいて楽しむようである。12月のクリスマスで財布が空になった彼等には少々キッイようだけど、結構見栄を張って頑張る。　年が明けたある日、友人の一入が「金を貸して欲しい、100ドル」と言って来た。プライドの高い彼は滅多にはそんなことは言わないものだけど、と言牙りながら一応理由を尋ねた。ゼ娘がカーニバルのパレードでバトンを持つ役を仰せつかった」と良い顔をしている。パレードのバトンガールを務めるのは良家の子女で占められ、大変な役割というじゃないかと聞くと、「そうだ、だから準備の金が要るのだ。服装やら、何やら」と言う。　学校の用務員に過ぎない彼の月収は200ドルポッキリ、幾ら娘の為とはいえ…？と思った。パレード当日彼と待ち合わせて、街路の真中の見通しの良い所に早くから場所を確保し待った。奥さんも、ジイちゃん、バアちゃんも来た。ちつちゃな兄弟姉妹も一緒に来た。一家総勢9名、「タクシーに乗ったアー」と喜んでいた。　田舎の家から幹線道路に出るまでタクシーをはり込んだらしい。初めての経験なのだろう。　2月のパナマの太陽はキツイ、頭のテッペンがジリジリする。1時間半程待って、12時過ぎやっと来た。’鰯聯論調諺奨鷲離撃　熱小隊、小太鼓の小隊、大太鼓の小隊、それに旗を打　　　ノち振る小隊が続いた。　「サンチェス　娘は何処だ？バトン部隊は居ないそ」「セニョール、アソコほら」と指す方向は大太鼓の部隊、大柄な男の子達の列の間に紅い服を着たチビが見えた。小柄な彼の娘は行進部隊の間に挟まれて帽子の飾りしか見えないのである。　バトンガールは隊列の先頭に立って行進の指揮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．！鐸をするものと思い込んだ方が間違っていた。一列に適当な間隔を空けて行進部隊の真中の列を歩いて皆の調子を取る役割らしい。目立たないはずだ。しかし家族は大満足の様子だった。皆喜んだ。　婆ちゃんも母ちゃんも腰をふりふり声援した。実に楽しいパレードだった。少し疲れた。その2時間後、腹減った皆でメシを食おうとなった。「セニョールも一緒に行こう」と言う。やむを得ず皆をバイキング料欝総墨黒難繋踏熱．藩イインカー？」と聞いた。父ちゃんは大らかに「カーニバルじゃけん」と答えて、こっちを向いた。，罐濃螺蟻際鑓藩言っているみたいだった。　　　　　　　　拳ぜんきょうN卯2002鳶35船会社の仲間たち今回、登場して頂くのは　　　　　三洋海運（株）営業部営業課長　　　　　岩田一彦さん（44歳）です。1　所属部署の業務は主にどのようなものなのでしょうか？℃ミこ　国内海上貨物輸送業務です。　荷主・荷物の開拓、契約から実際の配船と運航管理、運賃収受に至る一連の業務を行っています。3．御社の自慢といえば？　弊社は撒貨物の輸送を主体に、石灰石、水砕スラグ＊1、フライアッシュ＊2等のセルフアンローダー付き専用船から、船底鉄板張りボックス型ホールドの一般船やガット船に至るまでお客様の幅広いニーズにお応え出来る撒積船隊を整備しております。2，これまでの会社生活の中で一番の思い出といえば…？　入社当時、外航代理店に配属されていた頃、沖で上半身やけどを負ったロシア人船員を夜中タグボートに乗って救助に行ったことです。幸い一命はとりとめましたが片側眼球を摘出手術し、数ヶ月後に本国へ送還しました。「＊1　水砕スラグ：製鉄のプロセスで発生する溶融状態の高炉スラグ　　を大量に高圧水で急速に冷却するとガラス質の水砕スラグになDま　　す。高炉セメント用など各種用途に利用されます．＊2　フライアッシュ：火力発電所で石炭（微粉炭）が燃焼される過程で　　生成する無機原料です。フライアッシュの特．1生を活かし、コンクリ　　ート混和剤などに利用されます。　　　4　今後チャレンジしてみたい三洋海運�鰍ﾌ事業概要　創立当初より新日本製鐵�鰍ﾌ国内原燃料を主体とした海上輸送を行っております。　省力化されたセルフアンローダー装備の石灰石専用船、フライアッシュ専用船などの近代化船を建造、徹底した合理化を図りながら、お客様のニーズに応えるべく輸送サービスの充実に努めております。　また、小名浜港においては、一般港湾運送事業、倉庫業、通関業および船舶代理店業を行っており、お客様や各方面の期待に応えるべく、事業内容の拡充とサービスの充実に努めております。36轡ぜんきよう／吻ひ20022002年10月ﾇ騨騰懸§翻．7第10回日韓船主協会会談が京都で開催された。日（P．7海運ニュース国際会議レポート）7国土交通省は、第1回．スーパー中枢港湾選定委日暮会（委胴長・水口弘一野村総研顧問）の会合　を東京で開催した。　（P．24海運ニュース内外情報）7当協会（暗長保英会長）は、外国籍船上で発生目した犯罪への対応として、被疑者を速やかに上　陸させるための措置など7項目について関係省　庁に要望した。（本誌2002年10月号P，工5参照）7国際海事機関（IMO）第48回海洋環境保護委員1〜P織鵜駕ζ与ぢ鰐苑織豊歪1日輪寵：蟹雷1撫．ボー、）11国土交通省、当協会、日本パイロット協会の3Eヨ者で構成する水先料金問題検討委員会は、水先　料金体系の合理化案のうち、第工次分の新習導　距離（横浜・川崎港、名古屋・四日市港）につ　いて合意した。なお、大型船二人乗り料金等既　　に合意をみた項目とあわせて、これらを実施す　　るための関係省令の改正が2002年中に行われる　予定である。11国土交通省は、2002年度上半期分の新造船許可Eヨ集計結果を発表した。それによると国内・輸出　　船合計181隻662万総トンで前年同期と比べ1隻　　増加、総トン数で1．2％減少した。14国際労働機関（ILO）海事統合条約第2回三者構〜成ハイレベルワーキンググループ会合（Hur．WG）18がILO本部（ジュネーブ）で開催された。日（P．9海運ニュース国際会議レポート）21国土交通省、財務省、海上保安庁、物流事業者日で構成する「海上コンテナのセキュリティー確　　保に関する検討会」の初会合が国土交通省で開　　催された。この会合では、コンテナ・セキュリ　　ティ・イニシアチブ（CSI）の合意に伴う米国向　　け輪出コンテナの検査体制の強化に関して、海　外の動向や対策等のあり方などについての検討　が行われた。21国際海事機関（IMO）において外交会議が開催／され、外航客船の旅客死傷に対する強制保険導1♂入を目途とする「・9・・年の旅客およびその手荷1物の海上輸送に関するアテネ条約2002年改定議El定書」が採択された。21日本船舶輸出組合は、2002年度上半期の輸出船日契約実績を発表した。これによると161隻、744　　万総トンと総トン数ベースで前年同月比6．6％増　　加した。　　者を最寄りの国に引き渡すことを可能とする制　　度の創設について提案を行った。　　（P．2海運ニュース国際会議レポート）22国土交通省は、主要5港（東京、横浜、名古屋、日大阪、神戸）の平成14年4月分の実績を発表し　　た。これによると同月の入港船舶は、15，906隻　　（前年同月比10，6％減）、7，819万総トン（同0．1％　　減）であり、そのうち外航は、3，362隻（5．7％　　減）、6，032万総トン（0．2％増）、内航は12，544隻　　（1／．8％減）、1，787万総トン（1．1％減）であった24当協会（崎長保英会長）は、米国西岸の港湾労Eヨ使紛争に伴う港湾施設封鎖の影響から現地で滞　　船・滞貨が生じている問題について事態の早期　　正常化を求める要．望書を扇国土交通大臣に提出　　した。（P，15海運ニュース内外情報参照）25アジア船主フォーラム（ASF）船員委員会第8回日課会合が帽・大連で開憧れた。26海上保安庁は、台湾東方の公海上（北緯23度GQ日分東経124度04分付近）において、派遣中の巡　　視船「やしま」と日本関係船舶である共栄タン　　カー�渇^航の大型石油タンカー「KOU・EI」号　　（総トン隠約15万トン）との海賊・テロ対策連　　携訓練を行った。30米国関税庁は、海事保安対’策の・．．．環として、船日社・NVOCC（Non・Vessel　Operadng　Common　　Carrier：複合運送業者。自らは船などの運送手　　段を持たず、荷主より運送を引き受け、海上運　　送人など実運送人のサービスを使って輸送する　　運送人。）に対し、米国向け海上貨物に関するmanト　　fest情報の船積み24時間前提出を義務付けるため　　の最終規則を発表した。31当協会は、扇国土交通大臣および石原行政改革日・劉改革担当大臣に対し、19項目からな襯　　制緩和要望を提出した。　　（F．16海運ニュース内外情報参照）31国土交通省は、中小海事関係事業者を対象とし日た判回鱒関係事業グリーン経営推進類会　　　（委員長：石谷久慶応大学教授）を開催し、経　　済的・入的負担が大きい国際的な環境規格ISO　　14001の取得が困難である事業者が事業活動にお　　ける環境保全のための取組み、評価・改善して　　いくことができるツールとしての「グリーン経　　営椎進チェックリスト」作成の検討に着手した。ぜんきよう1＞加2002＄37公布法令（10月）�堰@船舶安全法又は同法に基づく命令の規定に　　より臨検等をする職員の身分を示す証票の　　様式を定める省令の一部を改正する省令　　（国土交通省令第107号平成14年10月4日　　公布、平成14年10月4日施行）�K　港則法施行令の一部を改正する政令　　（政令　第324号　平成14年10月30日公布、平　　成／4年11月1日から施行）陳情書・要望書等（10月）10月4日宛　先：森山法務大臣、川口外務大臣、扇国土　　　　交通大臣、深谷海上保安庁長官、パナ　　　　マ共和国特命全権大使、フィリピン共　　　　和国特命全権大使件　名：外国籍船上での犯罪等への適切な対応　　　　について要　旨：（本誌2002年10月号P．／5参照）10月31日宛先：扇国土交通大臣、石原行政改革担当・　　　　規制改革担当大臣件　名　海運関係分野の規制緩和の一層の推進　　　　についてのお願い要　旨：（P．16海運ニュース内外情報参照）　　　国際会議の予定（12月）国際海事機関（IMO）第76回海上安全委員会（MSC76）　　12月2日〜13日　　　ロンドン国際海事機関（IMO）第5回海上人命安全条約締約国会議（SOIAS　CONF．5）　　12月9日〜13日　　ロンドン10月24日宛先：扇国土交通大臣件　名：米国西岸の港湾労使紛争問題について要　旨：（P．15海運ニュース内外情報参照）38§ぜんきょうNo”2002｝「き黙騰熱き黙遷．灘灘灘ミ懸ξえ＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！1．わが国貿易額の推移　　　　　　　　（単位10億円）輸　出輸　入前年比貰年同期比（％）年　月（FOB）（CIF＞入〔▲｝出超輸　出輸　入198541，95631，08510，8704．0▲　　3．8199041，45733，8557，6019．616．8199541，53031，5489，9822．612．3199947，54735，26812，279△　　6，1△　　3．8200051，65440，93810，7158．616．12GQ148，97942，4156，563▲　　5．23．62001年9月4，1623，1191，043▲　　11．0△　　7．9104，0733，612461▲　　9．0▲　　4．6113，8893β97492▲　　9，2▲　　7，9123，9613，301659▲　14，5▲　13．42002年1月3，5593β75184▲　　1．8▲　　9．324，0213，235786▲　　4．2▲　　2．534，ア733，506王，266▲　　3，0▲　12，644，4023，5678351．7▲　　2．854，1523，5346188．8▲　　5，564，4303，2081，2227．1▲　　5．174，3973，6477508．90．784，σ683，4266426．2▲　　2．794，4503，396Lo546．98．8（注）　財務省貿易統計による。3，不定期船自由市場の成約状況2，対米ドル円相場の推移（銀行間直物相場）年　月醐）平均最’高値最安値1990144．81124．．30160．10199594．0680．30104．251997121．QO111．35131．251998i30．89U4，25147．0019991／3．91111．28l16．402000107．77102．50114．902001122．10113．85131．692001年10月121．321］9．65123．1011122．33120．24124．3312工27．32123．65131．692002年1月132．66130．75134．692133．53132．46134．463131．15127．82133．614／31．01127．97133．285／26．39123．96128．886123．44119．22125．677118．08115．92120．568119．03116．91120．829120．49117．48123．441D123．88121．88125．32（単位千M，〆T）区分航海罵船定期用船△シングル（品　目別内　訳）年次口　計連続航海航　　海穀物石炭鉱石スクラップ砂糖肥料その他TΦPer｛od1995172，6424，911167，73148，77552β7157，261王，5261，9415，054803154，80249，0511997195，9962，663193，33346，79267，上9266，5511，0693」247，31269316G，46843，24G1998186，1971，712184，62141，93869，30164，9948363，8002，4991，280136，97224，700199914工，3211β04150，48130，68656，18457β092353，2741，7091，082149，73439，5812QOO146，6432，18292，0S926，14746，54967，4311982，1851821，55117G，03245，021200／153，8243，063135，91016，78952，32472，1774723，102978914150，15438，4552GG2　212，782120／2，6621，4204，0955，996／117542563015，4345，89339β80609，3201，5763，3504，106026820015，8625，236413，261013，2611，8973β267，410554151253312，9454，545512，5102401．2，2701，8814，3545，5285536082o12，7263，060612，85930512，5541，8293，3896，5983D6471609，5111，94079，78709，7879802β235，8583550784012，6282，479812，392o12，392L2824，0656，19234709110018，2132，62497，92707，9275473，8323，06528372275620，0613，8621013，19／1313，1781，0653，9267，27840741．　128018，7244，796（注）�@．マリタ．イム・リサーチ社資料による。�A品目別はシングルものの合計。�B年別は暦年。ぜんきょう1＞加2002魯39A、w　ヒ　〔＝匹200150】oo0原油〔ペルシャ湾／日本・ベルシ門・溜／欧米）IIllペルシャ湾／日本　｝，ぐ1ノ　　／1　　！　　1　，1　　、’げ！　　、m　へ’@1f’’’7、．、ノペルシャ湾／欧米　　　ノu1、1997【年〕　　　　　1998監9992�o20012002　　〔ドル〕20D　肖5　　‘D　　日5150　　3D　　25コ00　　2D　　1550　　10　　5D　　　O穀物〔ガル7／口本・北米西岸／口本・ガル7／西欧）ガルフ／日本）＼・’＼1＼　　／’、＼　＼　、、　　＼ガルフ／西欧北米西岸／日本旧9フ〔牢｝199B1999a口oo20012DO2怯鱒距冊ゐm旧旧504．原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）ペルシャ湾／日本ペルシャ湾／欧米月次20QO20012002200Q20012002最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高最低最高　　最低最高最低12345678910111265．00　48．00U5．00　54．00W2．50　62．00X5．00　78．00P11．25　93．75P12．50　96．50t2，50　98．00P52．50　112．50P50．00128．00P65．00　113，50P77，50　164．50P60，00　140．001／8．00　80，00X2．50　86，00P03．00　88，75　　　　−V5．00　57．ODS1．50　38，50T5．00　43．50U3．15　39．00X2．00　57，50W5，00　4．0，00S1．00　33．50S0．50　36．0050，00　34．75S2，50　37．50R7．OD　32．00Q9．50　28．00U2．OO　39，50R5，00　29．50T0．00　32，50@　35．00S5，DO　34．00X9，75　40．5050．00T5．00V0．00W5．00X2．00X5．00P00．00P20．00P32．50P30．00P75．00P42．5040．00S5．00T5．00U4．00V5．00WD．00W2．50X0．00P05．00P05．00P25．00P25．00100．50　82，50X2．50　70．00X0，00　70．00W5．00　70．00U3．50　52，50S0，00　35．ODT5．00　42，50T7．50　38，50W2．50　50．OOV0．00　37．50R5．00　32．ODS0．00　35，0040．OOS0．00S0．OOR1．00S．8．75S2．50R8．75R2．50S2．50U8．5035．00R6．25R0．00Q7．50R3．00R1．00Q9．50Q8．00Q8．00S2．50（注）�@日本郵船調査グ．ループ資料による。烽ﾌ。�Cグラフの値はいずれも最高値。�A．単位はワールドスケールレート。�B．いずれも20万D〆W以上の船舶による5．穀物（ガルフ／日本・北米西岸／日本・ガルフ／西欧）（単位　　ドル／トン）ガルフ／日本北米西岸／日本ガルフ／西欧月次200120022001200220012002最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低123456　78910／11222．50　21．50Q2．25　21．00Q2．80　22，70Q2．25　21．5D@　24．00@　23，25P9．50　18．75P8．90　17．75P8．60　17．50P8．35　17．50P7．25　16，75P7．25　15，8D18．85　17．20P8，60　16．80P9．90　18．40Q2．00　20．00Q2．00　20．90P9，25　17．95P8．90　17．60　　　　@　23．95Q4，60　24．00　　　＝@　　＝P4，10　13．5D　　　一@　　一@　11．00@　　＝@　　＝　　10，75@　11．00@　　＝@　12．25　　　−P1．90　11．25@　　＝　　　一　　　一@　12，00@　　二P8，00　14．60P8．00　17．00@　　−@　12．25@　　＝@　10．35W．60　　8．509．15　　8，88X，25　　8．OO　　　−P7．00　15，00@　13．07P1．35　10．75@　　＝@　　＝（注）�@日本郵船調査グループ資料による。@　　�Bグラフの値はいずれも最高値。�Aいずれも5万DAV以上8万D／W未満の船舶によるもの。40�Hせんきょう酌び2002．（．．）　　石炭いンプトンローズ／巨刺・鉄鉱石けバロン／U本・ツバロン．．／西［敬．1〔ドル1252015犯5o石炭（ハンプトンローズ／日本）鉄鉱石／／、、＼■＼／！F、ノ、〆L、／、！、、、　ハ　、　　／　　！　　「@／^／1／レ＼鉄鉱石（ツバロン／西欧）199フ［年1L99919992印）D2D012002〔トル｝25　40020聖5iD5350鋤2502001切1000　　0運賃指数〜　　一ｪン7イーNリーンY、L1ハンディー_ーティー_，、、　　、1ハ！　　、　　　lvノ　　’しl　　　l戟_　　L、’　1uノ　　　’　　小型　ハ〉　」＼　’＼　　　　　、f　ノ、ノf！、、、、、、！、＼　／中型　、卿ノ　、へ�d　　’VLCC1997〔孝11998旧99200020012QO2ooo35033Q2502DQ1501005ロ。6．石炭（ハンプトンローズ／日本）・鉄鉱石（ツバロン／日本・ツバロン／西欧）　（単位　ドル／トン）ハンプトンローズ／日本（石炭）ッバロン〆日本（鉄鉱石）ツバロン／西欧（鉄鉱石）月次200120022001200220012002最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低1一一一一8．45　　7．206．30　　4．402一一　S．5G8．GG　　6．355．15　　4．503一一　一7．50　　5．85一4　一一　一6．85　　5．755．505一一　一12．106．85　　4．606一一．　−一6．65　　6．054．75　　4．607一一9．2D一5．89　　4．504．458一一　一4．40　　4．257．909一『L5．40一一9．25　　8．9010『一　　．『6．151】『　4．8512一　4．30（注）�@日本郵船調査グループ資料による。　　　�Bグラフの値はいずれも．最高値。�A．いずれも8万D／W以上ユ5万D！W未満の船舶によるもの、，．）・．7，タンカー運賃指数タンカ一　　運賃指数月次200020012002VLCC中型小型lH・DH・CVLCC中型小型H・DH・CVLCC中型小型H・DH・C1248．0T3．392．8P07．8126．2P41．1145．9P54．3148．4P69．9151．8P17．2217．3Q05．8346．3Q30．5277．4R22．9371．0S00．239．986．9126．／165．3148．1358．3115．7工63．7167．3189．486．7158．4238．9294．7347．839．485．6115．8158．81．49．94一〇69．6W1．4134．9D126．9195．7P77．4．L85．6P87．0196．8Q05．394．ユW1．4171．3P60．3272．0P90．5299．QQ95．7264．4Q62．736．0R6．491．3P05．4116．6P43．9164．2P94．2148．5P78．8695．8135．6174．1194．3210．060．7132．3182．8242．2264．149．989．9159．1204．．0177．17100．9〕53．1244．9261．3215．152．2114．2130．1223．6213．840．196．8130．2200．815S．08105．5196．5265．5243．4233．950．8111．．3148．0204．．3208．244．683．3131．5166．8171．39128．6190．9269．2229．5254．673．7110．7153．6210．0187．135．683．9109．6158．3178．010．136．2165．1194．1217．3264．944．／98．4．136．1162．8191．6l1P2134．3P6σ．1204．7Q09．8267．0Q64．6240．9Q72．0257．8Q83．／39．494．0128．1140．8149．3平均97．6ユ52．8206．9208．2219．177．4143．1196．124Q．Ol260．0（注）�@ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シ．ジプマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナルはロ．イズ・オブ・ロンドンプレスと1987年ll月に合併）�Aタンカー運賃はワールドスケールレート。�Bタンカー運賃指数の5区分については、以下のとお．り　�CVLCC：15万トン以」二◎中型：7万〜15万トン　◎小型；3万〜7万トンelH・Dニハンディ・ダーティ：3万50DOトン未満　＄H・C＝ハンディ・クリーン＝全船型。せんきょうN帥2002S414504DO35030D25D�o15D10050o用胎料指数貨物船定期用船料指数P972年以降1ま1971（196巳7〜196a6＝雪塾。）’、、P＼4A＾ヤ、，へ　　、ノ、　　　A@　J@，♂’一｝　　｝一貨物船航海用船料指数i1965．7〜1966．6≡100）1996岡1997旧9819日9�o2DO1姻鼎�@0350　　日GO300250200150旧0500600伽2DO口係胎船腹1997暉〕199319992Doo2QO12D口2撒日oo600燭20D（、8，貨物船用船料指数月次貨物船航海用船料指数貨物船定期用船料指数19971998199920002001200219971998　　1999200020012QO2123456789101112209．0P97．0H99．0P97．0P90．OP84．0P83．0P96．OP90．0P91．0P89．0P86．0189．0P86．OP7LOP73．0P73．0P75．0P67．0P65．0P64．0P65．0P70．0P68．0166．0P70．0P69．OP72．0P73．0P76．OP79．0P78．0P85．0P85．OP95．0P92．0190．0P91．0P90．0P．91．0P93．0Q02．0Q02．0Q03．0Q06．0Q07．0Q06．0Q00．0193．0P98．0P95．0Q00．0Q06．0Q05．0Q04．0P92．0P93．0P95．0P．95．0H95．0195．0P99．0P99．0P99．0Q07．0Q02．0@　　−Q01．0Q04．0347．0R32．0R41．0R54．0R42．0R26．0R38．0R30．0R27．0R16．0Q90．0Q94．．0277．0Q54．0Q60．0Q62．QQ62．0Q92．0Q66．0Q10．0Q08．0Q22．0Q31．0Q32．0231．0Q29．0Q19．0Q21．0Q38．0Q38．0Q26．0Q33．0Q38．0Q41．0Q54．0Q37．0222．0Q31．0Q31．0Q46．0Q52．0Q5LOQ64．0Q67．QQ71．0Q90．0Q78．0Q67．0264．0Q67．0Q60．0Q58．0Q62．0Q72．0Q67．0Q53．0Q48．0Q49．DQ27．0Q31．0227．0Q32．0Q23．0Q59．0Q29．0Q44．0@　　−Q40．0Q44．0平均192．6172．1178．3198．4197．5328．1245．5233．7255．8254．8（注）�@ロイズ・オブ・ロンドンプレス発@　　　　　　　ズ・オブ・ロ@　　　1971＝100u　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナルはロイ　　　　ンドンプレスと1987年11月に合併）�A航海用船料指数は1965．7〜1966．6弓100定期用船料指数は〔9．係船船腹量の推移200020012002月次貨物船タンカー貨物船タンカー貨物船タンカー隻数千G／T千D／W隻数千Gπ千DハV隻数千G／T千DハV隻数千GIT．千D！W隻：数千G！T千DハV隻数千G／T千D／W123456　　789101112333　3，252　4，134R13　2，984　3，758R10　　2，949　3，680R12　　2，921　3，599R05　　2，773　3，381Q99　　2，690　3，269Q91　　2，630　　3，225Q86　　2，622　3，224Q80　　2，569　3，183Q92　　2，618　　3，185Q89　2，574　3，135Q71　　2，429　2，914461，2652，292S61，1922，22／S61，1922，221S61，1722，257S3　9／41，698S21，1272，194S1　8651，639S0　8131，552S0　　　　813　　1，552S41，1402，201S2　8771，644S0　7791，471265　　2，354　　2，775Q59　　2，194　　2，497Q58　　2，174　　2，489Q56　　2，127　　2，463Q47　　2，063　　2，379Q43　　2，031　2，341Q36　　1，837　　2，173Q48　　1，818　　2，106Q43　　1，745　　2，032Q37　　1，682　　1，965Q38　　1，722　　1，996Q43　　1，820　　2，14741　7841，477R9　739／，382S0　9711，883R9　6471，203R8　6451，199R7　6441，196R7　6441，196R5　6191，154R8　8681，667R7　8631，661R8　8541，681S11，0542，083242　1，754　1，966Q32　　1，714　　1，899Q29　　1，728　　1，887Q38　1，896　2，061Q30　1，763　1，946Q21　1，742　1，936Q22　　1，678　　1，874Q23　　1，667　　1，861Q29　　1，727　　1，92740　7921，528S0　6661，259S0　6881，305S2　6921，310S1　6351，199S2　6371，202S3　8321，657S71，4753，004S71，5503，155（注）ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・マンスリーリスト・オブ・レイドァップベッセルズによる。42§せんきょう／伽2002．））．●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　■　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　■　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　■　●　●海運税制の充実・改善について　　　　　　　　　　【海運税制キャンペーン】　当協会では、わが国の海運税制の充実・改善を関係方面に訴えるためのキャンペーンを展開し、各種雑誌に「船舶の特別償却制度」「トン数標準税制」についての記事広告を掲載してきました。　11月以降についても下記広告記事をサンデー毎日（11／18、12／1号）、週刊朝日（11／19、11／29号）、週刊東洋経済（11／18、11／23号）、AERA（W18、11／25号）、Yomiuri　Weekly（11／18、12／1号）、日経ビジネス（11／15、11／18号）、国土交通〔6月から毎月）、本誌（毎月掲載）の各誌に掲載いたしました。　また、当協会のホームページ（http＝／www．｝sanet．or．｝p／）でも同様の広告を掲載するとともに、「海運税制に関するご意見コーナー」を設け、本キャンペーンについてのこ意見・ご感想を募集しています。●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　■　●　●　●　●　■　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　■　●　●　●　●　■　●　●　●　●　o　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●せんきょう陥7，2ρ021．．＝．．：：4R編一田．集∵陥笠一『記だ叩．．．．　　ガ，．N∵．．　　　．．§．・．．峠・こ　・∵．詫・．、く　東欧の共産政権の崩壊と、それに続いたソビエト連邦の解体により冷戦構造が終結し，いわゆる資本主義対社会主義の構図が崩れ去って10年が過ぎている。代わってそれまで抑制されてきた民族紛争が相次ぎ、当初期待された平和の配当は見事に裏切られたが、体制のことで言えば、資本主義対資本主義とか、アングロサクソン型（米国型）市場主義対欧州大陸型とかの構図が新たに描写された。感覚的に整理すれば、前者が効率追求一辺倒の市場主義で、後者が市場を肯定しつつそれに対するアンチテーゼを含んだものということになるのであろうか，　経済スコアで評価すれば、市場にも欠陥があることを最後に露呈してしまったものの米国型経済に軍配が上がるのだろう。　縮小気味の日本や、やはり構造問題を抱える欧州などが弱いことも相侯って、二極でも多極でもない、正しく米国一極の状況となった（注：中国やアジア各国は勢いはあってもまだ小さい〉。これが国際政治のパワーにも影響し、イラク問題であれ、北朝鮮問題であれ、個別に関係各国との調整や駆け引き等はあるもののやはり米国の指導力が目に付く。　いろいろな思考、文化、ルールなど、直接に間接にやはりパワーのあるところの影響を受ける。各所で同じ影響を受け共通項が出来てくれば、それもグローバリゼーションの一形態と言44�LせんきょうN卯2002える。そしてパワーがその形成の源泉であれば、形式的にはどうであれ、実質的にはユニラテラル、少なくてもその側面を含むものと言えよう。　安全保障の問題は、昨年のテロ事件の一番の被害者であったこともあり米国が一番キーンになっているかと思うが、コンテナ輸送に関する安全保障策であるCSI（Container　Security　InlUa一廿ve）も、米国が考案し、必要なところと交渉し、指導力を発揮して、受け入れさせている。海運の関わるCSIをひとつの例に、それが国際スタンダードとして広がっていくプロセスを見て、　　＿上述のようなことを思った次第である。　　　　　　　　　　　日本郵船株式会社調査グループ産業調査チーム長兼定期船調査チーム長　　　　　　　　　　　　　山田　喜之せんきょう11月号　　No．508（VoL43　No8）発行　平成14年11月20日創刊昭和35年8月10日発行所　社団法人　日本船主協会〒102−8603東京都千代田区平河町2−6−4（海運ビル）TEL．（03）3264−7181（総務部広幸侵室〉編集・発行人　高橋幸一郎製作　株式会社タイヨーグラフィック定価　40ア円（消費税を含む。会員については会費に含めて購読料を徴　　　　収している〉）「》日本船主協会環境憲章環境理念日本船主協会は、地球・海洋環境保全が最重要課題のひとつであるとの認識に立ち、海難事故や油濁による海洋汚染を防止するため船舶の安全運航を徹底するとともに、環境負荷の低減および資源の有効活用を推進します。さらに、海運があらゆる産業活動と市民生活を支える物流インフラストラクチャーであることを踏まえ、環境保全への一層目取り組みを図り、わが国ならびに世界経済の健全な発展に寄与することに努めます。行動指針日本船主協会は、環境保全に関する行動指針を次のとおり定め、環境対策の推進に努めるとともに会員会社の積極的な環境保全への取り組みを支援します。　　地球・海洋環境に関わる国内外の法規の遵守と自主的な環境方針の策定1，　　による一層の環境保全　　船舶の安全運航を確保するための管理システムの構築と徹底、安全運航2．　　　に寄与する機器の開発支援と導入促進　　省エネルギー輸送効率に優れた船舶および設備の採用、船舶の運航に3．　　伴う環境負荷の低減、廃棄物の削減と適切な処理　　海洋汚染事故の原因となるサブスタンダード船排除の積極的な推進と船4．　　隠りサイクルの促進5．　船舶の運航技術の向上と地球・海洋環境保全のための適切な教育・訓練　　海難事故および大規模災害等に備え、迅速な対応が取れる適切な6，　　体制の維持整備促進　　　　環境保全活動に関する積極的な情報の提供、環境問題への　7．　　　　意識向上と顯保全への日脚取り組みの∋螢化　　撫　　　　環境対策に関わる内外関係機関等との連境の強化および　8．　　　　内外フォーラム・会議への積極的な参加と貢献　　　　　．建　　　．厨礁鰭i畿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨意　　　　．、＼

